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は じ め に 
 

 平成 27 年９月 10 日に発生した関東・東北豪雨災害は、本県の常総市を中心

に周辺地域の生活に甚大な被害をもたらしました。 
 今回の災害では、最大避難者数 10,390 人、避難所は 299 箇所（35 市町）にお

よび、常総市を中心に県内市町村関係者はもとより、近隣の都県からも多くの

関係者やボランティアの方々に御協力をいただきました。このことにより、避

難所や居宅における被災者まで、多方面にわたり保健活動を展開することがで

きましたことに、御支援いただいた全ての皆様に心から感謝いたします。 
 災害時の保健活動に関しましては、東日本大震災の経験を踏まえて策定した

「茨城県災害時保健活動マニュアル」を活用し、保健師の派遣調整や被災者の

健康管理を行いましたが、実際の活動に必要な具体的内容や受援（支援を受け

る）体制が整っていないなどの課題も明らかになりました。 
また、平成 28 年 4 月に発生した熊本地震災害において、本県では、被災され

た方々の支援のため、熊本県の要請に基づいた厚生労働省の派遣調整のもと、

県・市町村保健師合同チームを被災地に派遣しました。この派遣をとおして、

本県では、情報提供の方法やロジスティクスの役割の重要性など貴重な経験を

させていただきました。 
この度、これらの活動を検証し、「茨城県災害時保健活動マニュアル」をより

活用しやすい「第２版」として改訂を行いましたが、情報共有の方法など、い

くつかの課題は、今後、県全体として、地域防災計画等の改訂を踏まえた中で、

随時、見直しが必要であると考えております。 
 今後は、平時から本マニュアルを活用し、有事に最善の活動が展開できるよ

う保健所や市町村において、関係部署と調整した独自の災害時保健活動マニュ

アルを整備していただき、県内の災害時保健活動体制が構築できることを期待

しております。 
 最後に、策定にあたり御尽力いただきました国立保健医療科学院の上席主任

研究官の奥田博子先生を始め検討会及びワーキング委員の皆様には、貴重な御

意見をいただき心より感謝申し上げます。 
 
 
   平成２９年１月 
 
 
 
            茨城県保健福祉部保健予防課長 根本雄二 
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第１章 本マニュアルの基本的な考え方 

 

 Ⅰ 平成 24 年３月発行「茨城県災害時保健活動マニュアル」改訂の趣旨 

   平成 23 年３月１１日に発生した「東日本大震災」は、本県においても、津波や液

状化による被害に加え、隣県の原子力発電所の事故による放射性物質の飛散等甚大な

被害をもたらした。平成 24年３月に発行された「茨城県災害時保健活動マニュアル」

（以下、県マニュアルという）は、東日本大震災における本県内の被災者支援の振り

返り等を踏まえ作成されたものである。 

   その後、平成 27 年９月には、県内において常総市及びその周辺の地域が被災した

「関東・東北豪雨災害」による水害が発生し、県外からも多くの保健師の派遣を受け

入れた。さらに、平成 28 年４月には「熊本地震」が発生したため、県外への被災地

支援としても多くの保健師が携わる経験をした。 

   近年に発生したこれらの災害時には、いずれの場合も県マニュアルを活用して活動

してきたが、様々な災害時の保健活動の経験から反省点等を踏まえ、更にマニュアル

の内容を充実させるため、改訂することとしたものである。 

   大きな改訂点としては、保健活動に関する指揮命令系統の整備など、平常時の取り

組みを強化したこと、災害発生時の対応として避難所支援に加え在宅被災者への訪問

活動を追記したこと、保健師等の派遣体制の整備について県内と県外派遣に分けて掲

載したこと、帳票類については、原則として、平成 25 年日本公衆衛生協会並びに全

国保健師長会発行の「大規模災害における保健師の活動マニュアル」の帳票類を活用

することとした点等が挙げられる。 

  

Ⅱ 災害時保健活動の目的 

   被災地住民の生命や安全な暮らしの確保を図り、二次的健康障害などの被害を防ぎ、

被災地域全体の早期復興へ向けた支援を行うことを目的とする。 

 

【 目的を達成するための災害時保健活動の留意点 】 

１ 発災直後には医療救護体制の確立及び急を要する活動を行う。その後はフェイズ

ごとに起こる健康課題への対応と予測される予防活動を継続的に実施する。このた

め、在宅被災者や避難所の健康管理・環境衛生・二次的健康障害予防と同時並行で、

複数の対応が必要である。 

２ 対応を効果的に行うには、保健・医療・福祉等の関係機関や住民・ボランティア

と連携・協働して行う。 

３ 避難所だけの活動に止まらず在宅被災者や仮設住宅への住民への支援も行うなど、

地域保健活動の視点で対応する。 
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Ⅲ 本マニュアルの範囲 

   本マニュアルに記載する保健活動は、被災地を含む自治体に所属する保健師等が 

行う災害時保健活動とした。 

 また、大規模災害時に、保健活動のための初動体制を早期に確立するとともに、災 

害が長期化した場合には、継続した専門的な活動を実施する必要があるため、本マニ 

ュアルでは保健活動を中心に記載する。 

なお、災害の想定規模は、被災者の健康管理上の対応等について、被災市町村単独

では対応が困難で、他の市町村、県（保健所）、他の都道府県等の支援が必要とされる

規模とし、災害の種類については、地震・津波・台風・高波・豪雨・噴火等の自然災

害を中心に記載する。 

 

 Ⅳ 本マニュアルの位置づけ 

   県においては「茨城県地域防災計画」に基づく「茨城県保健医療部災害対策マニュ

アル」があり、その中に「茨城県災害時保健活動マニュアル」を作成することが位置

づけられている。今後は、本マニュアルを参考に各保健所版マニュアルを作成する。 

また、市町村においては、各市町村の実情により様々であるが、それぞれの防災計

画等の下に本マニュアルが位置づけられており、今後、防災計画等と本マニュアルを

参考に各市町村版のマニュアルを作成する。 

 

Ⅴ 本マニュアルの活用 

   本マニュアルは、被災地自治体及び派遣される保健師等の活動及び管轄内に被災者

を受け入れた場合の災害時活動について、県及び市町村の保健師等に対して示すもの

であるが、本マニュアルを参考としつつ、地域特性・社会資源など実情に応じて各自

治体独自でマニュアルを整備することが必要であり、各自治体が定める地域防災計画

等に本マニュアルで示す保健師等が行う災害時活動を位置付けることが望ましい。 

   また、被災活動経験のない保健師であっても、平常時から役割について理解しイメ

ージできるよう、本マニュアルを活用して研修や災害を想定した訓練を行うことが重

要である。 
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■各計画及びマニュアルの位置づけ         

 

 

  

第1章　総則（第1節～４節） 第１章　総則（第1節～2節）

第２章　災害予防計画（第１節～４節）
第２章　組織と招集体制(第1節
～

　第1節　災害対策に携わる組織と情報ネットワー
クの整備

第1節　県保健医療部の災害
       対策組織

　第２節　地震に強いまちづくり
　第３節　被害軽減への備え

　　第３　医療救護活動への備え

　　・災害拠点病院の整備 第２章 平時の取り組み　（Ⅰ～Ⅳ）

　　・DMAT指定医療機関の指定
　　 ・医薬品等の備蓄（医療用医薬品の確保） 【平時の備え】として記載

　　第４　被災者支援のための備え　　　　　　　  

　第４節　防災教育・訓練  　　 

第３章　災害応急対策計画（第１節～７節） 第３章 各業務の手順 第３章　被害情報等の収集を各業務に記載

　第１節　初動対応 　 第１節　活動体制の確保
　第２節　災害情報の収集・伝達     

　　第１　災害情報の収集・伝達・報告 第２節　被害情報等収集 【伝達】現地ミーティング，統括者への集約等

第３節　情報の共有・公表 【方法】携帯･防災電話，クラウドを活用した報告等

　第３節　応援・派遣 　　 　 

第３章　

Ⅰ(11）保健師等の応援・派遣要請及び受け入
れ

Ⅱ　保健師等の派遣体制の整備

　第４節　被害軽減対策 (第１～第７）

　　第５　応急医療　 第４節　応急医療 第３章　医療関係者との連携を記載

第６節　医療の確保 

　第５節　被災者生活支援 （第１～第10）

第２　避難生活の確保，健康管理
第４　ニーズの把握・相談窓口の設置・被災
者
      への 情報伝達
第６　要配慮者安全確保対策

　　第７　応急教育
　　第６節　災害救助法の適用 第15節　平時における備え及び
　　 第７節　応急復旧・事後処理
                     （第１節～第５節）

　　　　防災訓練の実施等

第４章災害復旧・復興対策計画（第１節～第４節）

第１章　マニュアルの基本的な
        考え方（１～４）

第３章 各業務の手順
          (第１節～15節)

　　第1　各部局における地震災害対策計画に基づく活動マニュアルの作成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（保健医療部マニュアル）

Ⅰ　本マニュアルの位置づけ
　 保健医療部マニュアル第３章第８節
第３章　Ⅰ被災地における災害時保健活動
(11）保健師等の応援・派遣要請及び受け入れ
　Ⅱ　保健師等の派遣体制の整備

Ⅰ各自治体における体制整備
Ⅱ市町村　Ⅲ保健所　Ⅳ県庁

　　第２　応援要請の実施及び受け入れ体制の確保と応急措置の代行

【情報収集】ﾌｪｲｽﾞに応じた医療機関の被害情報，健

康情報，生活環境情報，保健師の稼働数や活動内容

　　第３　他都道府県被災時の応援

第５節　要配慮者の安全確保
第７節　福祉の確保
第８節　避難生活の確保，避難
        者の健康管理
 第４　ニーズの把握･相談窓口
  の設置・被災者への情報伝達
 第９節　物資支援
 第10節　ボランティア活動の調整

 第11節　防疫
 第12節　遺体の処理
 第13節　被災者生活支援
 第14節　被災動物対策

第３章　災害時の対応　Ⅰ（１）～（11）

　Ⅰ　大規模災害が発生した場合
　　１　フェーズ毎の保健活動の一覧
　　２　市町村のフェーズ毎の保健活動
　　３　保健所における災害時の対応
　　４　県庁における災害時の対応
　　５　避難所における保健活動
　　６　在宅被災者への訪問活動
　　７　避難所を含む被災者の健康管理
　　８　市町村の要援護者対策
　　９　こころのケア対策
　　10　支援者の健康管理

　　第２　相互応援体制の整備（応援要請・受け入れ体制の整備）  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第２章 平常時の取り組み 

各保健所版保健活動マニュアル 

・管轄市町村との連絡体制 

・管内市町村への保健活動支援等 

各市町村版保健活動マニュアル 

・各市町村の指揮命令系統の整備 

・関係機関との具体的な連携の構築 

・保健活動の係る情報収集、伝達、様式の決定 

・受援計画や災害時保健活動計画の作成等 

各市町村防災計画 

(保健部門の事務分掌例) 

・医療救助 

・災害時保健活動マニュアルに関すること 

（実践マニュアルとしての位置付け） 

・災害時職員行動マニュアル 

・避難所担当職員マニュアル 

・避難所開設・運営マニュアル 

・災害時保健活動マニュアル（予定） 

各計画の共通事項を示す 

茨城県災害時保健活動 

マニュアル 

 

茨城県保健医療部 

災害対策マニュアル 

茨城県地域防災計画 

（地震災害対策計画編） 
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 Ⅰ 各自治体における基本的な考え方 

   発災後に迅速な危機管理対応及び適切な保健活動を展開するために、大規模災害を

想定した組織内の体制整備が必要であることから平常時から災害時の体制整備を確

認しておく。 

 

１ 保健活動の体制整備・保健師の一元化 

発災直後には医療救護体制の確立及び急を要する活動、その後はフェイズごとに

起こる健康課題への対応と予測される予防活動を継続的に実施しなければならない。

そのため、刻々と変化する状況を総合的に把握し、現状と今後起こりうる課題等を

見通した災害時保健活動計画の策定と効果的かつ効率的な活動の実施と評価が必要

であり、その活動の範囲は、在宅被災者や避難所の健康管理・環境衛生・二次的健

康障害予防など被災地全体に及ぶ。 

大規模災害時には、平常時の体制から組織横断的な体制に組み直し、統括的な役

割を担う保健師を定め一元的な活動体制とする。また、状況に応じた保健活動体制

の組み直しをすることも確認しておく。 

 

２ 指揮命令系統の整備 

統括的役割を担う保健師の機能を確保し、指揮命令系統を明確にし、市町村及び

県災害対策本部保健医療部など（以下災害対策本部とする）からの情報を得るとと

もに、保健活動を通じて得られた情報を災害対策本部に還元するシステムを構築す

る必要があるため、平常時から発災時を想定し体制整備に努める。 

【 市町村の例示 】 

（１）市町村災害対策本部の活動 

    ・保健衛生担当部署は災害対策本部の指揮下で保健活動体制を構築。 

（２）組織横断的な保健活動体制・指揮命令系統の構築 

    ・時期に応じた保健活動体制を構築。統括的な役割を担う保健師の機能を確保し、

災害対策本部からの指示、保健活動で得られた情報を一元化する仕組みとする。 

（３）被災情報等の情報収集、分析、関係部署への情報提供 

    ・地域の健康課題、保健・医療・福祉サービス提供状況に関する情報を収集し、

災害対策本部へ報告するとともに、保健所、医師会等へ被災状況や市町村の体制

を情報提供。 

（４）保健活動の方針の決定及び活動計画の立案について、市町村、保健所、県本庁

の役割を明確にしておく。 

 

 

３ 役割の明確化と共通理解 
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    自治体内職員が保健師の活動体制や支援内容について把握しておくことで災害

時の保健師の役割について認識され、自治体内の役割分担（特に発災直後の初動時）

を行う際に、より専門性を生かした活動が可能になる。 

（１）統括的役割を担う保健師の配置及びそれを補佐する保健師の明確化 

（２）自治体及び部内関係各課の役割と共通理解 

  （３）各自治体の防災計画と保健師に期待される役割を正確に理解するとともに、自

治体間の災害協定の内容を確認しておく。 

  （４）発災後の業務別から地区担当制への変更等、配置転換を含む組織編成について

の検討と調整 

  （５）国、県、保健所、市町村間の連絡体制の構築 

 

４ 情報伝達体制の整備 

（１）情報収集及び報告のための帳簿類の決定、報告方法の決定 

 （２）保健師等職員の名簿、緊急連絡先及び連絡網の作成 

 （３）発災時の連絡方法、参集基準の明確化 

（４）関係機関とのネットワーク及び情報連絡網の確立 

 

Ⅱ 市町村の取り組み 

  １ 市町村の保健活動体制の整備 

（１）市町村独自の保健活動マニュアルの作成及び定期的な見直し 

（２）市町村保健師等専門職の役割を明確化 

① 地域防災計画等に災害時保健活動マニュアルを位置づける。各市町村における

災害時保健活動マニュアルを庁内で共通理解し関係者との役割分担を明確にして

おく。 

② 地域防災計画全体を把握し、指揮命令系統及び役割の明確化をしておく 

③ 平常時から、職員間で災害に対する保健活動を共有する機会をもつ 

（３）情報収集・伝達体制を整備 

① 保健・医療・福祉関係機関との連携体制整備、連絡先の一覧を作成する 

   ② 関係機関の連絡先、ボランティア団体の活動内容の把握と依頼 

（４）災害時保健活動計画等に基づく応援・派遣保健師等の数の試算や要請手順の確

認、派遣終了判断、受け入れ体制の整備 

（５）避難所、福祉避難所（以下「避難所等」という。）運営について、日頃より関

係各課・担当者等と協議し、体制を決めておく。避難所等運営に携わる関係者は、

災害時に円滑な避難所等運営を行うこと目的として、平時から運営に関する話し

合いを行う。 

① 役割の確認 
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② 避難所等の管理者・責任者・指揮命令系統や連絡方法の確認 

③ 複数の避難所等開設の場合、開設および閉設の見込みや基準 

④ 各避難所等の特性についての予測・把握 

     ＊特に、その避難所に来ると想定される人数や年齢層、起こりうる事態等 

⑤ 確認事項の共有 

   【 避難者への初期対応 】 

    ■避難所 

・避難者に記入していただく用紙   例）避難者カード 

・来所した際の名簿作成方法 

・配慮を要する疾患や健康状態、障害等 

・避難所等内の利用方法 

    ・避難所内のマッピング（避難スペースの割り振り） 

    ・避難スペースと共用スペース、立ち入り禁止区域の決定 

    ■自宅滞在者及び車中泊避難者 

    ・指定避難所以外での避難状況の把握 

    ・車中泊等の避難者名簿の作成 

    ・車中泊等の避難者の巡回健康相談等 

（６）保健活動に必要な物品の整備 

    保健活動に必要な物品の確認や準備を行うとともに、保管場所を決め、災害時

に迅速に活用できるよう関係者に周知する。 

■保健活動用物品（例） 

・懐中電灯、軍手、ラジオ、通信手段等の確保 

・アレルギー対応食品等特殊食品、栄養補助食品を含む食糧、離乳食、ミルク、哺乳瓶、

高齢者用の食事(軟食、半固形食等)、飲料水、食器類（使い捨てのもの等）、コップ、割

り箸、燃料（卓上コンロ、ガスボンベ） 

・衣料品（タオル、毛布、使い捨てカイロ等保温剤）、ティッシュペーパー、歯ブラシ、

ゴミ袋等 

・トイレ用品（手指消毒剤、トイレットペーパー、大人用紙おむつ、乳幼児用紙おむつ、

お尻拭き、携帯用トイレ、瞬間消臭剤、新聞紙、ゴミ袋等）生理用品（ショーツ等） 

・血圧計、医薬品・感染症対策物品（手指消毒剤、外用薬（カット絆、湿布剤等）、内服

薬（感冒薬、胃腸薬、鎮痛剤）、マスク、うがい薬、手洗い石鹸（液体石鹸が望ましい）、

ペーパータオル、ウエットティッシュ、体温計、吐物処理セット（次亜塩素酸ナトリウム、

マスク、使い捨てエプロン、手袋、ゴミ袋、作業手順書）等） 

（７）感染症対策の整備 

① 必要物品の確認（別添様式 12「避難所感染症チェックリスト」参照） 

② 感染症発生時の報告ルートの確認（夜間の対応も確認する） 
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③ 避難所感染症サーベイランスの実施方法の確認 

④ 感染症予防リーフレット・ポスターの準備 

⑤ 吐物処理方法や避難所内の消毒方法の確認 

⑥ 感染症患者用の隔離スペースを準備しておく等の避難スペースのレイアウトの

確認 

（８）栄養・食支援体制の整備 

   ① 早期からの栄養確保体制の整備 

発災の早期から栄養確保ができるよう、フェイズごとの避難所での食事内容方

針について防災担当部署と検討し、共有しておく。更に、発災時に速やかに避難

所の食事担当部署と保健部門の連携がとれるような体制を構築しておく。 

   ② 特殊食品等の入手ルートなど配付体制の整備 

     食物アレルギー対応食など、特殊食品の入手ルートを確保しておく。また、配

付に係る場所、方法、管理栄養士等の専門職種の役割を検討しておく。 

    

２ 避難行動要支援者の支援体制の整備 

  （１）避難行動要支援者名簿の作成に係る協働、連携 

発災後早期に安否確認を行うため、平常時から市町村の担当部署と関係部署が

協働・連携し、避難行動要支援者名簿を作成する。 

     避難行動要支援者の名簿も常に変化しうることから状況把握に努め、更新する

仕組みを構築しておく。 

  （２）個別計画の策定 

     個別計画は連携時に緊急性の高いものから優先的に作成する。 

また、民生委員、自主防災組織、自治会等の協力を得て、避難行動要支援者を

把握し、連絡を受ける体制の整備をする。その際、民生委員等が把握する者と行

政が把握する者を振り分けておくことも必要である。福祉避難所について施設と

協定しているところもあるが、どのような状態の避難行動要支援者をどの程度受

入れできるのか、食料の備蓄内容等を含めて確認しておく。 

   【 個別計画作成例 】 

    ・調査票の記載内容 

氏名、生年月日、性別、血液型、住所、電話番号、要避難行動要支援者の種別、 

かかりつけ医師、担当民生委員、避難支援時の留意事項、日常の行動パターン等 

・３日間救援がなくても過ごせるような、平時からの要援護者自身の自助努力に 

関する記載 

    ・避難支援者（最低２名）、避難先、具体的な避難ルート、避難手段、必要な保

健福祉サービス 

・個別計画携帯用カード「あんしんカード」の作成 
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（３）避難行動支援体制の整備 

個別計画に基づき、市町村関係部署で、避難行動要支援者の個別計画や安否確

認の項目や着眼点の共有化を図る。 

（４）市町村は県と連携し、定期的に県が把握している在宅人工呼吸器装着難病患者

等の要配慮者について情報共有をする。※本人同意は不要（災害対策基本法第 49

条の 10 ３項４項） 

 

【 安否確認の項目・着眼点の例 】 

・所在確認(支援者の有無) 

・身体・精神状態：平常時と異なった点の把握、治療中の疾患の悪化の有無や服

薬状況、緊急対応をしなければならない事項の把握等 

 

（参考）平成 25年６月「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」 

■避難行動要支援者とは 

・高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し又は災

害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な者であって、円滑かつ

迅速な非難の確保を図るために特に支援を要するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

３ 災害時の健康管理に関する啓発普及 

（１）市町村内関係各課及び関係機関と連携し、被災状況を想定した、具体的な事例

を用いたシミュレーションの訓練を行い、職員等の対応能力の向上を図る。 

（２）地域住民・ボランティア等に対する災害担当部局が実施する研修会や防災訓練

などを通じて、食糧等の備蓄、災害時の備え等の自助努力や災害時の健康管理（お

薬手帳や内服薬はすぐ持参できるよう用意しておく、アレルギー保持者は平常時

○地域住民 

○要配慮者 特に配慮を要する人たち 

○自宅で生活している人たち 

○避難行動要支援者 

 自力では避難できない人たち 

※家族の支援が得られない、家族だけでは避難が

困難など 

 

 

施
設
入
所
者 

入
院
患
者 
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から常備しておく等）に関する普及啓発を行う。円滑な避難所運営につながるよう

避難者による自主的な避難所運営等の意識の啓発も併せて行う。(防災主管課と協働) 

 

Ⅲ 保健所の取り組み 

  １ 保健所の保健活動の体制整備 

（１）地域防災計画及び保健医療部災害対策マニュアルに基づく、災害時の指示命令

系統の確認、保健所・課内での役割分担、従事内容の確認、必要物品の確認と調

達を行う。 

（２）迅速に必要な依頼ができるよう管内の保健・医療・福祉関係機関の連絡先の一

覧を作成する。 

  （３）保健所単位での独自の保健活動マニュアルの作成をする。 

 

２ 感染症対策 

（１）感染症予防対策物品の備蓄数を確認する。 

（２）感染症予防リーフレット・ポスターを準備する。 

（３）避難所感染症サーベイランスについて、市町村へ周知する。 

（４）市町村及び住民等に対して、災害時の感染症対策について周知する。 

 

３ 保健所が所管する避難行動要支援者の支援体制整備 

（１）在宅人工呼吸器装着難病患者等避難行動要支援者リスト作成 

    ・年 1回、在宅難病患者避難行動要支援者名簿を更新する。 

・必要に応じて、在宅人工呼吸器装着難病患者等が居住する市町村と情報共有を

行い、市町村が作成する避難行動要支援者名簿、個別計画策定に協力する。 

（２）関係機関との協力体制の整備 

・在宅人工呼吸器装着難病患者等に対して、年に１回災害時の避難方法や災害時

の備えを確認（難病支援手帳の活用）し、関係する訪問看護ステーション等と情

報の共有を図るとともに、緊急時の連絡網を整備する。 

・年 1回、シミュレーション訓練を行い、 連絡体制を確認しておく。 

 

４ 管内市町村等の災害時の連携に関する体制づくり 

（１）各市町村との連携体制の構築 

災害時に市町村の統括的役割を担う保健師のサポートができる関係づくりや市

町村ごとの担当保健師を決めるなどの連携体制をとれるようにする。 

災害時に市町村が行う保健活動の方針の決定や活動計画策定・進行管理・評価

などの助言を行い、住民の様々な健康課題への対応を市町村と協働して行うため

の連携体制をつくる。 
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（２）管内市町村における保健活動マニュアルの作成の支援を行う。 

（３）災害時保健活動の連携について管内市町村と共有する場の設定、地域災害医療

連携会議の開催等を通じた関係機関との災害対応の共通認識を図る機会をつくる。 

（４）災害時に、市町村から把握及び情報提供する内容を整備する。 

（５）市町村から保健師等の派遣要請について相談があった場合に助言できるよう保

健活動体制や活動内容を把握しておく。 

 

Ⅳ 県庁（健康推進課）の取り組み 

  １ 県庁の保健活動の体制整備 

（１）地域防災計画・保健医療部災害対策マニュアル等に災害時保健活動を位置づけ

る。 

  （２）健康推進課内の役割分担及び従事内容の確認 

  （３）各保健所との連絡体制の確認、連絡網の整備と周知 

  （４）応援・派遣保健師等受入れに伴う体制整備 

 

２ 感染症対策 

  （１）避難所感染症サーベイランスの実施体制を整備する。 

  （２）保健所に感染症予防対策物品を整備する。 

  （３）市町村職員を対象とした感染症対策に関する研修会を開催する。 

 

３ 災害保健活動マニュアル等の整備・見直し 

（１）災害時に迅速かつ的確に保健活動ができるよう災害時の保健活動のマニュアル

を作成する。保健活動に使用する記録様式やパンフレットの作成をしておく。ま

た、適宜見直しを行う。 

  （２）災害時の保健師等応援・派遣要請の考え方をマニュアルで示し、派遣要請の様

式を準備し、市町村に周知しておく。 

  （３）どのような状態になったら応援・派遣保健師等を要請するか等、市町村と受け

入れ体制に関する調整をしておく。 

 

４ 定期的な研修の実施 

災害時保健活動の研修会を開催し、被災状況などを想定した具体的な事例をもと 

に判断力を養うためのシミュレーション研修などを取り入れて行う。 

 

 

 

第３章 災害時の対応 
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 Ⅰ 被災地における災害時保健活動 

  １ フェイズ毎の保健活動の一覧 

（資料１災害発生時から復興期までの保健活動各期における保健活動の概要 参照） 

 

２－１ 市町村における災害時の対応 

（１）市町村災害対策本部の活動 

     保健衛生担当部署は災害対策本部の指揮下で保健活動体制を構築する。 

（２）組織横断的な保健活動体制・指揮命令系統の構築 

     時期に応じた保健活動体制を構築する。統括的な役割を担う保健師の機能を確

保し、災害対策本部からの指示、保健活動で得られた情報を一元化する仕組みを

整える。 

（３）被災情報等の情報収集、分析、関係部署への情報提供 

地域の健康課題、保健・医療・福祉サービス提供状況に関する情報を収集し、

災害対策本部へ報告するとともに、保健所、医師会等へ被災状況や市町村の体制

について情報提供を行う。 

（４）保健活動の方針の決定、県への必要な援助要請、災害協定に基づく応援要請 

（５）災害時保健活動の実践と評価 

 

  災害時における健康問題や被災住民のニーズは、被害状況や災害発生からの期間等に

よって異なることから、その提供する支援活動も異なるため、フェイズごとの保健活動

を以下のとおり０から４までに区分する。 

 

 ■フェイズごとの保健活動 

 ○フェイズ０ 初動体制の確立（24時間以内） 

   ○フェイズ１ 緊急対策：生命・安全の確保（72 時間以内） 

   ○フェイズ２ 応急仮設対策：生活の安定、避難所対策（４日～２週間） 

   ○フェイズ３ 応急仮設対策：生活の安定、避難所～応急仮設住宅入居までの期間 

（２週間目～２ヵ月後） 

 ○フェイズ４ 復旧･復興対策：応急仮設住宅対策（２ヵ月以降） 

 

  ■フェイズごとに起こりうることを想定し、災害時保健活動の方針及び中長

期的な保健活動計画を立案し、先を見越した予防的な活動を行う。 

 

 

 

２-２ 市町村におけるフェイズごとの保健活動 
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フェイズ ０  初動体制の確立（概ね災害発生後 24時間以内） 

                  被    災   市   町   村 

 

起こりうること 

 

【行政（保健活動上）の状態】 

① 災害の規模、発生時期（季節、平日・休日、時間帯等）により、情報

収集や初動体制は左右される。 

② 停電等により情報収集が困難となり、被害状況の把握や、安否確認（職

員、住民、要配慮者等）が困難となる。 

③ 夜間の発生では、被害状況が把握しにくく、道路の安全も確認しにく

い。 

④ 職員も被災し、登庁者も限られる。 

⑤ 担当業務に忙殺され、市町村全体の活動が把握できない。 

⑥ 市町村災害対策本部から各部門や現場への指示が伝わらない。 

 

【地域（住民）の状態】 

① 指定避難所以外にも避難者が集まる。 

② 指定避難所が不足し、屋外避難者が発生する。（車中泊、テント等） 

③ 公共交通機関の機能停止により、帰宅困難者が発生する。 

④ 上水道・下水道が使えなくなり、衛生状態を確保できない。 

⑤ 外傷、熱傷、低体温、熱中症などの傷病者が発生する。 

⑥ 避難者によっては興奮状態となり、些細なことでトラブルになる。 

⑦ 個室やスペースの確保が必要となる住民がいる（妊産婦、乳幼児、障

害者、認知症等の要配慮者等） 

 

主な活動の共通事項 

１ 指揮・命令系統（組織図）の確立 

（１）出勤した職員を配置する。被害状況により限られた職員で動くこと

もある。登庁した職員で班のリーダーを決定。 

（２）災害時の保健活動を効率よく実施するため、統括保健師を定め、保

健師を一元的な活動体制とする。 

※保健師の一括配置の判断を担当部長に報告後（承認）、市町村災害対策

本部に了解を得る。 

（３）本部要員と現場活動要員を割り振る。 

（４）関係機関への連絡調整：医師会、薬剤師会、保健所など 

（５）外部支援（医師会、薬剤師会、保健師など）の要請 

２ 施設設備の安全確認・確保 

３ 情報収集と共有 

保健所からの EMIS情報や防災情報ネットワークシステム情報 

郡市医師会からの医療機関の被害状況・健康情報・生活環境情報・保健
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師の稼働数や活動内容などの情報 

４ アセスメント・対応計画 

（１）収集した情報を基に活動方針の決定 

（２）通常業務の中止・延期等について検討 

（３）被災市町村で方針等の決定が難しい場合は保健所や県災害対策本部

（保健医療部）に協力を依頼 

５ 住民・被災者への対応（以下の主な活動） 

活動の留意ポイント １ 参集途中で知りえた被害情報は所属長（または統括保健師）に報告

する。また、被害情報を記録し、必要時災害対策本部に報告する。 

２ 保健所や郡市医師会と連携し、地域の医療機関状況を確認する。 

３ 市町村の保健福祉センターは本庁と異なる場所に立地していること

が多いため、災害時には市町村災害対策本部と保健部門の連携が困難

になりやすい。連絡要員を配置する等の工夫が必要である。 

              主  な  活  動 

救命・救護 避難所 自宅等滞在者 

１ 救護所の設置 

（１）保健所等との連携 

（２）救護所設置場所の

確保 

（３）医師会、日本赤十

字社、外部支援者、

保健所、県庁等へ人

員等の派遣依頼 

（４） 医薬品及び保健

衛生用資器材の確

保 

（５）その他必要物品の

確保（懐中電灯、水、

暖房器具、車椅子、

ラジオ等） 

 

２ 救護所設置につい

て住民に周知 

 

３ 医療機関の被害状

況や診療状況の把握 

 

 

 

１ 避難者の健康管理及び処遇調整 

（１）要配慮者等 

① 安全確保（安全な居場所の確保） 

② 健康状態の把握 

③ 処遇調整（介護保険施設・福祉避難

所等への移動） 

④ 適切な食事の確保 

 

（２）一般被災者 

① 健康状態の把握 

② 健康上の問題がある者への支援（医

療、福祉サービス調整等） 

 

＊避難者の健康状態に応じて、夜間の健康

管理（宿直等）の実施を検討 

 

２ 衛生管理及び環境整備 

食中毒、感染症等の予防（食品、飲料水

等の衛生管理、トイレや食事時の手洗いや

手指消毒、うがい、マスク、換気等） 

３ 避難所設置運営担当部署と連携 

（１）生活用品・特殊食品等の確保（衛生

管理や健康管理上必要な物品に留意） 

（２）避難者のプライバシーの確保 

１ 避難行動要支援者の安

否確認（保健、福祉、介護

保険等各担当部署、住民

（民生委員、区長等）との

連携） 

（１）訪問、電話等により確

認 

（２）避難誘導及び処遇調整

救護所、避難所、医療機関、

消防、警察等と連携する 

 

２ 自宅等滞在者の健康管

理及び処遇調整 

（１）指定避難所以外での

避難状況の把握 

（２）指定避難所以外の避

難者名簿の作成 

（３）指定避難所以外の避

難者の巡回健康相談等 

保健分野 

（福祉、介護保険分野、保

健所等で把握している以

外）：慢性疾患罹患者や精神
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（３）住民不安への対応 

（４）取材に対しての配慮 

取材等に関しては、窓口を設け対応

する。 

（５）情報提供 

避難者が早期から情報収集ができ、

不安が軽減できるよう、医療機関情

報、行政情報、サービス情報等を提供

する。 

 

障害者等で、自力で避難で

きないと判断される人（家

族や親戚等頼る人がなく、

自己判断が困難な人等）を

確認し、支援及び処遇調整

を行う。 

福祉分野 

一人暮らし高齢者、高齢者

世帯について、高齢福祉担当

者と地域包括支援センター、

在宅介護支援センター、自治

会長及び民生委員等との調

整により確認。 

その他知的障害者、身体障

害者等：福祉担当者と各福祉

施設等が連携し、支援及び処

遇調整。 

介護保険分野 

介護保険サービス利用に

ついて、介護保険担当者と介

護保険サービス事業所等と

の調整により確認し、支援お

よび処遇調整を行う。 

＊福祉、介護分野はケースワ

ーカーやケアマネジャーが

中心となり対応する 

 

フェイズ １  緊急対策（概ね災害発生後 72時間以内）―生命・安全の確保― 

                  被    災   市   町   村 

 

起こりうること 

 

【行政（保健活動上）の状態】 

① 被災状況が明らかになり、また関係機関からの度重なる連絡等で忙殺

状態となる。そのため活動計画の作成と活動の展開が困難となる。市町

村全体の被災状況の把握に努めることが重要である。 

② 避難できず在宅にいる避難行動要支援者などの安否確認が必要とな

る。 

③ 避難所等に多くの避難者を受け入れるため、透析患者、障害者、要介

護者、妊産婦、乳幼児などの要支援者が混在する場合がある。 

④ 地震災害では余震が続き、活動が制約され被害が拡大する場合がある。 
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⑤ 粉ミルク、離乳食、高齢者用粥食、食物アレルギー対応食等の特殊食

品が不足する。 

⑥ 食料品などの支援物資が到着するが、被災者全体への配布が不十分と

なる。 

⑦ 外部支援者との連携、協働が必要となり、調整に時間を要する。活動

が円滑に展開できる準備が必要である。 

医療救護班との連携の際には地域災害医療コーディネーターとの連携

が必要であり、ボランティアとの連携の際には地域ボランティアセンタ

ーとの連携が必要である。 

⑧ 医療機関の診療状況、薬剤、衛生資材などについて住民や避難所から

の問い合わせ対応に追われる。 

⑨ 興奮した住民や関係者から理不尽な扱いを受けることがある。 

 

【地域住民の状態】 

① 食料の不足、トイレの我慢、環境の変化などで便秘になりやすい。 

② 余震や先が見えない不安、助かったという安堵感等の様々な感情が入

り乱れ不眠になりやすい。 

③ 避難行動要支援者が自宅等で孤立しやすい。 

④ 義歯・薬・眼鏡・補聴器等を持ち出せず、生活に支障をきたす。 

⑤ 仮設トイレの不足からトイレの汚物が溜まり、衛生状態が悪化する。 

⑥ スペースの確保が難しく介護を必要とする避難者のケアに際し、プラ

イバシーが守られないことがある。 

⑦ 水害時は浸水により衛生状態が悪化する。 

⑧ 避難者によっては興奮状態となり、些細なことでトラブルになる。 

 

主な活動の共通 

事項 

１ 指揮・命令系統の確認と変更 

（１）職員の役割分担、派遣職員の役割等の明確化 

（２）現状の応援・派遣要請に伴う関係機関との調整 

（３）ニーズに応じた新たな外部支援者の要請 

（４）保健・医療・福祉・介護ボランティアの調整 

２ 安全確認・確保 

（１）職員・支援者の健康管理（休息・休日の確保、勤務シフト作成、 

健康チェック・相談、必要に応じ早期受診勧奨） 

３ 情報収集と共有 

（１）健康情報・生活環境情報・保健師情報など 

（２）各支援者や職員の支援内容、および課題の共有 

４ アセスメント・対応計画 
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（１）収集した情報を基に活動方針の決定 

（２）通常業務の中止・延期等について検討 

（３）被災市町村で方針等の決定が難しい場合は保健所や県災害対策本部 

（保健医療部）に協力を依頼 

５ 住民・被災者への対応（以下の主な活動） 

活動の留意ポイント １ 医療支援チームに対して、刻々と変わる最新情報を対策本部などの掲

示板を活用し、的確に提供できるようにする。  

２ 保健、医療関係者で日々のミーティングを実施し、地域全体の状況を

把握し健康課題を抽出する。 

主  な  活  動 

救命・救護 避難所 自宅滞在者 

１ 救護所の運営へ

の参画・協力、連

携：原則として医

療救護班が運営 

 

２ 要医療者への継

続支援・慢性疾患

患者の医療の確

保と継続支援 

（例） 

・人工呼吸器装着 

・在宅酸素 

・人工透析 

・精神疾患 

・狭心症、心筋梗塞 

・高血圧 

・糖尿病 

 等 

      

 

１ 避難者の健康管理及び処遇調整 

（１）要配慮者等 

① 安全確保（安全な居場所の確保） 

② 健康状態の把握 

③ 処遇調整（介護保険施設・福祉避難所・

母子避難所の設置・移動等） 

④ 医療、福祉サービス等の調整 

⑤ 適切な食事の確保 

（２）一般被災者 

① 健康状態の把握 

② 健康相談・栄養相談の実施（日中不在者

のため必要に応じ夕方・夜間にも実施す

る） 

③ 健康状態が悪化した住民の対応：医療と

の連携 

（３）派遣・応援保健師等従事体制 

① 避難者の健康状態に応じて、夜間の健康

管理の実施を検討 

＊避難者の健康管理や処遇調整、課題の共有の

ために、避難者の人数、年齢、健康状態、避難

者の課題、ニーズ、避難所での必要な配慮項目

など地図や表をつくり整理する。 

 

２ 各健康課題への対応 

（１）感染予防：保健所等との連携 

１ 避難行動要支援者の

安否確認（保健、福祉、

介護保険等各担当部署、

住民（民生委員、区長等）

との連携）： 

（１）訪問、電話等により

確認 

（２）避難誘導及び処遇調

整救護所、避難所、医

療機関、消防、警察等

と連携する 

 

 

２ 自宅等滞在者の健康

管理及び処遇調整： 

フェイズ０と同じ。 

自宅等滞在者は孤立し

やすいため、可能な範囲

での訪問を開始し、ニー

ズ調査と情報提供をお

こなう。支援者や区長、

民生委員、医療救護等の

協力を得る。 

 また、要医療者の治療

中断を防止するため、受

診行動への支援と医療
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（２）エコノミークラス症候群 

（３）生活不活発病予防  

（４）こころの健康 

（５）食物アレルギー及び慢性疾患等の栄養 

＊医療ボランティアなどが支援に来るので、職

能団体*1が窓口となる。要請した支援団体との

調整は保健分野が窓口となる。（外部支援団体

との調整は保健所と連携する。） 

＊健康教育はチラシの配布、掲示、避難所運営

会議等を通じ実施する。 

＊住民が気軽にアクセスできるよう相談窓口

の設置を検討する。 

 

３ 保健医療福祉に関する情報提供 

  医療・介護・福祉担当部署との情報共有と

住民への周知（医療機関開設状況、訪問看護、

居宅介護サービス、機器・装具、等） 

 

４ 衛生管理及び環境整備 

  おむつ、生理用品、消毒薬などの衛生資材

等の調達について、災害対策本部と連携 

  

５ 避難所設置運営担当部署と連携 

（１）生活用品・特殊食品等の確保 

（２）避難者のプライバシー確保 

（３）住民不安への対応 

（４）適正な食事内容の確保（食形態も含む） 

機関の復旧等の情報を

提供する。 

 

 

３ 各健康課題への対応： 

フェイズ１ 

「避難所」と同様 

 

 

※1職能団体：医師、歯科医師、薬剤師、看護師、栄養士等の団体 （例）茨城県看護協会等 

 

 

フェイズ ２  応急対策（４日目から概ね２週間まで） 

                   ―生活の安定（避難所対策が中心の期間）― 

被   災   市   町   村 

 

起こりうること 

【行政（保健活動上）の状態】 

① 医療救護班の撤収が検討される。 

② 被災した一部の医療機関が再開する。 
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③ 道路や交通機関の復旧、巡回バス開設等による医療機関へのアク

セスが確保される。 

④ 学校、保育園の再開にむけて避難所が統合・縮小・閉鎖する。 

⑤ ボランティア・外部支援チームが増加する。それの対応に追われ

る。 

⑥ 職員は疲弊しているが、自分では気づきにくい。 

 

【地域住民の状態】 

① 高齢者のＡＤＬ低下、脱水、便秘症、各種感染症が増加してくる。 

② 小児の情緒に変化がみられる（災害時の恐怖感、退行現象等） 

③ ストレスにより悪化しやすい疾病が顕在化する（精神疾患、喘息、

アレルギー、循環器系疾患等）。 

④ 住宅の後片付けに追われ、慢性疲労や外傷、腰痛・膝痛が増加す

る。 

⑤ 今後の生活に対する不安が強く、精神的な不安定がみられてくる。 

⑥ 自宅の被災状況が判定され、再建見通しに個人差があらわれる。 

⑦ おにぎりやパン等の提供が多いことから、炭水化物過多となり、

ビタミンや食物繊維、たんぱく質が不足する。 

⑧ 不適切な食品の保管による食中毒が発生しやすくなる。 

⑨ 生活必需品（哺乳瓶、ポータブルトイレ、衣類等）や入浴等の生

活ニーズに十分対応できない。 

⑩ 避難所生活の影響から、災害前には健康であった者も体調不良を

生じる。 

⑪ 避難所での生活不適応者が顕在化する。 

⑫ 避難所や空き家になった自宅での盗難等の心配がある。 

⑫ 支援物資や荷物の増加から、避難所が手狭になる。  

⑬ 自宅等に滞在している要配慮者へは支援物資が届きにくい。 

⑭ 医療機関の再開情報が届かない、交通手段がない等の理由で、医

療継続ができず、持病の悪化につながる。 

 

主な活動の共通事項 

 

 

 

 

１ 指揮・命令系統の確認と変更 

（１）職員の役割分担、派遣職員の役割等の明確化 

（２）現状の応援・派遣要請に伴う関係機関との調整 

（３）ニーズに応じた新たな外部支援者の要請 

（４）保健・医療・福祉・介護ボランティアとの調整と連携 

２ 安全確認・確保 

（１）職員・支援者の健康管理（休息・休日の確保、勤務シフト作成、健
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健康チェック・相談、必要に応じ早期受診勧奨） 

３ 情報収集と共有 

（１）健康情報・生活環境情報・保健師情報など 

（２）各支援者や職員の支援内容及び課題の共有 

４ アセスメント・対応計画 

（１）収集した情報を基に活動方針の見直し 

（２）通常業務の再開についての検討 

（３）災害派遣看護師・応援保健師などの支援継続・撤退の判断 

（４）被災市町村で方針等の決定が難しい場合は保健所や県災害対策 

本部（保健医療部）に協力を依頼 

５ 住民・被災者への対応（以下の主な活動） 

活動の留意ポイント １ 専門チームの活用調整 

２ 母子保健業務や予防接種などの通常業務の優先的取組みを再

開検討（再開に向けた体制や保健師の確保） 

                主   な  活  動 

 救命・救護 避難所～応急仮設住宅 自宅滞在者 

１ 救護所の運営への支援 

 

２ 救護所の継続体制や撤

退時期の検討への参画 

 ① 医師会・関係機関等と

協議検討 

② 救護所の撤退後の医

療供給体制（受け入れ可

能な医療機関）の確認と

住民への周知 

 

１ 避難者の健康管理及び処遇調整 

（１）要配慮者等 

① 安全確保及び処遇調整 

② 避難所から仮設住宅・自宅等に

移る準備に向けての処遇調整 

③ 健康状態の把握（避難所運営担

当職員や外部支援者の活用等） 

④ 適切な食事の確保 

（２）一般被災者 

① 健康状態の把握（避難所運営担

当職員や外部支援者の活用等） 

② 健康相談・栄養相談の実施（日

中不在者のため、必要に応じて夕

方・夜間にも実施する） 

 

２ 各健康課題への対応： 

（１）感染予防：保健所などとの連携 

（２）エコノミークラス症候群 

（３）生活不活発病予防 

（４）こころのケア 

１ 要援護者や健康問題があ

る者への支援 

（１）医療の継続支援 

（２）生活再建の支援調整 

 

２ 健康相談（窓口、電話、

訪問等）の実施 

 

３ 保健・医療・福祉の情報

提供 

 

４ こころのケア対策 

（１）チラシ等による周知 

（２）相談窓口の周知 

（３）専門相談との連携 

（４）専門機関と連携した相談

の実施 

 

５ 健康福祉ニーズ調査  

（１）調査の実施 
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（５）食物アレルギー及び慢性疾患の

栄養 

※医療ボランティアなどが支援に来

るので、職能団体*1が窓口となる。要

請した支援団体との調整は保健分野

が窓口となる。（外部支援団体との調

整は保健所と連携する。） 

＊健康教育はチラシの配布、掲示、避

難所運営会議等を通じ実施する。 

＊住民が気軽にアクセスできるよう

相談窓口の設置を検討する。 

 

３ 保健医療福祉に関する情報提供 

  医療・介護・福祉担当部署との情

報共有と住民への周知（医療機関開

設状況、訪問看護、居宅介護サービ

ス、機器・装具、等） 

 

４ 衛生管理及び環境整備 

  住民による避難所衛生管理・環境

整備促進 

 

５ 避難所運営担当部署と連携 

（１）生活用品・特殊食品の確保 

（２）避難者のプライバシー確保 

（３）住民不安への対応 

（４）適正な食事内容の確保（食形態

を含む） 

（５）必要な食支援の実施 

（６）避難所内コミュニティづくり 

 

６ 適切な栄養の確保（災害対策本

部と連携） 

（１）食事提供方針の決定・実施 

（２）方針に基づく食事内容の充実 

（２）調査により発見された健

康上の問題がある者等へ

の支援、医療等関係機関と

の調整 

 

 

 

 

フェイズ ３  応急対策（概ね２週間目から概ね２ヶ月まで） 
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―生活の安定（避難所から概ね仮設住宅入居までの期間）― 

被    災   市   町   村 

起こりうること 

 

 

 

 

 

 

 

【行政（保健活動上）の状態】 

① 罹災証明の発行やインフラの復旧が遅れる等から住民の行政に対す

る不満が多くなり、対応に追われる。職員の疲労が蓄積される。 

② 応急仮設住宅の建設および入居の決定の時期。 

③ もの忘れや攻撃的な行動が出現する高齢者や認知症患者では症状の

悪化する者が増え、対応に追われる。 

 

【地域（住民）の状態】 

① 避難所は閉鎖・統合され、自宅へ戻れない人は避難所の移動を余儀

なくされ、避難生活が長期化する。 

② 集団生活により、食中毒を含む感染症が流行しやすい。 

③ 生活範囲の狭小化による運動不足、閉じこもりの増加により、生活

機能低下をきたす恐れがある。 

④ 実家等へ避難していた母子世帯等の帰宅がはじまる。 

⑤ 避難生活（集団生活）に伴う疲労の蓄積による身体症状が出てくる。 

⑥ 生活の基盤が確保できる人とできない人の格差がでる。ストレスか

らうつ病やアルコール依存症等へ移行する可能性がある。 

主な活動の共通事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 指揮・命令系統の確認と変更 

（１）関係機関との調整（撤収調整） 

（２）職員の役割分担、派遣職員の役割等の明確化 

（３）一元的な保健師配置から平時の所属課配置へ戻るための検討開始 

（４）保健・医療・福祉・介護等支援団体との調整と連携 

（撤収に向けた調整） 

２ 安全確認・確保 

（１）職員・支援者の健康管理（休息・休日の確保、勤務シフト作成、 

健康チェック・相談、必要に応じ早期受診勧奨） 

３ 情報収集と共有 

（１）健康情報・生活環境情報・保健師情報など 

（２）各支援者や職員の支援内容、および課題の共有 

４ アセスメント・対応計画 

（１）中長期保健活動計画の実施・評価、経過に応じた見直し 

（２）通常業務の再開についての検討、調整と再開 

（３）災害派遣看護師・応援保健師の継続・撤退の判断 

５ 住民・被災者への対応（以下の主な活動） 
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活動の留意ポイント 

１ 地域の医療機関復旧に伴い、救護所の閉鎖や巡回診療（医療費の

無料対応）が終了となるため、治療中断者が増えないよう注意する。 

２ 通常業務の再開と災害支援業務があることで、応援保健師の活用

方法を検討し、平時の体制を意識した業務体制へと移行する。 

３ 応援・派遣保健師の撤退に向けて、継続支援ケースの引き継ぎを

する。 

                         主   な  活  動 

救命・救護 避難所～応急仮設住宅 自宅等滞在者 

１ 救護所の運営への

支援 

 

２ 救護所の継続体制

や撤退時期の検討へ

の参画 

① 医師会・関係機関

と協議・検討 

② 救護所が撤退後

の医療供給体制（受

入可能な医療機関）

の確認と住民への

周知 

 

 

 

１ 避難者の健康管理及び処遇調整 

（１）要配慮者等 

避難所から応急仮設住宅・自宅等に移

る準備に向けての処遇調整 

（２）一般被災者 

健康相談・栄養相談実施（必要に応じ

て夕方・夜間にも実施する） 

 

２ 各健康課題への対応：  

（１）感染予防：保健所などとの連携 

（２）エコノミークラス症候群 

（３）生活不活発病予防  

（４）こころのケア 

（５）食物アレルギー及び慢性疾患等の栄養 

＊医療ボランティアなどが支援に来るので、

職能団体※1が窓口となる。要請した支援団体

との調整は保健分野が窓口となる。（外部支

援団体との調整は保健所と連携する。） 

＊健康教育はチラシの配布、掲示、避難所運

営会議等を通じ実施する。 

＊住民が気軽にアクセスできるよう相談窓

の設置を検討する。 

 

３ 保健・医療・福祉に関する情報提供 

医療・介護・福祉担当部署との情報共有

と住民への周知（医療機関開設状況、訪問

看護、居宅介護サービス、機器・装具、等） 

 

４ 衛生管理及び環境整備 

１ 要配慮者や健康問題

がある者への支援（各担

当部署との連携により

実施） 

（１）医療の継続支援 

（２）生活再建の支援調整 

 

２ 健康相談（窓口、電話、

訪問等）の実施 

 

３ 保健・医療・福祉の情

報提供 

４ 各健康課題への対応： 

左記「避難所—仮設住宅」

に同じ。 

 

５ 健康福祉ニーズ調査 

（１）調査の実施 

（２）調査により発見され

た健康上の問題があ

る者等への支援、医療

等関係機関との調整 
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住民による避難所衛生管理・環境整備促 

 進 

 

５ 避難所設置運営担当部署と連携 

（１）生活用品・特殊食品の確保 

（２）避難者同士のプライバシーの確保 

（３）住民不安への対応 

（４）避難所内コミュニティづくり 

 

６ 適切な栄養の確保（災害対策本部と連

携） 

（１）方針に基づく食事内容の充実 

 

７ 応急仮設住宅入居者健康調査の検討及

び準備 

（１）健康調査の実施目的の明確化と共有 

（２）調査項目、時期、従事者、調査用紙等

の検討と作成 

 

フェイズ ４  復旧・復興対策（概ね２ヶ月以降） 

―人生の再建・地域の再建（応急仮設住宅対策や新しいコミュニティづくりが中心）― 

被    災   市   町   村 

 

起こりうること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政（保健活動上）の状態】 

① 応急仮設住宅への入居、生活の確立 

② 応援職員の撤退に伴い、通常業務と際が対応業務の長期化により心身の疲労

が表出する。 

 

【地域（住民）の状態】 

① 被災のストレス（家・家族・知人・職場を失うなど）に加え、見知らぬ隣人、

住み慣れた土地を離れての暮らしが新たなストレスとして加わり、心身の変化

がおこる可能性がある。 

② 蓄積された避難生活等による身体状況の悪化が顕在化する。（要介護者の状

態悪化、家や財産・仕事・役割の喪失による心身の打撃、適応障害・慢性疾患

の悪化や認知症・アルコール依存・精神疾患の悪化） 

③ 調理環境が整うが食事づくりの意欲が消失している。 

④ 近隣関係が希薄化し、とじこもりや孤独死が発生する。 
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⑤ 馴染みのない地域で生活が困難となる：医療機関が遠い、交通手段がない、

買い物が不便、など。 

⑥ 応急仮設住宅の生活環境が不自由である：広さ、トイレ・風呂の構造、冷暖

房器、防音などの仕様 

⑦ プライバシー保護の問題（マスコミ・ボランティア等）がある。 

 

主な活動の共通

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 指揮・命令系統の確認と変更 

（１）関係機関との調整（撤収調整） 

（２）職員の役割分担、派遣職員の役割等の明確化 

（３）保健・医療・福祉・介護ボランティアとの調整と連携：撤収に向けた調整  

２ 安全確認・確保 

（１）職員・支援者の健康管理（休息・休日の確保、勤務シフト作成、健康チェ 

ック・相談、必要に応じ早期受診勧奨） 

３ 情報収集と共有 

（１）健康情報・生活環境情報・保健師情報など 

（２）各支援者や職員の支援内容、および課題の共有 

４ アセスメント・対応計画 

（１）生活再建に重点を置いた保健活動計画の実施・評価、経過に応じた見直し 

（２）生活再建に必要な新たな活動のため、施策化・予算措置 

（３）通常業務の再開についての検討、調整と再開 

（４）災害派遣看護師・応援保健師などの支援継続・撤退の判断 

５ 住民・被災者への対応（以下の主な活動） 

（１）住民の健康管理及び新しい生活への支援 

（２）定期的な健康相談の開催、健康上の問題点について自治会等と協議 

（３）コミュニティづくりへの支援 

活動の留意 

ポイント 

１ 度重なるボランティアや関係者の訪問や見守りがストレスになる場合があ

る。安否確認方法の工夫が必要である。 

２ 生活支援のためのボランティアが必要となる。（掃除、畳干しなど） 

３ サロン活動など早期に再開できるように、関係課やボランティアとの連携が

必要である。 

主   な  活  動 

救命・救護 避難所～応急仮設住宅 自宅等滞在者 

１ 通常の医療

体制に移行 

 

 

 

１ 健康調査の実施及び必要な支援 

（１）健康調査の実施 

支援が必要なものへの継続支援、医療機

関・専門機関と調整 

（２）定期的な健康相談（窓口、電話、訪問等） 

１ 要配慮者や健康問題があ

る者への支援（各担当部署と

の連携により実施） 

（１）医療の継続支援 

（２）生活再建の支援調整 
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２ 要援護者（一人暮らし高齢者・高齢世帯等）

の健康状態の把握 

（１）健康課題の早期把握、生活状態の悪化や

孤独死の予防 

（２）ボランティア、自治組織等による安否確

認（声かけ訪問）等との連携 

 

３ こころのケア対策の実施 

健康相談や講演会等の実施（うつ、アルコ

ール依存症、ＰＴＳＤ等） 

 

４ 入居者同士のコミュニティづくりの支援 

自治会長等地域代表者との健康問題等や今

後の活動等について話し合いを行う 

【具体的な活動例】 

・応急仮設住宅単位での自主活動への支援 

・乳幼児のあそびの広場や高齢者等のつどい 

・高齢者への声かけ  

・ボランティアの活用等 

・意欲を消失した者の食事づくり支援 

 

５ 応急仮設住宅から自宅等に移る者への支援 

支援が必要な者について処遇調整（保健、

福祉、介護の相互の連携による） 

 

６ 保健・医療・福祉に関する情報提供 

２ 健康相談（窓口、電話、訪

問等）の実施 

 

３ 保健・医療・福祉に関する

情報提供 

 

４ こころのケア対策 

 

５ 新たな交流やコミュニ 

ティづくりの支援 

 

 

 

 

 

３ 保健所における災害時の対応 

（１）保健所の保健活動体制 

   ① 被災市町村の被災状況の情報を収集し、支援ニーズを検討する。通常業務の休

止・再開時期の検討を行う。 

   ② 通常業務と災害対応業務が平行する時期について、職員の応援や業務量を検討

し、併せて、職員の健康管理を行う。 

③ 市町村から報告された「避難所・救護所状況報告書」より保健師等の巡回状況

や必要な支援を把握し、支援が必要とされる場合は、市町村に状況を確認し対応

を検討する。 
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（２）被災市町村の保健活動への支援 

① 被災地の被災状況の情報を収集し、支援ニーズの把握、検討を行う。市町村災

害保健活動計画に基づき支援し、外部支援要請についても確認する。 

② 被災市町村における保健活動の企画・運営への支援が必要とされる場合は、保

健所の統括保健師は市町村の統括的保健師を補佐し、支援・助言を行う。 

（３）市町村設置の避難所等への応援協力・派遣要請 

① 保健師等の派遣要請について、被災市町村単独では判断ができない場合には、

助言を行う。 

② 被災市町村のみでは災害時保健活動が展開できないと判断した場合は、早急に

応援・派遣保健師等の要請を健康推進課に行う。応援・派遣要請の詳細について

は、「第３章災害時の対応 Ⅰ被災地における災害時保健活動 11 保健師等の応

援・派遣要請及び受入れ体制」参照。 

（４）保健所間の後方支援 

① 被災保健所長（現地対策班設置保健所）は、茨城県保健医療部災害対策マニュ

アルに基づき保健医療部長（保健政策課）に応援職員を要請することができる。 

② 応援保健師は、現地対策班設置保健所長の指揮のもと、災害時保健活動を実施

する。応援保健師は、被災地保健所管内勤務経験者及び居住者を優先して配置す

る。 

 

【 保健所職員の後方支援フロー図 】 

 

 

 

 

 

  （５）感染症対策 

① 被災市町村及び防疫措置が必要な避難所等に対し、感染症予防策を指導する。 

② 避難所等の衛生対策状況を把握し、感染症予防対策物品が不足している場合に

は供給する。 

   ③ 避難所感染症サーベイランスから管内の感染症状況を把握し、感染症予防策を

講ずる。 

   ④ 感染症が発生した場合は、疫学調査及び感染拡大防止策を行う。 

   ⑤ 感染症予防についての注意喚起、感染症予防策の啓発等を行う。 

（６）保健所が所管する避難行動要支援者の安否確認 

① 在宅人工呼吸器装着難病患者等は、「在宅難病患者避難行動要支援者名簿」によ

り安否確認を行い、健康推進課に報告する。平時に作成しておいた緊急時連絡網

保健所 

所内で対応 

発災 

 
困難  

職員応援の依頼 

（保健医療部長相談） 

保健政策課 

困難 

部

内

対

応 

困難 

部

外
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困難 

県

外
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頼 
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によっても安否確認できない場合は、関係機関と連携し、安否確認に努める。 

② 在宅人工呼吸器装着難病患者等に対する電源等の確保が必要な場合は関係機関

と調整し、調達・提供に努める。 

③ 在宅人工呼吸器装着難病患者等が避難を必要とする場合は、医療機関や市町村、

県等と協力して受け入れ先の調整確保を行う。 

（７）地域災害医療コーディネーターとの連携 

   災害医療関係者と保健活動部門が効率的かつ的確な支援をするために、地域災

害医療コーディネーターと連携した支援を行う。 

  （８）ＤＰＡＴチームとの連携 

必要に応じて DPAT との同行訪問を行う等、市町村と連携しながら各期における

「こころのケア対策」について実施する。詳細は「第３章災害時の対応 Ⅰ被災

地における災害時保健活動 ９ こころのケア対策」参照。 

 （９）保健活動のまとめと評価 

災害時の活動記録や、応援・派遣保健師、その他の従事職員からの意見を聴取

し、活動の評価を参考にし、活動のまとめと評価を行う。   

  （10）災害に関連した研修会の開催 

     保健活動の評価などから、管内市町村を対象とした研修会の開催を実施する。 

 

４ 県庁（健康推進課）における災害時の対応 

（１）課内の保健活動体制 

① 災害の規模に応じ、健康推進課の保健活動が円滑に推進できるよう、課内及び

部内の職員応援体制等について検討する。 

   ② 必要時は、部内の職員応援配置を依頼し、併せて職員の健康管理を行う。 

（２）被災状況等の情報収集、分析、関係者への情報提供 

① 現地入りしている保健所職員等と連携し、被災地からの緊急・定時的な情報収

集を行い、本庁としての支援方針の決定、判断等につなげる。 

② 現地確認については、実施可能な時期に被災地や被災地管轄保健所等に出向き、

情報収集を行う。 

③ 収集した情報は、県対策本部や関係機関（課）等と共有する。 

（３）庁内保健師の保健活動内容の共有 

健康推進課以外の保健医療部内の保健師の活動は各課で対応するが、その対応

状況等の中で保健活動に必要な情報は、随時健康推進課に伝え、共有する。 

（４）市町村設置の避難所等への応援協力・派遣要請 

① 市町村から応援・派遣要請があった場合は、県内の相互支援体制の調整を行う。 

② 大規模災害のため、県内保健師等の相互支援体制で対応できないと判断した場

合は、厚生労働省健康・生活衛生局に全国の都道府県との派遣調整依頼を行う。 
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（５）被災保健所への応援保健師の調整 

被災保健所への後方支援は、被災保健所長から保健医療部長(保健政策課)に要

請されるが、応援職員のうち保健師については、健康推進課との調整を図る必要

がある。 

（６）保健活動に伴う予算措置 

県災害対策本部の指示のもと、防災・危機管理課(災害支援対策主管課)を主体

として所要の経費を確保する。 

（７）情報提供と指導、助言 

① 県災害対策本部から入手した総合的な情報のうち保健活動に有用な情報は、被

災地で活動する保健師等へ適時適切に提供する等、情報提供体制の確立に努める。 

② 電子媒体による情報提供が困難な場合は、代替手段(紙ベース、口頭等)による

提供を行う。 

③ 情報提供に合わせて、効果的な指導、助言を行える相談体制を整備する。 

（８）県民への情報提供 

保健所等と協働し、被災地域における健康課題への対応に関する情報のチラシ

を作成し、ホームページに掲載する等、住民へ情報提供する。 

（９）災害時保健活動の応援及び派遣終了後の報告・評価 

健康推進課は、派遣及び応援保健師等の活動内容を集約し、国へ報告する。 

また、災害対策の蓄積は次の災害対策の備えとなるため、派遣及び応援の終了

後、評価し報告会の開催・報告書等のまとめを行う。 

（10）感染症対策 

① 保健所を通じて避難所の衛生状況を把握し、感染症予防対策物品が不足してい

る場合は備蓄品等を供給する。 

② 避難所感染症サーベイランスを開始し、感染症発生の早期探知、情報共有を行

うとともに、保健所、市町村等へ情報を還元する。 

③ 感染症予防についての注意喚起、感染症予防策の啓発等を行う。 

（11）在宅人工呼吸器装着難病患者等の安否確認 

① 保健所から報告があった「在宅難病患者避難行動要支援者安否確認報告書」を

取りまとめ、安否確認を行う。 

② 保健所からの報告により県外等への避難が必要な場合等、必要に応じ、保健所

と協力して受け入れ先の調整確保を行う。 
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資料　１ 災害発生時から復興期までの保健活動各期における保健活動の概要

平常時

項　　　目

●各フェーズで対応ができなかった事項については引き続き次フェーズで実施する。

被災市町村 １．各自治体における基本的な考え方 １．指揮・命令系統（組織図）の確立 １．指揮・命令系統の確認と変更 １．指揮・命令系統の確認と変更 １．指揮・命令系統の確認と変更 １．指揮・命令系統の確認と変更

①保健活動の体制整備・保健師の一
元化

②指揮命令系統の整備

③役割の明確化と共通理解 ２．施設整備の安全と確保 ○保健・医療・福祉介護ボランティアの調整 ２．安全と確保 ３．情報収集と共有

④情報伝達体制の整備 ３．情報収集と共有 ２．安全と確保 ３．情報収集と共有 ２．安全と確保 ４．アセスメント・対応計画

【市町村の取り組み】 ４．アセスメント・対応計画 ３．情報収集と共有 ４．アセスメント・対応計画 ３．情報収集と共有

１．保健活動体制の整備 ４．アセスメント・対応計画 ４．アセスメント・対応計画

①市町村独自の保健活動ﾏﾆｭｱﾙの作
成及び見直し
②市町村保健師・管理栄養士等専門
職の役割を明確化

③情報集集・伝達体制を整備 ５．住民・被災者への対応（以下の主な活動） ５．住民・被災者への対応（以下の主な活動） ５．住民・被災者への対応（以下の主な活動）

救命・救護
④応援・派遣保健師数の試算や要請
手順の確認、派遣終了判断、受け入れ

１．救護所の設置・運営に参画・協力 １．救護所の運営への参画・協力 １．救護所の運営への支援 １．通常の医療体制に移行

⑤避難所等の運営に関する話合い ２．救護所・避難所設置について住民に通知 ２．要医療者への継続支援・慢性疾患患者の ２．救護所の継続及び撤退時期の検討への参画

⑥必要物品の整備 ３．医療機関の被災状況や診療状況把握 　　医療確保と継続支援

⑦感染症対策の整備 １．避難所の健康管理及び処遇調整 １．健康調査の実施及び必要な支援

⑧栄養・食支援体制整備 ２．救衛生管理及び環境調整 ２．各健康課題への対応 ２．要援護者の健康状態の把握

２．避難行動要支援者の支援体制整備 ３．避難所設置運営担当部署と連携 　　①感染症予防 ３．こころのケア対策の実施

①避難行動要支援者名簿の作成 　　②生活用品の確保避難者 　　②エコノミークラス症候群 ４．入居者同士のコミュニティづくりの支援

②個別計画の策定 　　③避難者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確保 　　③生活不活発病予防 ５．仮設住宅から自宅等へ移る者への支援

③避難支援体制の整備 　　④住民不安への対応 　　④こころの健康 ６．保健・医療・福祉に関する情報提供

３．災害時の健康管理に関する啓発普
及

　　⑤取材に対しての配慮 　　⑤食物アレルギー及び慢性疾患等の栄養

　　⑤情報提供 ３．保健医療福祉に関する情報提供

４．衛生管理及び環境調整

５．避難所設置運営担当部署と連携

６．栄養確保（災害対策本部等と連携）

７．仮設住宅入居者の健康管理状況の把握のための検討及び準備

福祉避難所の設置

自宅滞在者 １．避難行動要支援者の安否確認 １．避難行動要支援者の安否確認 １．要援護者や健康問題がある者への支援

２．自宅等滞在者の健康管理及び処遇調整 ２．健康相談の実施

３．各健康課題への対応 ３．保健・医療・福祉の情報提供

２．自宅等滞在者の健康管理及び処遇調整 ４．健康福祉ニーズ調査 ４．こころのケア対策

５．こころのケア対策 ５．新たな交流やｺﾐｭﾆﾃィづくりの支援

保健所 １．保健活動の体制整備 １．保健所の保健活動体制 1．情報収集と支援方針の決定 1．情報収集と活動計画の策定と実施 １．ＤＰＡＴチームとの連携

①指示命令系統・役割分担・必要物品 ２．被災市町村の保健活動への支援 ２．住民の健康管理及び新しい生活への支援

②連絡先一覧 ３．避難所等への応援協力・派遣要請 ２．避難所・救護所状況報告書を県に報告 ２．避難所・救護所状況報告書を県に報告 ３．職員の健康管理

③保健所単位の保健活動マニュアルの作成 ４．保健所間の後方支援 ３．支援ニーズに併せた職員を県に要請 ３．支援ニーズに併せた職員を県に要請

２．感染症対策 ５．避難所感染症対策 ４．避難所感染症対策 ４．避難所感染症対策 ４．保健活動のまとめと評価

３．避難行動要支援者の支援体制整備 ５．災害医療コーディネーターとの連携 ５．通常業務の再開

４．管内市町村災害時の連携に関する ６．災害に関連した研修会等の開催

　　体制づくり

県　庁 １．県庁の保健活動の体制整備 1．施設整備の安全確保と執行体制の起動 １．広域的、総合的な災害情報の収集および被災地への提供

２．感染症対策 ２．災害情報の収集と地域機関等への伝達 ２．生活再建に重点をおいた活動支援計画の立案

３．災害時保健活動マニュアル等の ３．被災地域における支援ニーズに基づく職員等の確保と調整 ２．部内の関係課との情報交換、連携強化 ３．生活再建に必要な新たな活動のため、施策化・予算措置を行う。

整備・見直し ４．厚生労働省等から専門家等の派遣要請 ３．地域の保健・福祉活動への支援 ４．地域の保健・福祉活動への支援

４．定期的な研修 ５．庁内保健師の保健活動内容の共有 ４．応援・派遣保健師の派遣計画見直し ５．調査・研究等への積極的な支援

６．感染症対策 ５．活動の推進のために既決予算の流用等、予算措置を行う。６．被災地における保健・福祉活動のまとめと検証

６．全県的な災害関係の会議及び研修会の開催 ７．保健・福祉活動のあり方に関する研修会及び会議の開催

〇中長期保健活動計画の実施・評価、経過に応じた見
直し
〇通常業務の再開について検討、調整と再開
〇災害派遣ＮＳ・応援保健師の継続・撤退の判断

〇生活再建に重点を置いた保健活動計画の実施・評価、
経過に応じた見直し
〇生活再建に必要な新たな活動のため、施策化・予算措
置
〇通常業務の再開についての検討、調整と再開
〇災害派遣ＮＳ・応援保健師などの支援継続・撤退の判
断

○関係機関との調整（撤収調整）
○職員の役割分担、派遣職員の役割
○保健・医療・福祉・介護ボランティアとの調整と連携
２．安全と確保

応急対策
ー避難所から概ね仮説住居入所までの期
間）

復旧・復興対策ー人生の再建・地域の再建
（仮設住宅の対策や新しいｺﾐｭﾆﾃｲづくり）

（概ね2ヶ月以降）

○関係機関との調整（撤収調整）
○職員の役割分担、派遣職員の役割
〇一元的な保健師配置から平時の所属課配置へ戻る
ための検討開始
○保健・医療・福祉・介護ボランティアとの調整と連携

フェーズ３ フェーズ４

災

害

時

保

健

活

動

（概ね災害発生後24時間以内） （概ね災害発生後72時間以内） （概ね4日目から2週間まで） （概ね3週間目から2ヶ月まで）

１．避難者の健康管理や処遇調整

　①保健師を市町村に派遣し、情報収集、要
支援ニーズの検討

　①市町村災害保険活動計画に基づく支援
　②外部支援要請の確認

避難所・
仮設住宅

５．住民・被災者への対応（以下の主な活動）

○統括保健師を定め、保健師を一元化する。
○外部支援（医師会、薬剤師会、保健師等）
要請
○関係機関との連絡調整

６．避難行動要支援者安否確認（在宅呼吸器
装着者等）

フェーズ０ フェーズ１ フェーズ２

緊急対策ー生命・安全の確保 応急対策
ー生活の安定（避難所対策が中心の時期）ー

(保健・福祉・介護保険等各担当部署・住民と
の連携）

１．広域的、総合的な災害に関する情報収集及び被災地へ
の提供

○職員の役割分担、派遣職員の役割
○現状の応援・派遣要請に伴う関係機関との
調整
○ニーズに応じた新たな外部支援者の要請

〇収集した情報を基に活動方針の決定

初動体制の確立

○職員の役割分担、派遣職員の役割
○現状の応援・派遣要請に伴う関係機関との調整
○ニーズに応じた新たな外部支援者の要請
○保健・医療・福祉・介護ボランティアとの調整と連携

〇通常常務の再開について検討
〇災害派遣ＮＳ・応援保健師などの支援継続・撤退の判断

〇収集した情報を基に活動方針の見直し

５．住民・被災者への対応（以下の主な活動）

〇通常常務の中止・延期等について検討
〇方針決定への協力

〇被災市町村で方針等の決定が難しい場合は保健所や県
災害対策本部（保健医療部）に協力を依頼
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５ 避難所における保健活動 
（１）避難所における保健活動の留意点 
① 市町村に設置された避難所には運営全体の管理を行う管理責任者等が配置

されている。随時、管理責任者と相談・連携して避難所の運営に協力する。 
   ② 避難所の状況に応じて、保健活動に必要な職種（看護・福祉・ボランティア

等）の調整を行う。 
   ③ 保健福祉活動上の課題解決で困難な内容は、管理責任者を通じて、災害対策

本部に働きかける。 
   ④ 必要に応じて健康相談・栄養相談コーナーを設ける。（巡回の場合は、時間

を明示する） 
   ⑤ 引き継ぎ・報告・記録の徹底 

・情報共有のために定期的なミーティングを行う。 
    ・避難所の状況（人数、要医療者、要観察者、食事で配慮の必要な者等） 
    ・避難所の１日のスケジュール 
    ・災害対策本部への報告内容や健康課題、運営上の課題 

（参考）避難所の管理責任者とは 
① 避難者の受付台帳を作成し、避難者の人数及びその内訳を把握し、災害対策本部に

報告する。 
② 避難者にけが人、病人がいる場合には、直ちに消防等関係機関へ通報し、必要な措

置をとる。 
③ 避難者に対して避難にあたっての注意事項等を示し、混乱の防止に努める。 
④ 避難者に対して避難状況等に関する情報を逐次提供する。 
⑤ 避難所に必要な物資（食料、日用品等）・サービスの提供を対策本部に要請する。 
⑥ 指定した避難所以外の避難者に対しても、④⑤は配慮する。 

 

（２）避難者の健康管理 

① 要医療者への対応 

全避難者の健康状態を把握し、医療が必要な者は速やかに救護所へ向ける。

また、高血圧や糖尿病等慢性疾患患者の医療の確保や治療の継続を支援し、

必要に応じて保健指導・栄養指導を実施する。必要な受診への連携や薬の確

保（医療機関等の稼働状況を確認し調整）をする。その際、相談票（様式８、

９）を作成する。  

 

② 要配慮者への対応 

避難者の中から要配慮者を早期に把握し、必要に応じて福祉避難所への

移動、社会福祉施設への緊急入所、避難所内での個室利用等を行う。 
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（参考）平成 28 年４月「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」 

■福祉避難所とは 

○要配慮者のために特別の配慮がなされた避難所のことである。災害救助法が適応され

た場合、都道府県又はその委任を受けた市町村が福祉避難所を設置した場合、概ね 10人

の要配慮者に１人の生活相談職員等の配置、要配慮者に配慮したポータブルトイレ、手

すり、仮設スロープ、情報伝達機器等の器物、日常生活上の支援を行うために必要な紙

おむつ、ストーマ用装具等の消耗機材を確保する。 

○福祉避難所の設置は、施設自体の安全性が確保されていること、施設がバリアフリー

化されているなど、要配慮者の利用に適しており、相談職員等の確保が比較的容易であ

る老人福祉施設、障害者支援施設、保健センター等を活用する。また、適切な場所にこ

のような施設がない場合又は不足する場合は、必要に応じて、公的な宿泊施設、民間の

旅館、ホテル等の借り上げや、応急的措置として、教室・保健室を含め、一般の避難所

に要配慮者のために区画された部屋を「福祉避難スペース（室）」として対応することも

効果的であることに留意する。 

    

③ 脱水の防止  

ア 十分な水分補給  

・様々なストレスやトイレが整備されないことが原因で、避難者は水分をと

る量が減りがちになる。特に高齢者は脱水に気付きにくく、脱水は尿路の感

染症や心筋梗塞、エコノミークラス症候群などの原因にもなるので、水分を

補給するよう促す。  

イ 飲料水の衛生管理  

・避難者の飲用にはペットボトル入りミネラルウォーター又は煮沸水を使用

し、生水の使用は避ける。  

・給水車による汲み置きの水は、できるだけ当日給水のものを使用する。  

・井戸水や湧き水をやむを得ず使用する時は、煮沸等殺菌を留意する。  

 

④ 栄養・食事管理  

ア 管理栄養士等が食事計画の確認を行い、必要に応じて食事内容の改善や食

糧調達に関して助言を行い、目標とする栄養量を目安に、栄養バランスに配

慮された食事の提供に努める。 

＜栄養管理の参考＞を参照 

自衛隊による炊き出しが実施されている場合、食事内容は、献立例を示す

とそれを参考に炊き出しを実施してくれる。事前に栄養バランスに配慮した

献立例を１日３食７日分程度作成しておくとよい。 

イ 管理栄養士が他職種と連携して避難者の身体状況や食事状況等を把握し、
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食物アレルギー対応食、軟らか食、栄養補給食品など、必要な特殊食品を手

配し、必要とする避難者に確実及び適切に提供する。大規模災害の場合は、

特殊食品を集約する場所等を確保し、避難所等へ適切に提供する体制を整え

る。 

ウ 糖尿病や高血圧など、食事療法の継続が必要な者を把握し、個別栄養指導

が必要な被災者に対し、栄養相談コーナーを設置するなどして、管理栄養士

が栄養相談を行う。その際、様式11の「栄養相談記録票」を活用し、継続支

援が実施できるよう記録の保管や共有を図る。食支援の必要な者は、極力福

祉避難所へ向ける。 

エ 栄養バランスに配慮された食事の提供が困難な避難所がある場合には、茨

城県食生活改善推進員協議会などに、炊き出しに必要な情報を提供・共有し、

支援市町村の協議会から炊き出しを受けるなど、不足がちな栄養素（主にた

んぱく質、ビタミン、ミネラル）の効率的な補完に務める。 

オ 避難所における献立表（食事内容）の掲示及びエネルギーや塩分などの栄

養・食事情報の提供を促進する。 

    参考：（一財）日本食生活協会発行「災害時に役立つ食事支援ハンドブック」  

 

 

 

 

 

 

＜栄養管理の参考＞  栄養管理に関する国の事務連絡等 

 

■平成28年６月６日付厚生労働省健康局健康課栄養指導室事務連絡一部抜粋 

「避難所における食事提供に係る適切な栄養管理の実施について」  

 

【 避難所における食事提供の評価・計画のための栄養の参照量 】 

－エネルギー及び主な栄養素について－  

目 的 エネルギー・栄養素 1歳以上、1人1日当たり 

エネルギー摂取の過不足の回避  エネルギー 1,800～2,200kcal 

 

栄養素の摂取不足の回避 

 

 

 たんぱく質   55g以上 

 ビタミンＢ１   0.9mg以上 

 ビタミンＢ２   1.0mg以上 

 ビタミンＣ   80mg以上 

   

■食事の配慮を必要とする人とは 

・乳幼児（粉ミルク、離乳食等は必要な者） 

・高齢者等で嚥下困難な人（かゆ食や形態調整食等が必要な者） 

・慢性疾患患者で食事制限が必要な者（糖尿病、腎臓病、食物アレルギー患者） 
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－対象特性に応じて配慮が必要な栄養素について－ 

 目的  栄養素      配慮事項 

 

栄養素の

摂取不足

の回避 

 

 

カルシウム 

 

 

骨量が最も蓄積される思春期に十分な摂取量を確保する観点か

ら、特に６～14 歳においては、600mg/日を目安とし、牛乳・乳

製品、豆類、緑黄色野菜、小魚など多様な食品の摂取に留意する 

ビタミンＡ 欠乏による成長阻害や骨及び神経系の発達抑制を回避する観点

から、成長期の子ども、特に１～５歳においては、300μgRE/日

を下回らないよう主菜や副菜（緑黄色野菜）の摂取に留意する 

鉄 月経がある場合には、十分な摂取に留意するとともに、特に貧血

の既往があるなど個別の配慮を要する場合は、医師・管理栄養士

等による専門的評価を受けること 

生活習慣

病の一次

予防 

ナトリウム 

（食塩） 

高血圧の予防の観点から、成人においては、目標量（食塩相当量

として、男性８.０g未満/日、女７.０g未満/日）を参考に、過剰

摂取を避けること 

参考：独立行政法人 国立健康・栄養研究所「災害時の健康・栄養について 

 
（３）環境整備 
① 居住環境、空調・換気の重要性  

ア 温度管理  

（ア）避難所の温度管理に留意する。換気をできるだけ行い、避難者の居住ス

ペースが日差しを遮るように工夫する。特に乳幼児や高齢者は脱水症状に

なりやすく、そのため熱中症に罹患しやすい。  

（イ）季節に応じた、適切な衣類の着用を促す。  

（ウ）冬期で寒い場合には、施設暖房による温度管理に留意するとともに、毛

布の確保や衣類の重ね着、床マットや畳を活用する。  

イ 寝具等の清潔保持  

（ア）室内は土足禁止とし、転倒予防のため、居住地と通路を区分する。  

（イ）外部から避難所に戻る際には、衛生管理の観点から、靴についた泥をよ

く落としてもらえるよう、呼びかける。  

（ウ）避難所生活が長引くにつれ、敷きっぱなしの毛布等寝具が汚れ、湿気を

含み、雨天の多くなる梅雨時の季節にはダニなどが発生しやすくなる。日

中は布団を敷きっぱなしにせず、晴天の日は日光干しや通風乾燥を行うよ

う、避難者に促す。  

（エ）布団乾燥機等の機器は、定期的使用ができるよう順番を決める。  

（オ）重労働となる寝具の交換は、特に高齢者の交換を周りの者が手助けでき

るよう、曜日を決めて行うなど、計画的な実施を心がける。  

http://www.nih.go.jp/eiken/info_saigai.html> 
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（カ）身の回りを整理整頓し、通路確保、転倒予防、段差への注意喚起するよ

う工夫する。また、授乳、着替えスペース等を確保する。  

ウ 蚊、はえ、ネズミ、ゴキブリ  

（ア）避難所内でのゴミ捨て場を定め、封をし、はえ、ネズミやゴキブリの発

生を防止する。  

（イ）定期的に避難所全体を清掃し、食品や残飯などを適切に管理する。 

（ウ）夏は避難所の出入り口や窓に、細かな網を張る、殺虫剤を使用するなど、

防虫対策をとる。 

② 入浴ができない場合  

ア 水が十分に確保できない時や入浴設備が整わない場合でも、疾病や感染症

予防等のために、身体の清潔を保つ。  

イ 清潔を保つ方法は、温タオルやおしぼり等を用いて身体を清拭し、足や手

など部分浴も検討する。  

③ 避難所周りの環境  

ア トイレの衛生  

・利用者の数に応じた手洗い場とトイレ設置を要請する。排せつ物による環

境汚染が発生しないように工夫する。可能な限り男性用、女性用を区分し、

利用しやすいよう配慮する。  

・使用後は、流水が利用できる時は手指を流水・石けんで洗い、消毒を励行

する。ペーパータオルを設置し、共用タオルや手洗いバケツの設置は避ける。

水が使用できない場合は、ゴミ箱を設置し、ウェットティッシュを活用する

など、手指清潔を保つ。  

・トイレは、当番を決めるなどして定期的に清掃、消毒を行う。 

■トイレの消毒方法 

塩化ベンザルコニウム（逆性石鹸）液、0.1％～0.2％で使用。 

１～２回/１日/１トイレ：コップ1杯程度を使用し噴霧（又はコップで散布） 

参考：平成23年５月26日版「被災地での健康を守るために」 

イ ゴミ  

・避難所のゴミは分別し、定期的に収集し、避難所外の閉鎖区間で管理。  

ウ 飲酒・喫煙  

・周囲の人に迷惑がかからないよう、ルールを定める。避難所の掲示板など

で周知し、皆で守るように働きかける。  

エ 受動喫煙防止及び火災防止のために、避難所では原則全面禁煙にする。  

オ 動物（犬・猫）の管理について  

・動物を連れての避難者もいるので、預かり場所設置・管理、飼育場所の指

定、犬に咬まれたときの対応などを決めておく。  
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カ 掲示板の設置等 

・避難所で生活をされる方々には、ポスター掲示（視覚）等、音声（聴覚）

の両方で、健康に関する情報を提供する。  

 

６ 在宅被災者の健康管理 

    在宅被災者に対して、健康相談の実施、こころのケア対策、保健・医療・福祉

の情報提供及び健康状況把握を実施する。 

特に、被災したことにより、支援が必要になった方を把握し、適切な支援を実

施するために健康状況の把握は重要な保健活動となる。 

健康状態の把握については、目的・対象・方法等を明確し、必要に応じて適切

な時期に実施する。 

 

健康状況の把握調査の参考例（例 訪問活動） 

（１）目  的 在宅被災者の健康福祉ニーズの把握・要支援者の把握 

（２）実施主体 被災市町村（管轄保健所が企画・調整・運営の支援をする。） 

（３）発災前の準備 

    災害時要援護者リストの管理（電子媒体・紙ベースの地図プロット） 

     フエイズ毎の健康福祉ニーズ調査対象者の選定と優先順位を決めておく 

（４）フエイズ毎の活動 

フエイズ１ フエイズ２ フエイズ３ フエイズ４以降 

・健康福祉ニーズ調

査の検討及び準備            

把握後の処理に

ついて 

 健康福祉ニーズ

調査の実施計画（目

的・対象者・項目・

時期・従事者・調査

用紙等の作成等 

・健康福祉ニーズ

調査の実施 

・要支援者への支

援（医療機関・介

護保険施設等との

調整） 

 

【対象者】 

 要援護者等 

・健康福祉ニー

ズ調査の実施 

・把握後のまと

め、データ整理 

 

 

 

【対象者】 

対象地域全世帯 

・健康福祉ニーズ調

査の実施 

         

もれている被災者

の把握 

 

【対象者】 

フェーズ３までの

対象者の漏れ 

（５）在宅被災者への訪問活動の実際  

① 準備に関する事項   

ア 実施計画策定 

（ア）被災市町村担当者及び役割分担 

    企画・調整・運営に対応する職員を確保する。 

（イ）実施目的の明確化  

どの対象に、何を目的に実施するのかを明確にし、職員間で共有する。 
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（ウ）対象者の選定（在宅被災者全世帯・避難行動要支援者・母子・精神・難

病等） 

（エ）調査項目の決定 対象者に併せて調査項目を検討する。 

（オ）調査実施手順（避難行動要支援者を例として） 

・避難行動要支援者名簿から対象者及び人数（世帯）を把握する 

避難所に避難している者、他の方法（民生委員・介護支援専門員等からの

情報）で健康状態等が把握できている者を除き、自宅訪問による調査の対

象者を把握する 

・対象者リストの作成  

・地域の優先順位を決める  

・調査期間を決める  

・１班当たりの実施世帯件数の決定  概ね 20件程度  

１班２～３人で編成 

・実施期間と対象世帯数及び 1 班当たりの実施件数から全体の従事者数

及び１日当たりの必要人数を算出 

・従事者を確保する 

従事者として、被災自治体職員及び応援・派遣職員（保健師等）を活用 

する。 

・要支援者・継続支援者の基準と対応方法の検討及び決定 

・事後処理（実績集計・不在者・未訪問対応）方法の検討・決定  

【例】不在者：不在者用連絡票の活用 

未訪問者：訪問計画日程に再度入れて対応など、現状に応じて決 

める。 

（カ）悉皆調査の場合は、対象地域の世帯数に応じて従事者数を算出する。 

イ 調査票等の作成 

  ・健康福祉ニーズ調査リスト（様式 10） 

  ・要支援（特に支援が必要な者）該当者用「健康相談票（様式９）」 

  ・従事者向けのオリエンテーション用紙 

   目的・対象・内容（調査手順・記録）・報告・事後処理・留意点・日程・

事務局連絡先等を記載する。 

ウ 必要物品の準備 

    ・地図 紙ベース若しくは電子媒体 

対象地区の住宅地図に対象者宅をプロット 個番を振る 

     周辺地図（地域をよく知らない派遣保健師用） 

    ・名簿 対象地区別 地図の個番と同じ番号を振る 

    ・上記①のイの調査票等 
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・その他、訪問先で配布する情報提供等資料 

    ・交通事情（通行止め等） 

② 在宅被災者訪問活動の実施 

ア オリエンテーション 

従事する保健師等に目的・調査手順・活動時間・事後処理、調査時の留意

点等について説明。 

   特に、派遣保健師に対しては、事務局連絡先を示し、緊急時や不明な点を

速やかに問い合わせができる体制を整える。 

  イ 訪問活動 

    班ごとに担当地区の対象者宅を訪問する。 

   調査項目に沿って調査を行い、在宅被災者の健康福祉ニーズの把握・要支

援者（特に支援が必要と判断される者）の把握を行う。 

ウ 調査票の作成・整理 

   健康福祉ニーズ調査リストを作成する。調査の結果、特に支援が必要と判

断した場合は「健康相談票（様式９）」に記載し、継続支援ケースについて

は、記録と併せて事務局担当者等に引継ぎを行う。 

③ 事後フォロー 

  ア 要支援者のフォロー 

    継続支援ケースの基準と対応方法に基づいて支援する。 

  イ 未把握者（不在者・未訪問者）の対応方法に基づき対応する。 

④ 実績集計・まとめ 

    ア 日計：調査対象者数・調査件数・要支援者数等 

      従事者数・班数など、日計としてまとめる。 

      実施上の課題が出された場合は、解決策を検討し、必要に応じて計画の修

正を行う。 

    イ まとめ 

・日計を基に、全体の実績集計をする。 

     ・要支援者・継続支援者についてまとめを行う 

     ・企画・実施について評価を行う。    

 

７ 避難所を含めた被災者の健康管理 

（１）健康ニーズの把握 

健康調査は、被災による健康ニーズの把握及び新たな要配慮者のスクリー

ニングのため、避難所、応急仮設住宅、被災後の自宅等本来の自宅以外の変

化した居住地へ訪問を行う調査である。調査の結果、必要な対応を検討し、

実施する。対応が広範・広域など必要に応じて、災害対策本部に連絡し、対
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応を検討する。調査の目的、方法などは「６在宅被災者の健康管理」を参照。 

 

（２）災害による二次的な疾病予防  

① 感染症の流行予防  

ア 市町村災害対策本部と連携し、液体石けん、手指消毒剤、吐物処理・消毒

セット等の必要物品を確保する。 

イ 避難所のトイレ、手洗い場等に擦り込み式エタノール剤を設置する。なお、

水が出ない場合は、擦り込み式エタノール剤やウェットティッシュを世帯単

位で配布する。 

ウ 「手洗いの方法」、「消毒用アルコールによる手指消毒」、インフルエンザ、

ノロウイルス対策等のリーフレットやポスターを掲示する。 
エ 有症状者は自ら申し出るよう避難者に周知し、日々避難者の健康状態を把

握するとともに、避難所感染症サーベイランスの報告を行う。 

【避難所感染症サーベイランスの例】 

報告者：避難所管理者（報告様式は健康推進課より各保健所を通じて周知） 

報告時間：毎日午前11時頃まで 

報告先：感染症情報センター 

方法：ＦＡＸ、電話、写真を添付したメール等により報告。 

オ 避難所での集団生活では、下痢等の消化器系感染症や、風邪やインフルエ

ンザ等の呼吸器系感染症が流行しやすくなるため、避難所に出入りする方々

には、こまめな手洗い（特にトイレ後、食事前）、うがいを励行するよう呼

びかける。  

カ インフルエンザ等の急性呼吸器症状の予防対策として、手洗い、マスクの

着用、咳エチケット等を呼びかけ、定期的に換気を行う。患者発生時には、

アルコール製剤等での環境消毒を行う。咳が２週間以上長引く場合には、結

核も視野に入れ、医療機関に受診を勧奨する。  

キ 感染性胃腸炎の予防対策として、手洗いを励行し、下痢や嘔吐の症状者が

発生した場合は、次亜塩素酸ナトリウムを使用し、トイレやその他の環境消

毒を行う。また、下痢や嘔吐物は、使い捨ての手袋やガウン（エプロン）、

マスク等の防護具を装着し適切に処理し、消毒を行う。（パンフレット参照） 

ク がれき撤去作業の際には、破傷風の予防対策として、創傷を負わないよう

注意喚起し、受傷した場合には、傷口を流水でよく洗い流し、医療機関に受

診を勧奨する。また、レジオネラ症予防対策として、マスクの着用を促す。 

ケ 蚊媒介感染症やダニ媒介感染症対策として、肌の露出を少なくすることや

虫除けスプレーの使用等について周知する。 

コ 感染症の患者が発生した場合は、感染拡大防止のため、患者を隔離する。 
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サ 下痢、嘔吐、発熱等感染症の有症状者が同時期に複数発生した場合には、

保健所に連絡する。 

シ インフルエンザ対策として、予防接種を早期に計画し実施する。また、破

傷風についても、擦傷等により罹患する恐れもあることから、予防接種の勧

奨を検討する。 

 参考：国立感染症研究所「災害と感染症ポータル」 

＜http://www.nih.go.jp/niid/ja/disaster.html＞ 

② 食中毒予防  
ア 食中毒は、夏に向けて気温が上昇し始める時期から起こりやすくなる。食

品の取り扱いには十分な注意が必要である。また、寒い時期でもノロウイル

スなどによる食中毒が発生するので、季節によらず、食品の衛生管理に留意

する。  

イ 届いた物資を加工し加熱するためにも、調理場所の確保と衛生管理を行う。  

ウ 食事の前やトイレ後は、必ず流水でよく手洗いをするよう促す。調理者は

速乾性擦式手指消毒薬等で手指の消毒を心がける。水が十分に確保できない

場合には、ウェットティッシュ等を活用するよう働きかける。  

エ 配給食を出す場合には、食品の賞味期限、消費期限を確認する（必要以上

に保管しない）。  

オ 配布食品は早めに食べるよう呼びかけ、残物は回収し破棄する（必要以上

に配布しない）。  

カ 食料は、冷暗所での保管を心がける等、適切な温度管理を行う。  

キ 加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱する。  

ク 調理器具等は使用後にできるだけ洗浄する。  

ケ 下痢や嘔吐等の症状がある方は、食品を取り扱う作業をしない。  

コ 食中毒への対策のリーフレットを活用する。 

参考：平成23年３月11日付事務連絡「平成23年東北地方太平洋沖地震による 

被災者等の感染症等発生予防対策の徹底について」 

③ 慢性疾患の重症化予防  

（（４）－④ 慢性疾患の方々に対する留意点を参照）  

人工透析を必要とする慢性腎不全、インスリンを必要とする糖尿病等の方

は、治療の継続ができるよう早急にかかりつけ医療機関に受診・相談するよ

う促す。 

参考：透析を受けられる医療機関等の情報  

日本透析医会災害情報ネットワーク<http://www.saigai-touseki.net/> 

・主治医等との連絡が困難な場合のインスリン入手のための相談連絡先

(社)日本糖尿病学会  <http://www.jds.or.jp/>  
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④ エコノミークラス症候群（深部静脈血栓塞栓症）予防  

食事や水分を十分に摂取せず、車などの狭い座席に長時間座り、足を動か

さないと、血行不良が起こり、血液が凝固しやすくなる。その結果、血栓が

下肢から肺などへとび、肺塞栓などを誘発する恐れがある。  

予防のためには、 定期的に体を動かし、十分に水分の補給、腓腹部（ふ

くらはぎ）をこまめにマッサージすることや屈伸運動、服装の工夫を働きか

ける。アルコール、コーヒーなどは利尿作用があり、摂取以上に水分となっ

て体外に排出してしまうので避けるよう指導する。また、禁煙も大変重要で

ある。症状として、胸痛・片下肢痛・変色（立位時に赤紫色）・患肢の腫脹・

疼痛がある方は、早めに救護所や医療機関へ紹介する。  

 参考：厚生労働省ホームページ『エコノミークラス症候群予防のために』 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000121877_1.pdf 

⑤ 生活不活発病予防  

ア 災害時は体を動かす機会が減ることで、特に高齢者の場合は、筋力が低下

し、関節が固くなるなどで、徐々に「動けなく」なることがある。  

また、動かないと、だんだん気分が沈んでくることもある。身辺のことが

できる方は、自立を促し、役割や可能な作業に参加してもらえるよう呼びか

ける。声をかけ合い積極的に体を動かすように働きかける。茨城県が養成し

ているシルバーリハビリ体操指導士*2と協力し、シルバーリハビリ体操*3等、

時間を決めて、皆で体操等の身体を動かす工夫をする。 

イ 高齢者が一人で動けるような環境づくりや、杖等の福祉用具を準備す

る等生活不活発病予防を行う。  

⑥ 熱中症予防  

ア 気温が高い、風が弱い、湿度が高い、急に暑くなった日は、熱中症に注意

が必要である。  

イ 熱中症予防のために以下の点について働きかける。  

・水分をこまめに摂取する  

・口渇前に、こまめに水分補給をするよう促す。 起床後や入浴後、就寝前 

などは、意図的に水分を摂取し脱水症状を予防する。  

                                           

※2 シルバーリハビリ体操指導士：シルバーリハビリ体操を地域の住民へ指導・普及するため 

に茨城県が養成しているボランティア 

※3 シルバーリハビリ体操：茨城県健康プラザの大田仁史管理者が考案した体操。関節の運動範

囲を維持拡大するとともに筋肉を伸ばすことを主眼とする体操。立

つ、座る、歩くなど日常の生活を営むための動作の訓練にもなる「い

きいきヘルス体操」や「いきいきヘルスいっぱつ体操」で構成 
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・特に、高齢者や子ども、慢性疾患のある人には、周囲の人も水分補給を促

すよう働きかける。発汗時には、塩分も必要であり、スポーツドリンクの活

用等（水や麦茶１Lあたり梅干し１～２個分の塩分が目安）を指導する。ア

ルコールやジュースは避ける。  

ウ できるだけ涼しい場所で過ごす。日中の暑い時間は外出を避けるように促

す。  

エ 屋外作業者への注意事項：休憩、水分、食事、日焼け止め、帽子の着用。 

屋外作業をする人は十分な休養や朝食をとり、作業前には500ml以上の水

分を飲むように促す。また作業中は、30分毎に休憩を取り、喉が渇いてなく

ても１時間当たり500～1000mlの飲み物を飲むように働きかける。日焼けは、

体温調節機能や水分保持機能が低下するため、帽子をかぶる。体調がすぐれ

ない場合は、屋外作業は見合わせるように働きかける。  

オ 高齢者は暑さに適応する力が弱まっているので、熱中症の兆候の有無を確

認する。乳幼児の脱水は、唇の渇きやおむつの状態（尿の回数の減少）を確

認する。下痢や発熱者、心臓病や高血圧の者、抗うつ剤や睡眠薬などを服用

している者や、熱中症の既往歴がある者も、罹患しやすいので、気を配る。  

カ 熱中症の兆候が見られたら、体を冷やし、早急に医療機関受診を促す。  

症状：口渇、めまい、立ちくらみ、筋肉の痙攣、頭痛、吐き気、疲労感 

症状悪化の兆候：汗が止まって皮膚が乾燥し、意識がもうろうとなる。 

＊急に重症化することもあるため、体を冷やし、医療機関を受診させる。 

⑦ 低体温症予防  

ア 地面にブルーシートを敷いただけの床であったり、容赦なく冷たい外気が

入ってくる避難所では、１週間以内に避難所で体調を崩したり、亡くなった

りする方が多く報告されて低体温症が背景にある患者が散見される。 

イ 低体温症は熱が産生できない状態、熱が奪われやすい状態で起こる。高齢

者や子ども等がなりやすく、震えや地面に敷物を敷いたり、風を除けたり、

濡れた物は脱いで、毛布などに車等の対応を行う。体温を奪われないために、

厚着をし、顔・首・頭からの熱は逃げやすいので、帽子やマフラーで保温す

る。また、体温を上げるための栄養補給、水分補給に留意する。  

ウ 震えがなくても低体温症になることもある。つじつまの合わないことを言

ったり、ふらつく、震えていた人が暖まらないまま震えがなくなる、意識が

もうろうとしてきたなどが見られたら、急いで医療機関を受診するよう促す。 

⑧ 口腔衛生管理  

ア 阪神・淡路大震災(1995年)では災害関連死の1/4が肺炎であり、そのほと

んどが誤嚥性肺炎だったと考えられている。歯磨き等の口腔ケアは、むし

歯や歯周病の予防だけでなく、肺炎から命を守る災害関連死対策として極
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めて効果的である。 

イ 口腔ケアには歯ブラシ、歯磨剤（液体が望ましい）、義歯洗浄剤、義歯

ケース等が必要。また、可能な範囲で標準アセスメント票を活用し、歯科

専門職と連携して評価し課題を解決する。 

ウ 毎食後の歯磨きや就寝前に義歯を外すよう、避難者に適宜声かけを行う。

歯みがきができない場合でも、少量の水でできるうがい（歯間部に水を強

く往復させる）を行うよう働きかける。また、歯や歯肉の痛み、顔面腫脹、

開口障害、義歯の不具合、摂食嚥下障害等を訴える方には、歯科医療機関

を紹介する。 

エ 支援物資には菓子パンや甘い飲食物も多いので、むし歯予防だけでなく、

生活習慣病予防の観点からも食べる時間を決めるなどして、頻回な飲食を

避けるように働きかける。 

※ 参考：日本災害時公衆衛生歯科研究会ホームページ    

⑨ 粉じんの吸引予防  

ア 家屋などが倒壊すると、コンクリートや断熱と耐火被覆に用いられた壁材

などが大気中へ舞い、土砂などが乾燥して細かい粒子となる。これら粉じん

を長期間吸い込んだ場合、肺の末梢の細胞である肺胞にそれらが蓄積するこ

とによって、「じん肺」にかかる可能性がある。  

イ 「じん肺」は、建造物の解体など粉じんの多い環境で起こりやすく、初期

には自覚症状がないため、気づかない間に進行し、やがて咳、痰、息切れが

おこり、さらに進行すると呼吸困難、動悸、さらには肺性心となり、全身の

症状が出現することがある。  

ウ 「じん肺」の根治方法はないため、予防処置が非常に重要である。 

■粉じん発生現場での作業する場合の留意方法  

（ア）粉じんの吸入を防ぐ  

・使い捨て式防じんマスクなどを着用する。  

・粉じんが付着しにくい服装を選び、外出から帰ったらうがいをする。  

（イ）粉じんの発生を抑える  

・発生場所などをふたなどで覆う。  

・散水する。(水をまいたり、粉状のものはあらかじめ水で濡らす)  

（ウ）粉じんを除去する  

・廃棄装置、除じん装置がある場合はこれらを使用する。  

（エ）外気で粉じんを薄める  

（オ）作業後、咳、痰、息切れが続く場合は、医療機関に相談するよう促す。 

エ マスクの着用について  

（ア）マスクは、防じんマスクや N95 マスクなどのマスクを使用することが
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望ましいが、これらが手に入らない場合や、粉じんにそれほど長時間暴露

されない状況であれば、一般の布織製マスク、花粉症用のマスクを使う。  

（イ）作業現場等においては暑くともマスクで鼻と口を覆い、顔にフィットさ

せて着用することの重要性の理解を図る。  

⑩ 一酸化炭素中毒予防  

ア 一酸化炭素中毒の恐れがあるので、屋内、車内や車庫などの換気の良くな

い場所や、窓など空気取り入れ口の近くで、燃料を燃やす装置（発電機、木

炭使用のキャンプストーブなど）を使用しない。一酸化炭素は無臭無色であ

り、低い濃度で死亡する危険がある。暖房使用時は、換気をする。  

イ 練炭を使用する場合は、使用場所、換気に特段の注意が必要である。  

⑪ アレルギー疾患の悪化予防  

環境が違う場所で生活している場合、アレルギー症状の出現や発作が起こり

やすい。症状出現時は、医療機関受診勧奨する。 

参考：財団法人日本予防医学協会 アレルギー相談センター  

電話：03-3222-3508（受付時間：月～金 10:00-16:30）FAX：03-5638-2124  

<http://www.immune.jp/allergy/consult/index.html> 

・日本小児アレルギー学会 メールアドレス：sup_jasp@gifu-u.ac.jp  

電話番号：090-7031-9581 受付時間：月～金（11:00～14:00） 

⑫ 喫煙や飲酒習慣がある者への対応について  

避難所では、集団生活という観点から「施設内禁煙」や「アルコールの持ち込

みを禁止」など、避難所運営上のルールづくりをする。 

ストレスや不眠など、様々な動機から酒量や喫煙本数が増加しがちになるため、

早期に教育的、予防的介入が必要である。 

⑬ 健康診査等について  

ア 健康診査を開始した場合は、積極的に健康診査の受診勧奨をする。特定健

診や乳幼児健診にメンタルヘルスについての質問票を追加するとともに、65

歳以上については、生活機能のチェックを行う。  

⑭ 救急受診体制  

ア 避難所内で急に具合が悪くなってしまう人が出た場合は、速やかに医療機

関を受診できるような連絡体制を確保する。  

 

（３）こころの健康保持 

① 水害や地震災害など大変重いストレスにさらされると、程度の差はあって

も誰でも、不安や心配などの反応が表れる。まずは休息や睡眠をできるだけと

るように促す。  
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② 普段から、お互いに声を掛け合い、コミュニケーションをとりやすい雰囲気

づくりを心がける。また、不安な気持ちや思いをため込まず、相談することが

重要である。周囲に不眠が続いている場合や食欲がないなど心配な方がいた場

合は、避難所を巡回している医師＊3や保健師等に相談するよう促し、必要時医

療機関への受診につなげる。 

③ 認知症、発達障害、てんかん等精神疾患を抱えている要援護者に対しては、

治療継続ができないと症状が悪化する恐れがあるので、家族・保護者（キーパ

ーソン）に、内服状況等を確認のうえ、医師＊4等医療関係者に相談するよう勧

める。また、これらの要配慮者に対して、福祉避難所への避難を調整する。 

参考：平成 28年 5 月 10 日「こころの健康を守るために」 厚生労働省 

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122530.htm  

      ・災害派遣精神医療チーム（DPAT）活動要領 

 

（４）ライフステージ等に応じた留意事項  

① 妊婦や褥婦と乳幼児への留意点 

ア 妊婦や褥婦と乳幼児は、清潔、保温、栄養をはじめとする健康面への配慮

や心身の状態の変化に対応できるよう、主治医の確保などの相談関係を保つ。  

イ 災害により受けたストレスや特殊な生活環境は、母子に様々な影響をもた

らす可能性がある。特に産前産後の妊産婦や子どもの心や行動の変化に気を

配る。  

ウ 着替えや授乳時などに、プライバシーに配慮をした空間を確保し、話しか

けやスキンシップを図る。専用空間を確保し、周囲の配慮も働きかける。  

エ 母乳が一時的に出なくなることがあっても、不足分を粉ミルクで補いつつ、

母乳を与え続けることで再び出ることが期待できる。また、粉ミルクを使用

する際の水は衛生的なものを用意し、哺乳瓶の煮沸消毒や薬液消毒ができな

い時は、使い捨ての紙コップを使用し、少量ずつ時間をかけて飲ませる。い

ずれの手段もない場合は、使用した容器を衛生的な水でよく洗い使う。調乳

でペットボトルの水を使用する場合は、硬水（ミネラル分が多い）は避ける。  

オ 心身の健康状態をチェックし、次のような症状や不安な事があれば、医療

機関等に紹介する。場合によっては心のケアが必要なこともある。  

                                                                              

※４医師：災害派遣精神医療チーム（Disaster Psychiatric  Assistance Team、以下「ＤＰＡ

Ｔ」と言う。）として精神科医療専門に災害支援を行う医師を指す。医師の他、看

護師、精神保健福祉士等がチームを組んで災害時の精神保健医療ニーズの把握及び

専門性の高い精神科医療の提供と住民の心のケアにあたる。 

【 注意を要する症状 】  
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■妊婦 

・お腹の張り・腹痛、膣からの出血、胎動の減少、浮腫、頭痛、目がチカチカ  

・胎児の健康状態、妊婦健診や出産場所の確保に関する不安などがある場合  

■褥婦  

・発熱、悪露の急な増加、傷（帝王切開、会陰切開）の痛み、乳房の腫れ・痛

み、母乳分泌量の減少  

・気が滅入る、イライラする、易疲労感、不安や悲しさに襲われる、不眠、食

欲不振  

■乳児  

・発熱、下痢、食欲低下、ほ乳力の低下 、夜泣き、寝付きが悪い、音に敏感

になる、表情が乏しくなるなどいつもの様子と異なる  

■幼児  

・赤ちゃん返り、食欲低下、落ち着きがない、無気力、爪かみ、夜尿、自傷行

為、泣くなどのいつもの様子と異なることが続く  

 参考 

・平成28年4月17日付事務連絡「平成28年熊本地震で被災した妊産婦及び乳幼児に対

する支援のポイントについて」 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000121960.pdf 

② 子どもに対する留意点  

ア 子どもの所在を把握する。 

イ 避難所の工夫：子どもの生活環境を把握し、規則正しい生活を整え、子ど

も同士の安全な遊び場や時間の確保など、子どもらしい日常生活が送れるよ

う配慮。 

ウ 解りやすい言葉での説明、話しかけ、スキンシップをとって安心感を持た

せるなど、子どもと過ごす親や大人が子どもの気持ちを受け止められるよう

調整する。  

エ 外見上では判断できない身体的問題（慢性疾患・障害等）を抱えている子

どもがいることを留意し、声かけなどによって、心身の健康状態の把握、助

言を行うとともに必要に応じて、医療機関や専門家等と連携する。  

オ 食中毒や熱中症など季節の変化に応じた健康管理を行う。  

③ 高齢者に対する留意点  

ア 脱水症状を予防する  

水分摂取、脱水症状の兆候（落ちくぼんだ目、口や皮膚の乾燥、ぼんやり

していること等）に注意する。若年者に比較し喉の渇きを自覚しにくく、薬

の影響で、脱水症状になりやすいので、十分に注意する。１リットル/１日

は水分補給が必要である。  
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イ 衛生状態を保持するため、衣服の着替えや入浴の状況を確認する。   

ウ 自立した生活を保つために自分の事は自分で行うよう働きかける。  

エ 転倒に注意する。十分な階段や廊下の照明を確認し、転倒の可能性がある

物の除去、段差や滑りやすい場所を作らない工夫をする。必要に応じ歩行を

介助する。  

オ 見当識障害を予防  

部屋に時計やカレンダーを備え、使い慣れたものを置く、部屋はできるだ

け静かに保ち、柔らかい光の照明を設置する等、見当識障害が起こらない工

夫をする。  

カ コミュニケーションの取り方の工夫  

眼鏡や補聴器の着用を確認し、大きな声ではっきりと簡潔に話し、聞き取

れたかどうかを確認する。  

キ 洋式トイレ（ポータブルトイレ）の設置・確保  

和式トイレが使用しづらいことからの水分摂取制限やトイレ行動等の減

少による日常生活動作能力の低下予防のために､早急に設置や確保に努める。 

ク 認知症や偽性認知症の人に対し、家族と相談しながら適切な対応や環境を

整える。必要に応じて医療機関や地域包括支援センター等の専門家に相談す

る。 

詳細の対応：被災した認知症の人と家族の支援マニュアル＜介護用＞＜医療

用＞を参照 日本認知症学会のホームページ（http://dementia.umin.jp/） 

 参考：平成23年3月28日付事務連絡  

「高齢者の要援護者の避難所等における適切な支援について」  

・全国保健師長会「大規模災害における保健師活動マニュアル」 

<http://www.nacphn.jp/rinji.html>  

・「災害時要援護者の避難支援ガイドライン（内閣府）」改訂版H25年3月  

④ 慢性疾患の方々に対する留意点  

ア 人工透析を必要とする慢性腎不全、インスリンを必要とする糖尿病等の方

は、治療の継続が必須であるので、早急にかかりつけ医療機関に受診・相談

するように促す。  

イ 高血圧、喘息、てんかん、統合失調症等の慢性疾患の方も、治療を中断す

ると、病気が悪化する恐れがあるので、医療機関の受診を促す。  

ウ 慢性疾患の中には、継続的な服薬と日々の食事の栄養管理が必要な病気が

ある。処方薬の内服や栄養管理の継続を確認し、必要な治療が継続できるよ

うかかりつけ医療関係者に相談を促す。 家族と離散している場合に備え、

処方薬と栄養管理の内容が書かれたメモを持参する等の工夫もよい。  

 参考：透析を受けられる医療機関等の情報 :日本透析医会災害情報ネットワ 
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―ク <http://www.saigai-touseki.net/>  

・主治医等との連絡が困難な場合の、インスリン入手のための相談連絡先

（社）日本糖尿病学会http://www.jds.or.jp/〉 

⑤ 発達障害者に対する留意点 

ア 発達障害のある人は、外見では障害があるようには見えないことがある。

そのため、家族など本人の状態をよく理解している人関わり方を確認する。 

イ 発達障害のある人は、体調不良やケガがあるにも関わらず、本人自身も気

づいていない場合がある。周囲が気づかずに放置すると、状態が悪化してし

まう場合があるので、ていねいな観察と聞き取りが必要である。 

ウ なにげないことでも、発達障害のある人には日常生活に困難をきたすぐら

い苦痛に感じることがある。そのためストレスの蓄積がより起きやすく、支

援を優先的に考えなければならない場合がある。 

エ 災害の影響で子どもと家族が離れられなくなる場合や、避難所の中で理解

者が得られない場合などに、家族のストレスが高まることがある。本人の支

援を一番長い時間担当する家族のサポートを迅速に行う。 

参考：発達障害情報・支援センター：「災害時の発達障害児・者支援について」 

〈http://www.rehab.go.jp/ddis/〉 

 

８ 市町村の要配慮者対策 

（１）安否確認 

① 平常時に準備されている避難行動要支援者名簿、避難行動要支援者の個別計

画に基づき、各関係部署や民生委員等と連携し、早期に安否確認を行う。 

     特に、生命維持にライフラインの確保が欠かせない人工呼吸器・吸引器・在

宅酸素療法等が必要な緊急を要する患者の安否確認を訪問看護ステーション

等と協力し、訪問・電話等で行う。 

② 安否確認時に把握された問題の集積と分析、処遇調整、支援の実施を行う。

避難行動要支援者の状況に応じて、福祉避難所・緊急入所・入院など安全で生

活に適した場所へ早期に移動できるよう支援する。その際、個別計画の携帯用

カード「あんしんカード」を活用する。 

（緊急支援を行う際の優先順位の考え方） 

    ア 支援を要する者の状況：生命の危険の有無、疾病の悪化の有無 

    イ 支援を要する者を取りまく環境の状況：独居等で支援者がいない場合や介

護度が高い状態で在宅または避難所等に避難している場合 
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（２）避難所等における支援 

① 避難行動要支援者の個別計画に基づき、避難所等で支援が実行されるよう避

難所関係者と連携し支援する。必要に応じて、継続した支援のケア計画を立案

する。 

② 要配慮者の医療の継続や支援調整のため、会議やミーティング等で定期的に

情報交換を行う。 

 

９ こころのケア対策 

    県（障害福祉課）、精神保健福祉センター、保健所、市町村は連携して心のケ

ア活動を実施する。 

（１）相談窓口 

① 県は、精神保健福祉センター及び保健所に開設された心の健康相談窓口につ

いて、各種広報媒体を活用し、広報を図る。 

② 精神保健福祉センターは心のケアに対する正しい知識の普及を図るため、災

害時の心のケアや心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）に関するパンフレット

等を作成し、保健所及び市町村を通じ被災者に配布する。＜資料編参照＞ 

 

（２）精神保健医療体制 

① 県（障害福祉課）及び精神保健福祉センターは、災害派遣精神医療チーム 

（以下、「ＤＰＡＴ」という。）調整本部を障害福祉課に設置し、原則として、

精神科医療機関の現状、保健所や市町村が行う心のケア活動の情報収集、関係

者への情報提供（FAX 等）を一元的に行う。 

また、県（障害福祉課）及び精神保健福祉センターは、ＤＰＡＴと連絡・調

整を行い、被災地の保健・医療の現況等に応じた心のケア活動の方針等を示す。 

ＤＰＡＴは、保健所、市町村、日赤心のケアチーム、その他の関係機関との連

携を図りながら、精神保健医療の支援にあたる。  

②保健所及び市町村は、連携して次のことを実施する。 

    ア フエイズ１～２ 

・心の健康相談、ＤＰＡＴによる避難所への巡回診療のサポート及び必要時

ＤＰＡＴとの同行訪問 

     イ フエイズ３（近隣の精神科医療機関による診療再開） 

     ・継続的な対応が必要なケースの把握、対応、ＤＰＡＴへの情報提供 

    ウ フエイズ４ 

     ・仮設住宅入居者及び帰宅者等への巡回診療、訪問活動（必要時同行訪問） 

     ・ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）への対応 
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③ 保健所及び市町村は、特に、心理的サポートが必要となる遺族、安否不明者

の家族、高齢者、子ども、障害者、外国人に対しては十分に配慮するとともに、

適切なケアを行う。 

 

（３）ＤＰＡＴの派遣要請 

県（障害福祉課）は市町村の要請もしくは必要に応じ、国や関係団体へＤＰ

ＡＴの派遣を要請する。ＤＰＡＴは、保健師派遣チーム等と連携し、精神科

医療が必要な者への治療にあたるとともに、相談、カウンセリング等適切な対

応を行う。さらに、被災者のケアを行なっている職員の精神的ケアを行なう。  

参考：ＤＰＡＴの活動概要及び派遣の流れは資料偏を参照 

 

（４）精神科救急医療の確保 

     県（障害福祉課）は、治療中断（薬切れ等）や環境の急変等から病状が悪化

し、緊急に入院が必要な精神障害者に対して、県精神科病院協会、精神科医療

機関の協力を得ながら、受入可能な医療機関の確認、オーバーベットの許可、

搬送の手続など、入院できるための体制を確保する。 

     こうした病状の悪化した精神障害者を受け入れる病床の確保については、各

医療機関と調整を行い、保健所、精神保健福祉センター等に情報提供を行う。 

 

（５）市町村における災害時のこころのケアへの対応 

① 災害後の一過性ストレス反応（急性ストレス障害、ＡＳＤ）や心的外傷後ス

トレス障害（ＰＴＳＤ）の情報や災害時の心的反応プロセスを、被災者や関係

者に周知する。相談機関や相談窓口を明示し、必要な支援が得られるようにす

る。 

② ハイリスク者の把握 

災害直後から、見守りの必要があると思われる住民に対して、こころのチェ

ックリスト等（様式 13）を用いてスクリーニングを行う。   

参考：（財）東京都医学総合研究所のホームページＩＥＳ－Ｒ改定出来事イ

ンパクト尺度日本語版  www.ncnp.go.jp/pdf/mental_info_check.pdf 

③ ハイリスク者の対応 

医療が必要と判断される場合は、避難所を巡回しているＤＰＡＴの医師等に

相談する。また、かかりつけ（精神科）医療機関がある場合は、その精神科医

療機関の受診につなげる。その後も継続して支援する。 
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■ 心理的応急対応 「サイコロジカル・ファーストエイド（ＰＦＡ）」 

  災害やテロの直後に子ども、思春期の人、大人、家族の心理的ニーズに対して行うこ 

とのできる効果の知られた心理的支援の方法（災害やテロの直後に行う支持的な介入 

方法） 

 共感と気づかいに満ちた災害救援者からの支援は、初期反応の苦しみをやわらげ、被 

災者の回復を助けます。 

 各対象の状態に合わせた理解の仕方や具体的な援助方法なども記載されています。 

出典：「サイコロジカル・ファーストエイド 実施手引き第２版」 

   アメリカ国立子どもトラウマティクストレス・ネットワーク（アメリカ国立ＰＴＳＤセンター） 

ＤＰＡＴ事務局ホームページ http://www.dpat.jp 

 

10 支援者の健康管理 

支援者の健康管理のため、支援者自身によるセルフケアの実施や、職場におけ

る健康管理体制を被災直後から整備する必要がある。 

（１）職場体制の整備 

   ① 執務体制 

    ・勤務ローテーションの早期確立 

    ・被災した職員に対する配慮 

    ・職員の応援要請の判断を早期に実施する 

    ・マニュアル化し、業務個人負担軽減と役割分担の明確化 

   ② 職場環境 

    ・他者からみえない休息場所、簡易ベットや毛布の確保に配慮する 

    ・精神保健福祉センターと協力し、職員が相談できる窓口をつくり、職員が気

軽に相談できるよう周知徹底する 

（２）健康管理 

   ① 治療中の病気の悪化防止 

② セルフチェックにより必要があれば医療機関を活用する 

③ 管理者が職員の健康管理に配慮する 

参考：「災害時地域精神保健医療活動ガイドライン」（平成 13 年度呼応生化学研究費

補助金（厚生科学特別研究事業） 

・「改訂版 災害と心のケアのために」 

（平成 24 年１月改訂茨城県福祉部障害福祉課） 

・「災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）活動要領、活動マニュアル」 

（平成 27 年１月ＤＰＡＴ事務局） 

50



11 保健師等の応援・派遣要請及び受け入れ体制（受援体制） 
  （１）応援・派遣要請について 

保健師等の応援支援の対象については、被災市町村や被災保健所等がある。将来 

的には市町村保健師は前者を担い、県保健師は後者を担うものと考えられる。現時点

では県保健師は双方の役割を担うが、後者については、保健政策課が窓口となるため、

ここでは被災市町村への応援派遣について記す。 

① 要請の手続き 
ア 県内応援保健師等の要請 

      被災市町村の統括保健師等は、市町村災害対策本部と相談し、市町村のみでは保

健活動が困難と判断した場合は、早急に保健医療部健康推進課へ要請するため、２

通りで要請する。 
【市町村】 
・管轄保健所を経由し、県災害対策本部(保健医療部健康推進課)に応援・派遣等の

要請を第１報として様式１により行う。（随時、第２報として様式１―別紙を報告） 
・同時に、県災害対策本部に対し、同様式１により応援・派遣保健師等の要請を行

う。また、被災市町村のみで判断が困難な場合は、保健所に助言を依頼する。 
【管轄保健所】 

     ・管轄保健所は、被災市町村からの相談を受け、現地の被災状況や保健師稼働数、

必要数等をアセスメントし、応援派遣要請保健師数等を助言する。確定数に基づく

被災市町村からの応援派遣要請を様式１により受け、健康推進課に報告する。 
    【健康推進課】 

・健康推進課は、管轄保健所及び県災害対策本部経由で要請があった様式１に基づ

き県内保健所及び市町村の調整を行う。 
     ・被災していない市町村及び保健所は、茨城県災害時相互応援協定等に基づき、応

援保健師等の派遣を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 

⑦調整    ⑧派遣依頼 
 
 

⑥指示 ④要請 

定義：応援保健師等：県（保健所）及び県内の被災してない市町村から応援する保健師、管理栄養士をいう。 
派遣保健師等：他の都道府県へ（から）派遣する（される）保健師、管理栄養士をいう。 

【 災害発生時における派遣保健師等の要請フロー図 】 
 

被災市町村 

統括保健師       災害対策本部 
茨城県 

災害対策本部 
 
 

 
保健医療部 
（企画室） 

 

茨城県保健医療部 
健康推進課 

①調整 

③要請 
【様式１】 

③要請 
【様式１】 

⑤ 
報告 

⑤報告 ②調整 

保健師派遣調整・依頼 
【被災なし保健所・市町村】 

被災市町村 
管轄保健所 

⑨応援・派遣 
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イ 県外派遣保健師等の要請 
     ・県内市町村に応援要請を行っても被災市町村の保健活動が困難な場合は、保健医

療部健康推進課は、県災害対策本部を経由して内閣総理大臣(内閣府)へ地方自治体

の職員派遣のあっせん要請を行う。(災害対策基本法第 30 条の２)内閣府経由で厚生

労働省健康・生活衛生局へ連絡される。 
・派遣要請については、被害状況及び被災市町村の要請に応じて、関東各県(災害 
相互応援協定県)および全国へ派遣要請を拡大させる。 

保健師派遣要請ルート

広域
（全国）

厚生労働省

（保健指導室）

 
 

② 要請の根拠 
    ア 県内の応援保健師等の要請の根拠 
      根拠：（ア）災害対策基本法第 67 条第１項（他の市町村長等に対する応援の要求）

市町村長等は、他の市町村長等に対し、応援を求めることができる。 
→災害時の相互応援に関する協定(茨城県下市町村間) 

（イ）災害対策基本法第 68 条第１項（都道府県知事等に対する応援要求等）

市町村長等は、都道府県知事等に対し、応援を求め又は応急措置の実 
施を要請することができる。 

 
    イ 県外の派遣保健師等の要請の根拠 

   根拠：（ア）災害対策基本法第 30条第２項 
           内閣総理大臣に対し、地方自治法第 252 条第 17 の規定による職員の

派遣についてあっせんを求めることができる。 
   （イ）災害対策基本法第 74条 

      都道府県知事等は、他の都道府県の都道府県知事等に対し、災害応急

対策を実施する場合は、応援を求めることができる。 

 

保健師等派遣要請ルート 
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被災市町村 被災
都道府県内

隣接県又は関東
ブロックエリア

全国
（広域）

災害の規模や質にもよるが、まず県内での応援要請を検討する。

県内で、対応困難と判断すれば、エリアを近県から全国へと徐々に拡大。

災害時等の相互応援
に関する協定
（県内４４市町村）

災害時等の相互応援
に関する協定
（１都９県）（５県協定）

災害時等の広域応
援に関する協定
（全国知事会）

 
（２）受け入れに関する国・県・市町村の役割分担 

  機   関       役    割 

厚生労働省 
(健康・生活衛生局) 

① 派遣要請の範囲・規模について被災地都道府県への助言 
② 県からの依頼に基づき派遣元への照会・派遣調整協力 
③ メーリングリスト等を活用した被災地状況等の情報発信 

 
県対策本部 

（保健医療部健康推進課） 

① 派遣要請の意志決定 
  派遣要請規模の決定：県内、相互応援協定自治体、関東ブロッ

ク、全国(広域) 
② 派遣保健師等の受け入れ計画の作成 
③ 全国（広域）派遣時の厚生労働省との協議および派遣照会依頼 
④ 派遣元の都道府県との受け入れにかかる連絡調整 
⑤ 県内保健師の派遣調整 
⑥ フェイズの変化に伴う派遣保健師等調整の意志決定 
⑦ 派遣保健師等活動の収束化および終了の意志決定 

 
被災地保健所 

① 県への情報提供 
・管内被災地の被害や被災市町村・保健所の職員のマンパワー 
・被災地における初期活動や健康支援ニーズの実態 
・被災地自治体の活動方針や意向 

② 派遣保健師等の受け入れに関わる具体的調整 
・避難所、地域活動等への配置 
・派遣者の連絡、調整窓口に係る体制整備（オリエンテーション

など） 
・ミーティングなどによる情報共有と検討事項の協議 
・報告の取りまとめ、フエイズの経過に従い変化する業務の整理 

災害発生時における派遣保健師等の要請体制 
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市町村災害対策本部 
(被災市町村保健担当主

幹課：統括保健師) 

① 県保健所への情報提供、連携 
② 災害時保健活動方針の決定 
③ 応援および派遣保健師等の受け入れ計画の作成及び要請 
④ 応援および派遣保健師等の指揮命令体制の整備 
⑤ 応援および派遣保健師等の連携体制整備 
⑥ 派遣保健師等活動の取りまとめ、および業務の整理 

  
（３）必要人数及び受け入れ計画について 

     被災市町村からの要請に基づき、保健師等受け入れ計画を作成する。 
① 応援・派遣保健師等の必要人数の算定にあたっての注意事項 

ア 派遣要請判断に必要な項目 
            派遣要請判断に必要な項目 

  項  目       必要な情報 
被災地の被害の状況や規

模 
・被害状況（死者、負傷者、被害家屋など） 
・避難所、救護所などの設置数および状況、避難者数 
・ライフライン、道路、交通状況など地理的状況 
・医療機関の稼働状況 
・保健・福祉など在宅ケアの状況 
・被災地保健所、市町村における保健師等の稼働状況（職員の被

災状況、出勤状況等） 
・被災地保健所、市町村の保健師、管理栄養士の経験年数、職位 
・平常勤務の継続実施の必要性(今後の見込み) 

住民の避難状況 ・避難所における避難状況の実態 
・車中泊、自宅待機者などの状況 
・要援護者、要継続支援者の把握 

被災地の健康ニーズや支

援方針 
・被災地自治体における対策や方針 
・派遣者に期待する役割および必要となる保健師等の稼働量 
・具体的業務内容や体制(２４時間体制の必要性の有無と見込み

など) 
・二次的健康被害への予防対応 
・健康福祉調査（広域的なローラー作戦）等の必要性 

地域性の考慮 ・地域の世帯(集落)分布、地形、気象条件など 
・住民気質等(例：自ら救護所等へ相談に出向くことが少ない) 
・健康に影響を及ぼす可能性のある施設(例：原子力発電施設等)
の存在およびその影響 

業務継続計画に基づく継

続業務 

・継続業務に関する必要な人員数 
・継続業務への災害時対応に係る業務量の増加を考慮 

イ 派遣要請人数算定の考え方 
算定基準の目安は、被災状況や被災地域の特性を考慮し、派遣要請人数を決定。 
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（ア）被災状況（主なめやす：避難所数、避難者数など） 
・被災市町村だけでは対応が困難 

    ・活動期間が長期になるかの判断（例：死者、負傷者、被害家屋等被害が大規模

で避難所が多数ありフェイズ３以降も継続して支援が必要と予測される） 
    ・24 時間体制の必要がある場合は、２チームの交代制等の体制を整備する。 

（例）日勤：８：30～17：30  夜勤：17：00～９：00 
    ・被災状況やフェイズに応じて、算定する。管理栄養士等の派遣が必要な場合に

は適宜追加する。 
    ・災規模の大きい地域や高齢者、要援護者が多い地域等の避難所に優先して保健

師等を配置するか他、避難所を巡回して行う計画も検討する。 
（イ）地区活動（主なめやす：世帯数など） 

    ・災害後２週間以降は、地区単位、世帯単位とする。 
    ・家庭訪問などの個別性の高い活動を行う場合の基準 
    概ね 20 世帯／１日／１班（２～３人）とする。（地域特性により差が生じる）。 

（ウ）中長期的な活動（主なめやす：仮設住宅など） 
      ・概ね１か月以降は、被災地域の生活習慣等をよく知る、被災地地元からの人材   

を確保し、コミュニティーの力を再起することや地域での復興を目指すことを前

提とする。 
      ・仮設住宅の入居者への健康相談や家庭訪問などの個別ケア及びコミュニティー  

支援の役割を想定して中長期の派遣者数を算定する。 
   ② 各時期の保健師等受け入れ計画作成の留意点(時期別) 
     被災地の動向の変化や、活動のポイントになる時点に、随時見直しを行い、計画的

な活動の収束化及び終了がスムーズに図れるように調整する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 災害発生～３日以内(派遣投入判断) 
   総合的に派遣要請判断を行い、依頼活動内容や予測される活動期間を整理した初期

計画を立案する。（例：派遣保健師等の業務依頼内容として避難所の健康管理を依頼） 
 イ ～１週間(活動期・生活の安定へ向けて初期計画見直し) 
   被災市町村の災害支援の政策方針や方向性(仮設住宅計画など)も具体的に示される

時期。これらの災害対策全体で示される状況を捉え、今後の予測される保健活動や

必要なマンパワーについて初期計画の修正を行う。 
 ウ ～２週間(中長期計画立案) 

   ・避難所における被災者の状況把握や、必要な体制整備がある程度めどが立ってくる

時期。支援の重点も、予防を含めた、地域全体の支援活動へと広がりが出てくる。 
 ・被災地及び活動の推移と、今後の被災地の動向などをあわせ総合的な判断及び予測

のもとに、中長期的な計画を立案する。 
エ １か月以降(復興期へ向けて) 

   ・通常業務の再開や仮設住宅への入居などで、保健活動の拠点となる場が変化する。 
   ・支援活動は、被災市町村等が主体的に対応し、派遣保健師等からスムーズに被災地

保健師管理栄養士に引き継がれるようにする。 
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③ 派遣終了判断の目安 
ア 被災地住民の生活の安定化への見通しが立つ（避難指示の解除） 
・ライフラインの復旧、避難所数・規模の縮小・閉鎖、被災による健康課題等の減少 

 ・被災者に対する継続的な支援について外部からの派遣者を得なくても十分対応が可能

であること。 
イ 医療を含む在宅ケアシステムの再開 
・救護所の閉鎖、被災地地元での診療再開状況、保健・福祉サービスの復旧・平常化 

ウ 通常業務の再開 
・市町村での通常業務の再開状況、通常業務の中での被災者支援の割合の減少 

 

（４）災害支援ナースの活動と調整方法について 
① 災害支援ナースとは 

看護職能団体の一員として被災した看護職の心身の負担を軽減し支えるよう努め

るとともに、被災者が健康レベルを維持できるように、被災地で適切な医療・看護を

提供する役割を担う看護職であり、県看護協会に登録されている。 

災害支援ナースによる災害時の看護支援活動は、自己完結型を基本とする。 

ア 災害支援ナースの登録要件   

・保健師・助産師・看護師・准看護師の資格を有し、県看護協会に加入している。 

・実務経験５年目以上の者 

・原則として、災害看護に必要な研修を受講している者 

・施設長の許可を得ること 

   イ 派遣期間 

    ・派遣時期：発災後 3日以降から 1か月間を目安とする。 

    ・派遣期間：一人の活動期間は、原則として移動時間を含め 3泊 4日とする。 

   ウ 活動場所 

    ・原則として、避難所等（福祉避難所を含む）を優先する。 

 

② 災害支援ナースの派遣要請 

災害支援ナースの派遣要請をする場合は、以下の 2通りがある。 

被害が甚大で、派遣を要請する自治体及び派遣箇所が複数に及ぶ場合は「災害発生

時における派遣保健師等の要請フロー図」に準じ、被災自治体は茨城県に要請を行う。 

    ただし、被災自治体が独自に派遣要請をする場合は、茨城県に連絡したうえで、茨

城県看護協会に直接依頼する。 

   
③ 災害支援ナースの派遣調整   

災害支援ナースの派遣は、大規模自然災害発生時における日本看護協会との連携 

要領に基づき、円滑に災害看護支援体制を整え、効果的な支援活動を行う。 

また、茨城県、四師会等の要請を受け、災害支援ナースの災害支援派遣態勢をと

る。 
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第４章 保健師等の派遣体制の整備 
Ⅰ 共通事項 

  １ 派遣者の計画名簿について 
保健所及び市町村は、地震等の大規模自然災害が起こった場合、保健師等を早期に派遣

するため、年度当初に別添様式「災害時における保健師等の派遣者の計画名簿（様式２）」

を作成し、毎年４月 10 日までに市町村は管轄保健所に提出し、保健所は管轄市町村を併

せて、毎年４月 20 日までに健康推進課へ提出する。 
   但し、採用後１年未満の保健師等は計画リスト対象からはずす。 

■発災初期に派遣を求められる保健師の能力（大規模災害における保健師の活動マニュアルより抜粋） 

○自ら判断し、行動できる能力を有し、自己完結型の活動ができる。 
○被災時に起こること及びその対応の優先順位や発災初期の体制整備の助言ができる。 
○複眼的な情報収集ができ、派遣元自治体の保健活動全体のアセスメントができる。 

２ 保健師等の派遣調整について 
（１）派遣調整 

保健師の派遣調整については、県（保健医療部健康推進課）が担当する。具体的な

派遣調整に関しては、県外派遣と県内派遣に分けて記載する。以下は、共通事項を記

載する。 
（２）派遣の決定 

県は、派遣にあたって、人事課、財政課、保健政策課と調整し、派遣の決定に際し

ては、現地の派遣ニーズを考慮し、知事に業務報告を入れ指示を得る。また、所属長

に対し、災害対策本部（保健医療部長）から派遣依頼を通知する。 
（３）派遣に係る打合会等の開催 

必要に応じ、現地の状況や活動内容、携行物品、移動手段・食事・宿泊の確保、連

絡・報告について伝達するため、派遣者に対するオリエンテーションを保健所と協力

して行う。打ち合わせ会を実施しない 
（４）バックアップ体制の整備 
① 県は、派遣保健師等が被災地に入り活動に従事すると、被災地全般に渡る情報の入

手が困難となることから、活動に必要な情報を収集・整理し、派遣保健師等に情報提

供する。 
② 県は、派遣保健師等が１日１回定時連絡の他、随時連絡が取れる体制を整える。 
③ 県は、派遣保健師等の健康管理、事故対策、心のケアを含めて状況を把握し、適切

な対応を行う。 
④ 記録及び関係機関への報告、情報提供 

派遣保健師等は、「避難所情報 日報（様式４―１）、避難所避難者の状況 日報（様

式４－２）」を記載する。県内派遣時には、被災自治体管轄保健所を経由し、健康推

進課へ報告。県外派遣時には、健康推進課あて報告する。県は、収集された情報を厚

生労働省健康・生活衛生局、保健所及び関係市町村等へ IT 等を活用し、情報提供を

行う。 
また、必要に応じ健康相談票等を適宜使用する。但し、個人情報にかかるものにつ
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いては持ち出さないように配慮する。 
 

⑤ 派遣体制の見直し等 
県は、被災都道府県等と連絡を密にし、現地情報を収集するとともに、状況に応じ

た派遣計画・体制の見直し、終了を検討する。 
⑥ 派遣終了後のまとめ 
ア 派遣保健師等は、派遣終了後、被災地支援活動報告書（様式５）を健康推進課に

提出する。 
イ 県は、派遣保健師等から提出された被災地支援活動状況や派遣活動に関する資料

をまとめ、報告会を開催する。 
３ 派遣保健師等の基本姿勢と役割 
（１）派遣保健師は、派遣先の保健師等職員自身が被災していることを念頭におき、被災

地の住民への支援活動を行うとともに現地職員に対しても支援する役割を担っている

ことを認識して行動する。 
（２）被災地の職員に余分な負担をかけることが無いよう、支援活動に必要な物品を持参

するとともに、自己完結の活動を行う。 
（３）被災地の職員は、具体的な指示を出すのが困難なことも想定されるため、割り振ら

れた業務のみばかりでなく、支援業務や保健活動について、派遣保健師等が自ら考え、

現地の了解を得た上で主体的に活動していく必要がある。 
（４）被災地自治体を支援するために派遣されていることを自覚し、自らのニーズや派遣

元自治体のニーズを被災地自治体の要望や現状に優先させて活動することがないよ

うにする。 
（５）発災後、一定期間が経過した際には、被災地自治体が自立して活動を行うことを念

頭に置き、被災地自治体においての継続可能な活動にかかる支援を行う。 
（６）派遣保健師等は、被災自治体指定の様式や時系列等の記録を行い、次のチームに引

き継ぐが、派遣終了時又は必要時、活動報告を被災自治体に行うとともに、報告書の

写し（写真でも可）を持ち帰る。但し、個人情報保護に係るものは持ち帰らない。 
 
Ⅱ 県外への派遣 
１ 保健師等の派遣調整について 
（１）派遣調整 
① 地震等の大規模災害が起こり保健師等の派遣が必要な場合、被災都道府県知事等は

内閣総理大臣に対し、災害対策基本法第 30 条２項に基づく地方自治体職員の派遣の

斡旋要請が出される。これを受けて、厚生労働省健康・生活衛生局は都道府県に派遣

の要請を行う。 
② 県は健康・生活衛生局から派遣の斡旋要請があった場合、年度当初に作成した派遣

名簿に基づき保健所との調整を行う。この際、派遣される保健師等の心身の状況や職

場の状況、家庭状況等に配慮した上で調整を行い派遣チーム及び派遣日程等派遣体制

を決定する。 
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また、派遣が長期に及ぶ可能性がある場合は、市町村保健師の派遣協力の可否につ

いて市町村に確認・調整を行い、派遣開始可能日、期間、人数等について把握する。 
③ 県は県全体の保健師等の派遣計画表を作成し、健康・生活衛生局に提出する。 
④ 健康・生活衛生局との調整により派遣先が決定した際には、県が派遣先の都道府県

または保健所・市町村に連絡をとり、被災状況、交通状況、活動内容等情報収集を行

う。得られた情報については「応援・派遣保健師等派遣要請の概要（様式３）」によ

り、派遣保健所・市町村あて情報提供する。 
（２）関係機関への報告及び情報提供 

県外派遣の保健師等は、「避難所情報 日報（様式４―１）、避難所避難者の状況、

日報（様式４－２）」を健康推進課あて送付する。 
県は、収集された情報を保健所及び関係市町村等へ情報提供を行う。 

（３）派遣体制の見直し等 
県は、被災都道府県等と連絡を密にし、現地情報を収集するとともに、状況に応じ

た派遣計画・体制の見直し、終了を検討する。 
２ 派遣班について 
（１）各班員の構成について 

① ３人１組（保健師２人とロジスティック１人）の班編成を最小単位とする。 
② 構成は、派遣時期に応じて、災害活動経験者同士の組合せや経験者と未経験者を組

み合わせなどについて検討する。 
③ 市町村保健師等を派遣する場合、県保健師等との組合せによる派遣とする。 

現地での事務等を行う事務職員等を派遣する。 
■ロジスティックの役割 

○災害保健活動に係る記録や関係機関への報告 
○災害時保健活動に有用な資料の収集 
被災地及び活動地域の被災状況や保健活動の把握、周辺地域の各種社会資源の調査など。 

○被災地本庁及び保健所等関係機関との連絡・調整。 
○派遣職員の宿泊場所、食事等の確保、現地調達が可能な物品の確保など。 
○派遣元（本庁及び所属）との連絡・調整。 

（２）滞在期間 
概ね５泊６日（移動日を含む）とする。 

（３）派遣保健師等の引継ぎについて 
活動最終日には次の派遣者との引き継ぎの時間を設ける。担当避難所等で活動内

容及び要支援ケース等派遣保健師等が担当した事務を次のチームに引き継ぐ。 
３ 派遣に伴う必要物品・活動時の服装について 
（１）県、派遣保健所及び派遣保健師等は、現地で即座に活動できるよう、保健活動に必

要な物品・携行物品（表２）を準備する。派遣先の状況、派遣期間、宿泊場所等によ

り必要物品は異なるため、随時調整する。 
（２）活動時の服装は、動きやすい服装、長距離歩ける靴（底が厚い運動靴や安全靴等）

とし、現地の方からも派遣職員であることがわかるように名札、名入りビブス等を着
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用する。 
４ 移動手段や宿泊の確保について 
（１）移動手段の確保 

県は公用車等車両の確保を行い、必要に応じて緊急車両証明などの準備を行う。 
（２）宿泊の確保 

     県は、被災地及び周辺のホテル等に宿泊先を確保する。確保できない場合は、避難

所への宿泊とする。その場合には、寝袋等の必要物品の準備を行う。 
５ 各機関の役割について 

     被災都道府県に保健師等を派遣する際の各機関の役割については、（表１）のとお

りとする。 
 
Ⅲ 県内への派遣（ 応援保健師の派遣 ） 
１ 保健師等の派遣調整について 

県外の派遣保健師についてと同様、県が迅速かつ広域的に県内の県及び市町村保健師

の応援体制を整備する。また、大規模な災害の場合は、派遣保健師の派遣要請を行わな

ければならず、災害直後は県内の保健師の応援を中心に整備し、随時県外派遣保健師と

の協働体制を整える。 
２ 派遣班について 

  （１）各班員の構成について 
① 構成は、派遣時期に応じて、災害活動経験者同士の組合せや経験者と未経験者を組

み合わせなどを検討する。 
② 市町村保健師等を派遣する場合、県保健師等との組合せとする。 
③ 現地での事務等を行う事務職員等を必要に応じて派遣する。（役割は県外のロジスティ

ックの役割と準ず。 P60 参照） 
④ 被災状況や地理的条件、避難所数、避難者数等を考慮し、配置する。 

（２）派遣期間 
災害当初は、概ね２泊３日（２日～３日間）を原則とし、現地で引き継ぎができる

ようなシフト体制とする。なお、状況に応じた派遣計画・体制の見直しを検討する。 
（３）派遣保健師等の引継ぎについて 

活動最終日には次の派遣者との引き継ぎの時間を設ける。担当避難所等で活動内容

及び要支援ケース等派遣保健師等が担当した事務を次のチームに引き継ぐ。 
３ 派遣に伴う必要物品・活動時の服装について 
（１）県、派遣保健所及び派遣保健師等は、現地で即座に活動できるよう、保健活動に必

要な物品・携行物品（表３）を準備する。派遣先の状況により必要物品は異なるため、

随時調整する。 
（２）活動時の服装は、動きやすい服装、長距離歩ける靴（底が厚い運動靴や安全靴等）

とし、現地の方からも派遣職員であることがわかるように名札、名入りビブス等を着

用する。 
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４ 移動手段や宿泊について 
    公用車等車両の確保を行い、必要に応じて緊急車両証明などの準備を行う。 

災害当初は、避難所への宿泊も検討する。その場合には、寝袋等の必要物品の準備を

行う。 
  

表１ 保健師派遣の際の各機関の役割 
 各機関          役     割 
 

厚生労働省 
健康・生活衛生局 

 

・派遣要請の範囲・規模についての助言 
・被災都道府県からの要請に基づき派遣先との調整 
・情報収集及び情報提供 
・専門的助言及び調整のための職員の派遣 

 
保健医療部健康推進課 

・保健師等派遣体制整備 
・派遣保健師等の調整、派遣計画の作成 
・派遣者の決定、派遣班の編成 
・事前打合せ・報告会の実施 
・必要物品、公用車の確保、移動手段や宿泊先の確保 
・派遣保健師等の健康管理 
・必要物品の準備 

 
各保健所（市町村） 

・派遣者の調整 
・必要物品の準備 
・派遣保健師等の健康管理 

 
派遣保健師 

・派遣保健師等としての活動 
・自己の健康管理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61



表２ 県外派遣版 携行物品一覧 
≪保健・医療用品≫ 数量 ☑ ≪活動用品≫ 数量 ☑
訪問鞄 1 公用車 1
血圧計 1 緊急車両通行証明書 1
聴診器 1 県名入りビブス（※） 1
体温計 1 懐中電灯 1
ペンライト 1 乾電池 適量
メジャー 1 ヘルメット 1
ピンセット 1 長靴 1
爪切り 1 軍手 適量
毛抜き 1 雨具（合羽） 1
傷用の消毒液 適量 地図 1
速乾性手指消毒薬 適量 記録用紙（様式等） 適量
次亜塩素酸ナトリウム液 適量 ポスター用紙 適量
湿布 適量 コピー用紙 適量
うがい液 適量 ボールペン 適量
脱脂綿 適量 シャープペンシル 適量
アルコール綿 適量 マジック 適量
絆創膏（カットバン） 適量 蛍光ペン 適量
綿棒（パック入り） 適量 セロテープ 適量
包帯（弾性・ネット） 適量 ガムテープ 適量
三角巾 適量 はさみ 適量
滅菌ガーゼ 適量 電卓 適量
手袋（ディスポ） 適量 ホッチキス（針） 適量
エプロン（ディスポ） 適量 付箋 適量
マスク（ディスポ） 適量 ファイル 適量
タオル 適量 クリアファイル 適量
液体ハンドソープ 適量 申送りノート 適量
ビニール袋 適量 クリップ 適量
ごみ袋 適量 ダブルクリップ 適量
ティッシュペーパー 適量 バインダー 適量
ウエットティッシュ 適量 活動資料（パンフレット） 適量
ペーパータオル 適量 パソコン 1

プリンター 1

≪個人物品≫ 数量 ☑ 携帯電話・充電器 1

●必須 ラジオ 1
身分証明書（職員証） 1 デジタルカメラ 1
健康保険証 1
運転免許証 1
名札 1
名刺 適量
上履き 1
小銭 適量

●適宜 ≪状況により準備≫ 数量 ☑

大きいリュック 1 水 適量
ウエストポーチ 1 非常食（保存食） 適量
個人用携帯電話 1 割りばし 適量
常備薬（風邪薬，胃腸薬等） 適量 紙皿・紙コップ 適量
防寒着 適量 鍋 1
カイロ 適量 カセットコンロ・ボンベ 1

アルミホイル・ラップ 適量

≪宿泊を要する場合≫ 数量 ☑ 寝袋・毛布 1

着替え 適量 スリーピングマット 1
洗面用具：歯ブラシ，タオル等 適量 資金前渡（ガソリン代等） 適量  
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表３ 県内派遣版 携行物品一覧 
≪保健・医療用品≫ 数量 ☑ ≪活動用品≫ 数量 ☑
訪問鞄 1 公用車 1
血圧計 1 緊急車両通行証明書 1
聴診器 1 県名入りビブス（※） 1
体温計 1 懐中電灯 1
ペンライト 1 乾電池 適量
メジャー 1 ヘルメット 1
ピンセット 1 長靴 1
爪切り 1 軍手 適量
毛抜き 1 雨具（合羽） 1
傷用の消毒液 適量 地図 1
速乾性手指消毒薬 適量 記録用紙（様式等） 適量
次亜塩素酸ナトリウム液 適量 ポスター用紙 適量
湿布 適量 コピー用紙 適量
うがい液 適量 ボールペン 適量
脱脂綿 適量 シャープペンシル 適量
アルコール綿 適量 マジック 適量
絆創膏（カットバン） 適量 蛍光ペン 適量
綿棒（パック入り） 適量 セロテープ 適量
包帯（弾性・ネット） 適量 ガムテープ 適量
三角巾 適量 はさみ 適量
滅菌ガーゼ 適量 電卓 適量
手袋（ディスポ） 適量 ホッチキス（針） 適量
エプロン（ディスポ） 適量 付箋 適量
マスク（ディスポ） 適量 ファイル 適量
タオル 適量 クリアファイル 適量
液体ハンドソープ 適量 申送りノート 適量
ビニール袋 適量 クリップ 適量
ごみ袋 適量 ダブルクリップ 適量
ティッシュペーパー 適量 バインダー 適量
ウエットティッシュ 適量 活動資料（パンフレット） 適量
ペーパータオル 適量 パソコン 1

プリンター 1

≪個人物品≫ 数量 ☑ 携帯電話・充電器 1

●必須 ラジオ 1
身分証明書（職員証） 1 デジタルカメラ 1
健康保険証 1
運転免許証 1
名札 1
名刺 適量
上履き 1
小銭 適量  
※全国保健師長会茨城県支部作成した県名・保健師のビブスは健康推進課で 14 着、各保健所で３

着ずつ保管 
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１ 災害時保健活動に関連する法律等 
  災害対策基本法 
  災害救助法 
  福祉避難所 
  応急仮設住宅 
 
２ 災害医療 
  災害拠点病院 
  ＤＭＡＴ 
  ＪＭＡＴ 

ＤＰＡＴなど支援団体 
 
３ 災害時に活用する各種帳票一覧 
 
４ パンフレット等 （別冊） 
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１ 災害時保健活動に関連する法律等 
■ 災害に関する法律 
  災害救助法 
   1947 年 

医療、救出、避難施設、仮設住居、給水、給食、救援

物資、救援費用の国や地方の分担を規定 
  災害対策基本法 
   1961 年 

災害時の国や地方自治体、住民の責任、災害対策本部

の権限、災害対策の基本法 
 激甚災害財政支援法 
   1962 年 

被害額が高額である場合、激甚災害に指定し個別事業

ごとに支援内容を決定 
大規模地震対策特別措置法 
   1978 年 

災害から国民の生命、財産の保護のため地震対策強化

地指定、観測体制、地震防災体制強化、防災応急対策

を規定 
被災者生活再建支援法 
   1997 年 

自力生活の再建困難者に対して、生活再建に向け家財

購入、住宅移転費用、自治体の財政負担を国が支援 
■ 災害対策基本法（昭和 36 年） 
第１条（目的） 

   この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防

災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、

責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災

害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めること

により、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の

維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。 
第５条（市町村の責務） 

   市町村は基礎的な地方自治体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民

の生命、身体および財産を災害から保護するために、関係機関及び他の地方公共団

体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に

基づきこれを実施する責務を有する。 
第８条 ２項 
国および地方自治体は、災害の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するため、次

に掲げる事項の実施に努めなければならない。 
  14 号 高齢者、障害者、乳幼児等特に配慮を要する者に対する防災上必要な措置

に関する事項 
第 30 条 2 項 

   都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のために必要はあ

るときは、政令で定めるところにより内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それ

ぞれ地方自治法第 252 条の 17 の規定による職員の派遣について、又は同条の規定

による職員の派遣若しくは独立行政法人法第 91 条第１項による職員の派遣につい
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てあっせんを求めることができる。 
■ 災害救助法（昭和 22 年） 
第１条（目的）： 

   この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体およ

び国民の協力の下に、応急的に必要な補助を行い被災者の保護と社会の秩序を図る

ことを目的とする。 
第２条（救助の対象）、第 30 条（市町村長が行う事務） 

災害救助法による応急救助対策は「被災者の救難、救助その他保護に関する事項」

について実施され、具体的には都道府県知事が実施し、市町村長がこれを補助する。 
第 31 条の２（日本赤十字社の救護への協力義務） 

  日本赤十字社はその使命にかんがみ、救助の協力しなければならない 
  【災害救助法に規定されている救助の種類】 

１ 避難所、応急仮設住宅の設置 
   ２ 炊きだしや食品の給与及び飲料水の供給 
   ３ 被服、寝具及びその他の生活必需品の給与又は貸与 
   ４ 医療及び助産 
   ５ 被災者の救出 
   ６ 住宅の応急修理 
   ７ 学用品の給与 

８ 埋葬 
   ９ 死体の捜索及び処理 
   10 住居または周辺の障害物の除去 
■ 福祉避難所 

  【福祉避難所確保・運営ガイドライン（内閣府：平成 28 年４月）】 
   http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_hukushi_guideline.pdf 

要援護者のために特別な配慮がなされた避難所を指す。災害救助法が適応された場

合において、都道府県又はその委任を受けた市町村が福祉避難所を設置した場合、概

ね 10 人の要援護者に１人の生活相談職員（生活支援・こころのケア・相談等を行う

専門知識を有する者）等の配置、要支援者に配慮したポータブルトイレ、手すり、仮

設スロープ、情報伝達機器等の器物、日常生活支援を行うために必要な紙おむつ、ス

トーマ用装具等消耗機材の費用について国庫負担を受けることができる。 
○対象 

  身体等の状況や医療面でのケアの必要性から、介護保険施設や病院等への入所、入

院に至らない程度の人々で、避難所生活に特別な配慮を必要とする者 
○指定 

  福祉避難所となる施設はあらかじめ都道府県、市町村の指定を受ける。 
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  民間の福祉施設等の場合は、指定に際して市町村と管理者との間で十分調整し、指

定に関する協定書を締結する。 
○開設 

  災害が発生または発生のおそれのある場合で都道府県または市町村が開設または、

福祉避難所の管理者に開設を要請する。 
  開設期間は原則として災害発生の日から最大７日以内である。やむを得ず７日間の

期間内での避難所閉鎖が困難な場合は、必要最小限の期間の延長を厚生労働省と協議

する。 
 
■ 応急仮設住宅 
災害救助法に基づき、災害により住宅が滅失した被災者のうち、自己努力では住宅

の確保ができない住民について、一時的な住居の安定を図ることを目的として建設

（民間住宅は借り上げを含む）される。 
○建設 

   原則として、災害が発生した日から 20 日以内に着工し、２ヶ月以内に供与され

る。 
○入居期間 

   原則として完成した日から２年間とされている。 
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２ 災害医療 
■ 災害拠点病院 
「災害時における初期救急医療体制の充実強化を図るための医療機関」で、次のよう

な機能を備えた病院 
① 24 時間いつでも災害に対応でき、被災地内の傷病者の受け入れ・搬出が可能

な体制を持つ 
② 実際に重症傷病者を受入れ、ヘリコプターなどを使用した搬送を行うことがで

きる 
③ 消防機関（緊急消防援助隊等）と連携した医療救護班の派遣体制がある 
④ 災害時に、ヘリコプターに同乗する医師を派遣することに加え、これらをサポ

ートする、十分な医療設備や医療体制、情報収集システムと、ヘリポート、緊急

車両、自己完結型で医療チームを派遣できる資器材を備えている 
 【茨城県災害拠点病院】 

NO 区分 保健医療圏 医療機関名 

① 基幹 
全県 

水戸赤十字病院 

② 基幹 水戸医療センター 

③ 地域 
水戸 

茨城県立中央病院 

④ 地域 水戸済生会総合病院 

⑤ 地域 日立 (株)日立製作所日立総合病院 

⑥ 地域 ひたちなか・常陸太田 (株)日立製作所ひたちなか総合病院 

⑦ 地域 
鹿行 

土浦協同病院 なめがた地域医療センター 

⑧ 地域 鹿島労災病院 

⑨ 地域 土浦 総合病院土浦協同病院 

⑩ 地域 
つくば 

筑波メディカルセンター病院 

⑪ 地域 筑波大学附属病院 

⑫ 地域 取手・竜ヶ崎 ＪＡとりで総合医療センター 

⑬ 地域 筑西・下妻 県西総合病院 

⑭ 地域 
古河・坂東 

古河赤十字病院 

⑮ 地域 茨城西南医療センター 

 
■ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム） 

ＤＭＡＴ（Ｄisaster Ｍedical Ａssistance Ｔeam）とは、災害 急性期（発災から 48時

間以内）における被災地の医療ニーズに迅速に対応するために専門のトレーニングを

受けた医療チームであり、医師、看護師、業務調整員で構成されている。災害時には、

指定医療機関に所属するＤＭＡＴが県からの要請によって出動し、関係機関と連携し

ながら活動を行う。 
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出動したＤＭＡＴは、参集拠点に指定された災害拠点病院やＤＭＡＴ指定医療機関

に集結する。災害発生時のＤＭＡＴは、県庁に設置されるＤＭＡＴ調整本部を中心と

した指揮命令系統の中で運用され、災害拠点病院等に設置された活動拠点本部が現場

へ出動するＤＭＡＴを指揮する。 
 
  【ＤＭＡＴの任務】 
   ・被災地域内での医療情報収集と伝達 
   ・被災地域内でのトリアージ、応急治療、搬送 
   ・被災した医療機関への支援 
   ・航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）における医療活動 
   ・広域医療搬送（航空機による、被災地外への傷病者の搬送）における航空機で

の機内活動 
   ・災害現場でのメディカルコントロール 
 
  【茨城県内のＤＭＡＴ指定医療機関】 
   ※ＤＭＡＴ人員基本構成 医師１名 看護師２名 調整員１名  

施 設 名 所在地 

水戸赤十字病院 

水戸市 水戸協同病院 

水戸済生会総合病院 

独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 東茨城郡茨城町 

(株)日立製作所日立総合病院 日立市 

(株)日立製作所ひたちなか総合病院 ひたちなか市 

茨城県立中央病院 笠間市 

筑波メディカルセンター病院 
つくば市 

筑波大学附属病院 

総合病院土浦協同病院 土浦市 

土浦協同病院 なめがた地域医療センター 行方市 

ＪＡとりで総合医療センター 
取手市 

取手北相馬保健医療センター医師会病院 

茨城西南医療センター病院 猿島郡境町 

古河赤十字病院 古河市 

県西総合病院 桜川市 

 
■ ＪＭＡＴ（医師会の災害医療チーム） 

   ＪＭＡＴ（Ｊapan Ｍedical Ａssosiation Ｔeam）は医療、看護職員、事務職等で構成

される。活動内容は主に災害急性期の医療、被災地医師会等との協力、活動支援（災

害前まらの医療の継続）である。被災地の都道府県医師会の要請に基づく日本医師

会からの依頼により、全国の都道府県医師会が郡市医師会や医療機関などを単位と

して編成する。 
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■ 日本赤十字社の災害教護活動 
  災害時において被災者に対する一刻も早い応急救護が必要とされる場合に、日本

赤十字社は、救護班を派遣し、教護活動を行う。これは、迅速な応急的災害医療に

より、一人でも多くの人命を救助するとともに、被災地の医療機関の機能が回復す

るまでの空白を埋める役割を果たすものである。 
  医療救護については、災害救助法に基づく「災害救助に関する厚生労働省と日本

赤十字社との協定」により、「医療、助産及び死体の処理」が各都道府県から日本

赤十字社に委託されることになるが、知事からの要請が無くても、日本赤十字社独

自の判断で救護班を派遣して救護活動を行うこともある。 
  救護班は、原則として医師を班長とし、看護師、主事の６人１班を編制し、医薬

品や医療資器材のみならず食料、衣類、寝具等も持参し、自己完結型の医療救護活

動を展開する。 
 
■ ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム） 

ＤＰＡＴ（Ｄisaster Ｐsychiatric Ａssistance Ｔeam）は精神科医療専門に災害支援

を行う。医師の他、看護師、精神保健福祉士等がチームを組んで災害時の精神保健

医療ニーズの把握及び専門性の高い精神科医療の提供と住民の心のケアにあたる。 

（１）ＤＰＡＴが行うべき業務 

① 震災によって障害された既存の精神医療システムの機能を支援する。（地域の

精神科医療への支援） 

② 精神障害を抱える住民への支援の他、震災のストレスによって新たに生じた精

神的問題を抱える一般住民について対応する。 

③ 地域の医療従事者、被災者ケアを行っている職員（救急隊員、行政職員、保健

師等）の精神的ケアを行う。 

（２）ＤＰＡＴの構成 

① 以下の職種による数名のチーム 

   ・精神科医師、看護師・保健師、精神保健福祉士、業務調整員（ロジスティック

ス） 

業務調整員（ロジスティックス）とは：連絡調整、運転等、医療活動を行うた

めの後方支援全般を行う者 

② 支援日数 

   ・各チームの活動期間は、１週間（移動日２日、活動日５日）を標準とする。 

（３）派遣の流れ 

① 派遣要請：被災都道府県行政窓口（県庁：障害福祉課） 

    ※障害福祉課からＤＰＡＴ事務局へ連絡。ＤＭＨＩＳＳ入力操作。 
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② 被災地行政とのマッチング（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障

害保健課） 

③ 派遣通知（厚生労働省→他都道府県ＤＰＡＴに派遣要請、障害福祉課→茨城Ｄ

ＰＡＴ登録機関に派遣要請） 

④ 派遣前連絡調整（茨城ＤＰＡＴ登録機関→障害福祉課） 

⑤ 現地への派遣（被災地：避難所、精神科医療機関等） 

※ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）活動要領、ＤＰＡＴ活動マニュアル 

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122530.htm  

 
■ 災害支援ナース 

被災した看護職の心身の負担を軽減し、支えるよう努めるとともに、被災者が健

康レベルを維持できるよう被災地で適切な医療・看護を提供する役割を担う。都道

府県看護協会に登録されている。被災地の都道府県看護協会の要領に基づく日本看

護協会からの依頼により、全国の都道府県看護協会が災害支援ナースを派遣する。 
 
■ ＪＲＡＴ（ 大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会） 

   ＪＲＡＴは、平時から参加団体相互が連携し、各地域において地域住民と共に

災害に立ち向かえるように災害リハビリテーション支援チームを発足させ、大規

模災害発生時には災害弱者、新たな障害者、あるいは被災高齢者などの生活不活

発病への予防に対する適切な対応を可能とすることで国民が災害を乗り越え、自

立生活を再建、復興を目指していけるように、安心、安全且つ、良質なリハビリ

テーション支援を受けられる制度や体制の確立を図る。 

※ 大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会会則 

http://www.jrat.jp/images/kaisoku.pdf 

 
■ ＪＤＡ－ＤＡＴ（日本栄養士会災害支援チーム） 

ＪＤＡ－ＤＡＴ（Ｔhe Ｊapan Ｄietetic Ａssociation-Ｄisaster Ａssistance Ｔeam）

は、国内外で大規模な自然災害（地震、台風など）が発生した場合、迅速に被災地

内の医療・福祉・行政栄養部門と協力して、緊急栄養補給物資の支援など、状況に

応じた栄養・食生活支援活動を通じ、被災地支援を行う。 

※ 日本栄養士会災害支援チーム活動内容 

http://www.dietitian.or.jp/about/concept/jdadat/ 

 

■ ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム） 

   ＤＨＥＡＴ（Ｄisaster Ｈealth Ｅmergency Ａssistance Ｔeam）の枠組を全国衛

生部長会の検討委員会で検討中。 
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災害時に活用する各種帳票一覧 

 

＜必須様式＞ 

様式番号・名称 使用する時 使用用途 

様式１ 派遣の要請をする時 

（第１報） 

被災市町村のみで災害時保健活動

が困難と判断した場合に、保健師等

の応援・派遣を要請する。 

災害時保健活動保健師等

応援・派遣要請 

様式１―別紙 派遣の要請をする時 

(第２報) 

 

様式１の第２報として活用。保健師

等の応援・派遣箇所が増加及び被害

状況が把握できた時点で報告する。 

災害時保健活動保健師等

応援・派遣要請 

様式２ 毎年度当初 

市町村（4月 10 日まで）

→保健所（4月20日まで）

→健康推進課 

大規模災害が起こった場合に、保健

師等を早期に派遣するため、市町

村・保健所等から派遣順位をつけた

名簿を派遣計画立案に活用する。 

災害時における保健師等

の派遣者の計画名簿 

様式３ 派遣が決定した時 県が派遣先の都道府県または保健

所・市町村と連絡をとり、現地の情

報収集を行い、派遣元保健所・市町

村に情報提供する。 

応援・派遣保健師等派遣要

請の概要 

【県内】、【県外】 

様式４－１ 

避難所の保健活動実施日

の報告（避難所毎） 

各避難所の組織や環境等の状況を

把握し、その日の活動に活かす。日

報で報告し、翌日以降の保健活動に

活かす。 

避難所情報 日報 

（共通様式） 

【県内】、【県外】 

様式４－２ 

避難所の保健活動実施日

の報告（避難所毎） 
各避難所の避難者の概況と健康課

題を引き継ぎに、翌日以降の保健活

動に活かす。 避難所避難者の状況 日

報（共通様式） 

様式５ 派遣活動終了後 派遣された保健師が、派遣活動をま

とめ、健康推進課に提出する報告書 

 

被災地支援活動報告書 

様式６ 派遣活動終了後 健康推進課が、厚生労働省へ報告す

る報告書 派遣元自治体活動報告書 
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＜随時様式＞ 

様式番号 使用する時 使用用途 

様式７ 避難所入所

時 

各避難所の避難者の健康状況の概要を把握するため、世帯

ごとに入所時に記載依頼し、保健活動に活かす。避難所の

移動をする場合には避難者カードを引き継ぎに活用する。 

避難者カード 

様式８ 相談対応を

した時 

避難所等で相談対応をしたときに記載し、避難所毎に保

管・引き継ぐ。対応継続か終結したかが分かる名簿として

活用する。継続支援が必要な場合には様式９にも記載する。 

避難所等相談

対応票 

様式９ 個別相談支

援により継

続支援が必

要と判断し

た時 

避難所や自宅訪問等で、相談支援を行い継続支援が必要な

被災者の個別記録として作成する。避難所等を移動する場

合には、本相談票を移動先に引き継ぐ等により継続的な支

援ができるよう活用する。 

健 康 相 談 票

（共通様式） 

様式９－２    

   〃 

様式９の経過記録として記載する。 

健 康 相 談 票 

経過用紙 

様式１０ 在宅被災者

の訪問活動

を実施する

時 

在宅被災者の健康福祉ニーズ把握のために、自宅訪問等に

より調査した被災者のリストを作成し、把握した状況をま

とめる。特に支援が必要な場合は様式９を作成する。 

健康福祉ニー

ズ調査リスト 

様式１１ 個別に栄養

相談を実施

した時 

避難所等で、個別に栄養相談を行い、継続支援が必要な者

の記録。避難所等を移動する場合は、本相談票を移動先に

引き継ぐ等により継続的支援ができるよう活用 

栄養相談記録

票 

様式１２ 避難所訪問

時など 

避難所感染症対策のチェックリストとして活用 

避難所感染症チ

ェックリスト 

様式１３ 個 別 事 例 を

DPAT に紹介

する時 

避難所等で、こころのケアを要する者に対し、DPAT などへ

紹介する時 災害時こころの

チェックリスト 

様式１４ 避難所訪問

時など 

避難所での歯科口腔保健のチェックリストとして活用 

避難所等歯科口

腔標準ｱｾｽﾒﾝﾄ票 
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様式１（保健医療部マニュアル様式 19）被災市町村⇒管轄保健所⇒県（健康推進課） 

茨城県○○保健所    → 保健医療部健康推進課 行 
（防災ＦＡＸ ８－○○○－８４５０）  （防災ＦＡＸ ８－１００－３３１８） 

（ＦＡＸ ○○○－○○○－○○○○）  （ＦＡＸ ０２９－３０１－３３１８） 

市 町 村 名  

所 属 ・ 職  

担当者氏名  

電 話 番 号  

F A X 番 号  

要 請 日 時 令和  年  月  日  時  分  

災害時保健活動保健師等応援・派遣要請（県内調整用） 

【応援（予定）状況】 

※ 県内全体の被災状況により、調整を行います。 

事  項 内        容 

派遣要請期間 令和  年  月  日（  ） ～ 令和  年  月  日（  ） 

派遣要請人数

（総数） 
派遣保健師数      人    派遣管理栄養士数    人 

活動場所  

□ 避難所 

（数：    箇所）  ＊第２報として様式１の別紙を送付 

□ 地域（在宅被災者）               

□ 仮設住宅 

□ その他（          ） 

業務内容  

□ 避難所等における被災者の健康管理 

□ 在宅被災者の健康調査、健康管理 

□ 仮設住宅入居者の健康調査・健康管理 

□ 被災地保健活動の統計・資料作成 

□ 被災市町保健活動業務（通常業務） 

□ 被災地保健活動の企画調整業務 

□ 被災者の栄養指導（□避難所 □在宅被災者 □仮設住宅入居者） 

□ 特殊食品の管理・配布・使用方法指導 

□ 避難所の栄養調査関連業務 

□ その他（                          ） 

活動体制  

□ 24 時間体制（避難所等に宿泊） 

□ 夜間の活動 

□ 長時間の勤務 

□ 日中活動が中心 

□その他（                           ） 

備   考 
 

 

【基礎情報】 人数 

稼働保健師総数  

内訳 本部  

避難所  

在宅支援  

連絡・調整  



様式１ー別紙　保健師派遣要請一覧 （要請日時現在で黄色のセルを記載）

1 貴自治体状況

（１）　避難所総数 派遣要請避難所数

　 か所 か所

（2）　保健師稼働状況　　 全保健師数： 人

稼働保健師数 人 （詳細内容） 人 人 人 人

2 派遣要請一覧　(避難所ごとに記入ください。）

【　避難所の健康管理　】

●常駐活動

番号

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

ＮＯ.１

6

7

4

5

2

3

本部： 避難所： 在宅支援：

避難者数派遣避難所名

連絡・調整
（要配慮者支援）

1

勤
務
帯

派遣期間＆派遣要請数



●巡回班

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

【　在宅訪問　】

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【その他】

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

活動内容

ＮＯ.２

訪問対象
件数

巡回避難所
数

訪問チーム数

派遣期間＆派遣要請数

保健師数
/1チーム

派遣期間＆派遣要請数

保健師数
/1チーム

派遣期間＆派遣要請数
訪問チーム数



様式２ 
令和 年度 災害時における保健師等の派遣に係る名簿 

保健所、市町村名（        ） 

派遣

順位 
課名 職名 氏名 

備考 

(職種) 

１ 

    

２ 

    

３ 

    

４ 

    

５ 

    

６ 

 

 

 

   

７ 

 

 

 

   

８ 

 

 

   

統括保健師所属課名 統括保健師氏名 メールアドレス（職場） 緊急連絡先（携帯） 

    

 

【記入上注意】 

 この名簿は、県外において災害が発生した場合に保健師等を派遣する計画立案に活用する。 

① 災害発生時に県外に派遣する場合は。再度名簿登載者に確認のうえ派遣計画を立案し、

派遣を決定する。 

② 備考には、派遣に関して考慮が必要な事項があれば記載する。 

③ 統括保健師の緊急連絡先（携帯電話）を記載する。休日夜間の緊急時のみ使用とする。 



様式３ 
県庁⇒ 応援･派遣保健所・市町村 

応援・派遣保健師等派遣要請の概要 

派遣依頼期間 
活動開始日 令和  年  月  日（   ） 

終了予定日 令和  年  月  日（   ） 

派遣チーム体制 

派遣予定チーム数    グループ（1 チーム 名の実働体制） 

実働内訳 保健師  人  管理栄養士  人 その他（   ）   

派遣チーム活動期間   日 

活動場所・住所 
 

 

集合日時・ 

場  所・ 

担当者等 

日 時：  令和  年  月  日（   ）   時 

場 所： 

住 所： 

電 話： 

担当者： 

主な活動内容 

 

活動場所：  
 
活動業務： 
 
 
  
 

活動体制： 

携行品等 

保健活動に必要な物品： 
 
一般的な物品以外の必要物品： 
  
その他：  
 

被災地の状況 

(  月  日現在) 

 

被災状況： 死者  名、負傷者 名、全壊家屋  戸 半壊家屋  戸 
避難状況：避難所数   ヶ所、避難者数    名 
ライフライン：電気（復旧・停電）、水道（復旧・断水）、ガス（復旧・遮断） 
道路・交通： 
医療体制： 
そ の 他： 

その他 

 

連絡先・担当者 

茨城県保健医療部健康推進課健康増進グループ担当者（     ） 

〒310-8555 水戸市笠原町 978－6 

TEL029－301-3229 FAX029－301-3318 

※ 派遣要請自治体と協議のうえ作成                      



　管轄保健所(　　　　　　　保健所）行FAX　 　　－　　　　－　　　　　　　 【県内】様式４－１

（共通様式）

避難所日報　(避難所状況）
 避難所名 避難所コード

指定避難所以外の場合 所在地

電話 FAX

活動日 　　　　年　　月　　日 記載者(所属・職名・職種）

人 夜： 約 人 昼：約　　　　　　　　人

食事提供人数 約 人 車中泊 □無・□有（約　　　　　人　　）

避難所運営組織 □有（組織：□自治組織・□自治体・□学校・□その他（　　　　　　　　　　　　　））・□無

外部支援・ボランティア

救護所設置

巡回診療

　　　　　　　　　　　　　　　現在の状況 　　　　　　　　　　　　　特記事項（課題も含む）

電気 □開通・□不通　 予定：

ガス □開通・□不通　 予定：

水道 □開通・□不通　 予定：

下水道 □開通・□不通　 予定：

飲料水 □充足・□不足　 予定：

固定電話 □開通・□不通　 予定：

携帯電話 □開通・□不通　 予定：

スペース過密度 □適度・□過密

プライバシーの確保 □適・□不適

更衣室 □有・□無

授乳室 □有・□無

トイレ □充足（　　　　基）・□不足

トイレ衛生状態 □良・□不良 　

手洗い場 □有・□無 手指消毒 □有・□無

トイレ照明 □適・□不適 風呂・シャワー □有・□無

冷暖房 □有・□無 洗濯機 □有・□無

喫煙 □禁煙・□分煙・□その他

温度 □適・□不適 換気・湿度 □適・□不適

土足禁止 □有・□無 清掃状況 □良・□不良

ゴミ収積場所 □有・□無

粉塵 □無・□有 生活騒音 □適・□不適

寝具乾燥対策 □適・□不適 ペット対策 □適・□不適

主食提供回数 □3回・□2回・□1回・□無し

おかず提供回数 □3回・□2回・□1回・□無し

特別食提供 □有・□無

炊き出し □該当・□無 残品処理 □適・□不適

調理設備 □有・□無 冷蔵庫 □有・□無

（2020年版） 写真送信の場合は再度記載→ 避難所コード

Mail
 
@pref.ibaraki.lg.jp

施設定員
(指定避難所)

避難者数
（施設内）

□有（種類(職種)・人数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

生
活
環
境

食
事
提
供

避
難
施
設
基
本
情
報

医
療

□有（所属：　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

□有（所属：　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

設
備
状
況
と
衛
生
面

１

２

出典：「災害時の保健活動推進マニュアル」



　茨城県保健医療部（健康推進課　）行 FAX　 ０２９－３０１－３３１８　　　　　　　【県外】様式４－１

（共通様式）

避難所日報　(避難所状況）
 避難所名 避難所コード

指定避難所以外の場合 所在地

電話 FAX

活動日 　　　　年　　月　　日 記載者(所属・職名・職種）

人 夜： 約 人 昼：約　　　　　　　　人

食事提供人数 約 人 車中泊 □無・□有（約　　　　　人　　）

避難所運営組織 □有（組織：□自治組織・□自治体・□学校・□その他（　　　　　　　　　　　　　））・□無

外部支援・ボランティア

救護所設置

巡回診療

　　　　　　　　　　　　　　　現在の状況 　　　　　　　　　　　　　特記事項（課題も含む）

電気 □開通・□不通　 予定：

ガス □開通・□不通　 予定：

水道 □開通・□不通　 予定：

下水道 □開通・□不通　 予定：

飲料水 □充足・□不足　 予定：

固定電話 □開通・□不通　 予定：

携帯電話 □開通・□不通　 予定：

スペース過密度 □適度・□過密

プライバシーの確保 □適・□不適

更衣室 □有・□無

授乳室 □有・□無

トイレ □充足（　　　　基）・□不足

トイレ衛生状態 □良・□不良 　

手洗い場 □有・□無 手指消毒 □有・□無

トイレ照明 □適・□不適 風呂・シャワー □有・□無

冷暖房 □有・□無 洗濯機 □有・□無

喫煙 □禁煙・□分煙・□その他

温度 □適・□不適 換気・湿度 □適・□不適

土足禁止 □有・□無 清掃状況 □良・□不良

ゴミ収積場所 □有・□無

粉塵 □無・□有 生活騒音 □適・□不適

寝具乾燥対策 □適・□不適 ペット対策 □適・□不適

主食提供回数 □3回・□2回・□1回・□無し

おかず提供回数 □3回・□2回・□1回・□無し

特別食提供 □有・□無

炊き出し □該当・□無 残品処理 □適・□不適

調理設備 □有・□無 冷蔵庫 □有・□無

（2020年版） 写真送信の場合は再度記載→ 避難所コード

Mail:care3@pref.ibaraki.lg.jp

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

設
備
状
況
と
衛
生
面

生
活
環
境

食
事
提
供

避
難
施
設
基
本
情
報

施設定員
(指定避難所)

避難者数
（施設内）

□有（種類(職種)・人数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

医
療

□有（所属：　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

□有（所属：　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

１

２



　管轄保健所(　　　　　　　保健所）行FAX　 　　－　　　　－　　　　　　　 【県内】様式４－２

避難所日報（避難者状況） 避難所名 避難所コード

活動日 　　　　　　年　　　　月　　　　日 記載者(所属・職名・職種）

◆配慮を要する者◆　

高齢者（65歳以上） 人 人 障害者 人 人 服薬者 人 人

うち75歳以上 人 人 身体障害者 人 人 降圧薬 人 人

要介護認定者 人 人 知的障害者 人 人 糖尿病薬 人 人

妊婦 人 人 精神障害者 人 人 向精神薬 人 人

じょく婦 人 人 難病患者 人 人 他の治療薬 人 人

乳児 人 人 人 人 その他 人 人

幼児・児童 人 人 人 人

人 人 アレルギー疾患 人 人

特記事項

◆対応すべきニーズがある者◆ ＊まだ解決しておらず、速やかに対応しなければならないニーズがある避難者数を記載する。

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

医療ニーズのある者 □無・□有 人

うち医薬品がない者 □無・□有（ 人）

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

保健福祉ニーズのある者 □無・□有 人

高齢者 □無・□有（ 人）

障害者・児 □無・□有（ 人）

その他 □無・□有（ 人）

こころのケアが必要な者 □無・□有（ 人）

◆感染症・食中毒等症状がある者◆

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

総数（実人数） □無・□有 人

発熱 □無・□有（ 人）

咳・痰 □無・□有（ 人）

下痢・嘔吐 □無・□有（ 人）

対応内容・結果

課題/申し送り

（2020年版） 写真送信の場合は再度記載→ 避難所コード

うち障害児・医療的ケア児

人数
うち要継続
支援人数

人数

Mail:care3@pref.ibaraki.lg.jp

うち要継続
支援人数

在宅酸素療法・呼吸器療法

透析（腹膜透析含む）
要継続支援合計
人数（実人数）

人

うち要継続
支援人数

人数

３

４

出典「災害時の保健活動推進マニュアル」



　茨城県保健医療部（健康推進課　）行 FAX　 ０２９－３０１－３３１８　　　　　　　 【県外】様式４－２

避難所日報（避難者状況） 避難所名 避難所コード

活動日 　　　　　　年　　　　月　　　　日 記載者(所属・職名・職種）

◆配慮を要する者◆　

高齢者（65歳以上） 人 人 障害者 人 人 服薬者 人 人

うち75歳以上 人 人 身体障害者 人 人 降圧薬 人 人

要介護認定者 人 人 知的障害者 人 人 糖尿病薬 人 人

妊婦 人 人 精神障害者 人 人 向精神薬 人 人

じょく婦 人 人 難病患者 人 人 他の治療薬 人 人

乳児 人 人 人 人 その他 人 人

幼児・児童 人 人 人 人

人 人 アレルギー疾患 人 人

特記事項

◆対応すべきニーズがある者◆ ＊まだ解決しておらず、速やかに対応しなければならないニーズがある避難者数を記載する。

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

医療ニーズのある者 □無・□有 人

うち医薬品がない者 □無・□有（ 人）

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

保健福祉ニーズのある者 □無・□有 人

高齢者 □無・□有（ 人）

障害者・児 □無・□有（ 人）

その他 □無・□有（ 人）

こころのケアが必要な者 □無・□有（ 人）

◆感染症・食中毒等症状がある者◆

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

総数（実人数） □無・□有 人

発熱 □無・□有（ 人）

咳・痰 □無・□有（ 人）

下痢・嘔吐 □無・□有（ 人）

対応内容・結果

課題/申し送り

（2020年版） 写真送信の場合は再度記載→ 避難所コード

Mail:care3@pref.ibaraki.lg.jp

うち障害児・医療的ケア児

人数
うち要継続
支援人数

人数
うち要継続
支援人数

うち要継続
支援人数

在宅酸素療法・呼吸器療法

透析（腹膜透析含む）
要継続支援合計
人数（実人数）

人

人数

３

４

出典「災害時の保健活動推進マニュアル」



 

避難所日報 記載要領（2020 年版） 

 

【避難所日報の目的】 

被災自治体または支援の保健師等の保健医療福祉活動チームが、公衆衛生的立場から、 

①その避難所で必要な支援、②翌日以降のチームの活動方針・内容、③広域的な被災地 

対応、④今後予測される課題の検討等に活用する。 

   

 

 

 

 

【記入するにあたっての留意点】 

■ 全ての項目を確実に聞き取って記載する必要はないが、自治体の指示を確認の上、  

前日までの情報等を参照し、太枠内を優先しながら、各項目の情報収集を行う。 

 

■ 避難所の設置・運営主体、規模、被災後早期の混乱期などの要因により、避難所の情 

報の入手方法は一律ではないこと、避難者及び避難所運営担当者へ過度の負担をかけ 

ないことを留意し、既存情報を活用するなど以下の例を参考に多様な方法により情報 

収集を行う。 

    例．①前日までの避難所日報の記録内容 

②災害対策本部等の情報など入手可能な既存の各種情報 

③前任の支援者（チーム），ミーティングなどの申し送り事項 

      ④避難所運営組織などにおいて把握済みの情報記録 

      ⑤避難所の常駐保健医療支援者（チーム）等からの情報 など 

 

■ 既存の情報の転記に終始せず、避難者の生活の様子、衛生・設備環境なども含め、積 

極的に観察を行い、気になる方へは声をかけ、新たな課題が生じていないか確認する。 

 

■「要継続支援者」、「対応すべきニーズがある者」については、迅速に確認及び必要な支 

援を行う。 

 

■ 各項目に記載する際には、以下の留意事項を参考にする。なお、特記すべき内容につ 

いては、右欄特記事項に記載し、欄外には記載しないよう留意する。 

 

■ 記載内容は他地域の関係者とも共有するため、被災者の氏名等はこの日報に記載しな 

いこととする。個別支援を要するなどの理由により、個人情報を詳細に記載・報告す 

る必要性がある場合は、「健康相談票」など自治体が指定する個人用記録様式に記載 

する。特記事項欄には、「その他」の内容、ニーズの種類、関係機関と調整して対応 

することが必要な事項、避難所の集団として検討すべき事項を中心に記載する。 

 

【日報の報告】 

■ 内容は避難所管理者や支援者とも共有し、課題や申し送り事項は確実に引継ぎを行 

う。 

 

■ 報告は、概ね毎日の活動終了後とする。必要に応じ、被災自治体の指示により、決め 

られた時間に、口頭・Web・Fax・手渡しなどの方法で担当者に報告する。 

〈避難所活動の目的〉 

 避難生活によって引き起こされる健康被害を予防し、健康レベルの低下した者を早期 

に発見して治療や各種サービスに結び付けるとともに、健康レベルの低下をできるだけ 

防ぐための生活行動をとることができるよう援助する。 



 

記入する際には、以下を参考にする。 

 

避難所日報（避難所状況） 

項  目 留意事項 

避
難
施
設
基
本
情
報 

避難所コード 

・市町村担当者等からの情報に基づき記載する。 

・避難所日報を写真に撮影して送信する場合には、下

の記入欄にも同じ番号を記載する。 

食事提供人数 

・避難所以外の居所から避難所での食事提供を受ける

のみの者への提供数も含めて記載する。また、朝・

昼・夕のいずれかで最も多い数を記載する。 

車中泊 

・避難所敷地内及び周辺で車中泊を行っている避難者

の有無と、「有」の場合は人数の概数を記載する。人

数が把握できない場合は、「○○台」として車の台数

を記載する。 

外部支援・ボランティア 
・避難所に入っている支援チーム等の有無と、「有」の

場合は、種類（職種等）、人数等を記載する。 

設
備
状
況
と
衛
生
面 

スペース過密度 

・昼間でも夜間でも、手足を伸ばして寝るスペースが

あり、人が歩く通路(新聞紙見開き横の長さくらい)

が確保されている場合は、「適度」と判断する。 

プライバシーの確保 

・居室の間仕切り用パーティションや男女別トイレ、

洗濯干し場等、プライバシーが確保されている環境

であれば「適」とし、「不適」の場合は優先的な課題

を特記事項に記載する。 

トイレ 
・要配慮者が使用できるトイレがない場合は、その旨

特記事項に記載する。 

食
事
提
供 

特別食提供 

・避難所で提供される一般食ではなく、離乳食、アレ

ルギー対応食、腎臓病食、糖尿病食等配慮が必要な

食事の提供の有無を記載する。課題があれば特記事

項に記載する。 

 

 

避難所日報（避難者状況） 

◆配慮を要する者◆ 

〇「人数」： 

・ニーズの有無に関わらず、避難者カードに記載がある等、避難所運営担当者等が把握 

している人数を参考に、各項目の状態に当てはまる避難者数を記載する。複数の項目 

に重複して計上してよい。 

〇「うち要継続支援人数」： 

・翌日の巡回チーム等が個別に状況確認・支援する必要がある避難者の人数を記載する。 

・複数の該当する項目がある場合は、最も支援ニーズのある項目に入れる。（例えば、降 

圧薬を服用している高齢者で血圧管理の必要な者は、「服薬者（うち降圧薬）」に記載） 

・「◆対応すべきニーズがある者◆」の「有」人数も含む。 

 



 

 

◆対応すべきニーズのある者◆ 

・まだ解決しておらず、速やかに対応しなければならないニーズのある避難者数を記載 

する。 

・引き継いだ際には、優先的に確認、対応することとする。 

項目 留意事項 

医療ニーズのある者 

・在宅酸素療法・呼吸器療法、透析（腹膜透析含む）、小児 

疾患、精神疾患、周産期、歯科疾患、アレルギー疾患、外

傷等、医療機関でのフォローができていなく速やかに医 

療につなぐ必要がある者 

・ニーズの種類等を特記事項に記載 

・適切な医療を受けている、又は受けられる状況にある者、

状態が安定している者は含まない 

保健福祉ニーズのある者 
・保健福祉等のニーズがあり、福祉避難所への移動、専門 

職支援チーム等に速やかにつなぐ必要がある者 

 その他 

下記の例示やその他の何らか支援が必要な者 

・小部屋等の避難スペースの確保が必要な者 

＊アトピー性皮膚炎、呼吸器疾患がある人等、持病等疾 

患を悪化させないために必要な者等（認知症や、発達障 

害は、高齢者、障害者・児に計上して特記事項に記載） 

・特別な食事が必要な者 

＊食物アレルギー食、低たんばく食、経腸栄養剤が必要 

な者、咀嚼嚥下困難な者等 

・退所にあたって福祉的支援が必要な者 

 ＊生活困窮者や DV 等で自宅に戻れない者等 

・具体的内容は特記事項に記載する。 

こころのケアが必要な者 
・悲哀、悲嘆が強く、不眠、引きこもりや過剰行動が見ら 

れるなど、専門的な支援が必要と思われる者 

 

項目 留意事項 

じょく婦 

 

・分娩終了後母体が正常に回復するまでの期間（おおよそ 

6 週間）における婦人 

乳児 ・1歳未満の児 

医療的ケア児 ・たんの吸引や経管栄養など医療的ケアを必要とする児 

アレルギー疾患 
・喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性

鼻炎等を有する者 

服薬者 

・内服薬の他、外用薬、注射薬などの医薬品 

・「その他の治療薬」は、ＨＩＶ、喘息、アレルギー性疾患 

等の治療薬 

その他 ・上記項目に含まれない者 

要継続支援合計人数 

（実人数） 

・該当者がいない場合は「０」、確認できなかった場合は 

「－」と記載する。避難所状況の施設定員、避難者数、食事

提供人数も同様である。 

特記事項 ・「その他」の具体的内容を記載する。 



 

◆感染症・食中毒等症状がある者◆ 

・避難所等の集団生活で発生しうる主な感染症（インフルエンザ、感染性胃腸炎、急性呼 

吸器感染症、結核等）症状を有する者の人数を記載する。発疹やその他の特異的な症状 

がみられる場合には特記事項に記載する。 

 

◆対応内容◆ 

 ・避難所における必要な支援や対策を検討するため、１枚目及び２枚目について総合的 

評価として記載する。 

項目 留意事項 

対応内容・結果 
・アセスメントに基づき対応した事項について、具体的事項

を記載する。 

課題/申し送り 

・対応できなかった課題や原因等について記載し、次の支援

へつなぐ。 

・現在ニーズはないものの、今後近いうちに出現すると予測

されるニーズも記載する。 

 

 



派遣期間　　　　　　　～　　　　　　 派遣先 所属 氏名

被災地の状況 支援活動内容 被災地の課題・問題等 保健師、管理栄養士等の役割

その他（自由記載）派遣を通じての感想等
・本県における対応・改善策等
・支援業務以外ででの災害対策での課題・問題

今後の課題(支援を受け入れる立場、支援を行う立場を踏まえ、今後の課題につ
いて御記入下さい）

様式5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被災地支援活動報告書



２－（５）派遣元自治体活動報告書：共通様式

様式６

保健師 人

事務職 人

その他 人

　○実施した内容毎に実績を計上する。

　○各項目には、下の項目一覧から番号を選択し、該当番号を記入する。

＜項目一覧＞

活動種別(どんなことを)

１　訪問　　２　健康相談　　３　保健指導
４　他職種・他機関への紹介・調整
５　個別支援計画作成
６　ケア会議への出席
７　その他（活動内容を記載すること）

　うち職種別人数

そ
の
他

１１　データ入力　　１２　帳票整理
１３　健康サロンの実施準備
１４　その他（活動内容を記載すること）

対象もしくは内容

８　集団への健康教育
９　健康サロンの実施
１０　その他（活動内容を記載すること）

個
別
支
援

【内容】
１　感染症対策　　２　母子保健　　３　精神保健（心の健康）
４　生活不活発病予防　　５　深部静脈血栓症（DVT）予防
６　生活習慣病予防　　７　閉じこもり予防
８　熱中症予防　　９　その他（内容を記載すること）

【対象】
１　成人　　２　妊婦　　３　産婦　　４　乳児　　５　幼児
６　高齢者　　７　知的障害者・児　　８　身体障害者・児
９　精神障害者・児　　１０　発達障害者・児
１１　難病患者　　　１２　その他（対象者を記載すること）

集
団
支
援

活動種別

支援活動

＊避難所毎、仮設住宅群毎に分
けて報告して下さい。

派遣元自治体名（市区町村名）

対象 内容

活動場所（該当するもの一つに○）

　避難所

　仮設住宅

避難所名：　　　　　　　　　　　　　　　　

地域名：　　　　　　　　　　　　　　　　

　その他

派遣チーム人数 人

派遣元自治体　活動報告書（派遣元自治体から厚生労働省へ報告する様式）

派遣先（都道府県名） 派遣先（市区町村名）

活動日

　年　　月　　日

派遣元自治体名（都道府県名）



２－（５）派遣元自治体活動報告書：記入例

様式６

保健師 ■人

事務職 □人

その他 ■人

　○実施した内容毎に実績を計上する。

　○各項目には、下の項目一覧から番号を選択し、該当番号を記入する。

＜項目一覧＞

派遣元自治体　活動報告書（派遣元自治体から厚生労働省へ報告する様式）

活動日 派遣元自治体名（都道府県名）派遣元自治体名（市区町村名）

　○年　○月○日 ○○県 ▼△市

　うち職種別人数

支援活動

派遣先（都道府県名） 派遣先（市区町村名）

■□県 ●○市

活動場所（該当するもの一つに○）
＊避難所毎、仮設住宅群毎に
分けて報告して下さい。

　避難所 避難所名：　　　　　　○●小学校避難所　　　　　　　　　　

　仮設住宅 地域名：　　　　　　　　　　　　　　　　

　その他

派遣チーム人数 ■□■人

活動種別 対象 内容

1 １，４，５

8 １，５

個
別
支
援

１　訪問　　２　健康相談　　３　保健指導
４　他職種・他機関への紹介・調整
５　個別支援計画作成
６　ケア会議への出席
７　その他（活動内容を記載すること）

【対象】
１　成人　　２　妊婦　　３　産婦　　４　乳児　　５　幼児
６　高齢者　　７　知的障害者・児　　８　身体障害者・児
９　精神障害者・児　　１０　発達障害者・児
１１　難病患者　　　１２　その他（対象者を記載すること）

活動種別(どんなことを) 対象もしくは内容

集
団
支
援

８　集団への健康教育
９　健康サロンの実施
１０　その他（活動内容を記載すること）

【内容】
１　感染症対策　　２　母子保健　　３　精神保健（心の健康）
４　生活不活発病予防　　５　エコノミークラス症候群予防
６　生活習慣病予防　　７　閉じこもり予防
８　熱中症予防　　９　その他（内容を記載すること）

そ
の
他

１１　データ入力　　１２　帳票整理
１３　健康サロンの実施準備
１４　その他（活動内容を記載すること）

記入例

個別支援については、

「活動種別」と「対象」

欄に該当する数字を

集団支援については、

「活動種別」と「内容」

欄に該当する数字を



避難者カード（※世帯ごとに太枠内を記入） 様式７

フリガナ
氏　　　名

生年月日
　　（年齢）

性別 要配慮者 服薬内容 妊産婦 支援内容 備考

1
　　　　年　　月　　日
　　　　　（　　　　　歳）

男

女

1.身体・療育・精神
手帳（　　　　）級
2.要支援（ １ ・ ２ ）
3.要介護
( １・２・３・４・５ )

高血圧治療薬
糖尿病治療薬
向精神病薬
その他
（　　　　　　　　　　）

妊婦

産婦

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事　　　　 　6　口腔ケア
7　その他（　　　　　　　　　　）

2
　　　　年　　月　　日
　　　　　（　　　　　歳）

男

女

1.身体・療育・精神
手帳（　　　　）級
2.要支援（ １ ・ ２ ）
3.要介護
( １・２・３・４・５ )

高血圧治療薬
糖尿病治療薬
向精神病薬
その他
（　　　　　　　　　　）

妊婦

産婦

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事　　　　 　6　口腔ケア
7　その他（　　　　　　　　　　）

3
　　　　年　　月　　日
　　　　　（　　　　　歳）

男

女

1.身体・療育・精神
手帳（　　　　）級
2.要支援（ １ ・ ２ ）
3.要介護
( １・２・３・４・５ )

高血圧治療薬
糖尿病治療薬
向精神病薬
その他
（　　　　　　　　　　）

妊婦

産婦

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事　　　　 　6　口腔ケア
7　その他（　　　　　　　　　　）

4
　　　　年　　月　　日
　　　　　（　　　　　歳）

男

女

1.身体・療育・精神
手帳（　　　　）級
2.要支援（ １ ・ ２ ）
3.要介護
( １・２・３・４・５ )

高血圧治療薬
糖尿病治療薬
向精神病薬
その他
（　　　　　　　　　　）

妊婦

産婦

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事　　　　 　6　口腔ケア
7　その他（　　　　　　　　　　）

5
　　　　年　　月　　日
　　　　　（　　　　　歳）

男

女

1.身体・療育・精神
手帳（　　　　）級
2.要支援（ １ ・ ２ ）
3.要介護
( １・２・３・４・５ )

高血圧治療薬
糖尿病治療薬
向精神病薬
その他
（　　　　　　　　　　）

妊婦

産婦

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事　　　　 　6　口腔ケア
7　その他（　　　　　　　　　　）

家族の安否確認：連絡がとれていない家族

記入日　　　　　　年　　　　月　　　　日 ↓該当箇所に○をつけてください
心配なこと

支援者使用欄

住所

電話番号：　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）
代表者携帯： 　　　　　　　　（　　　　　　　　）



様式　８　

NO. 様式8　

　　　　月　　　　日（　　　） 　　　　月　　　　日（　　　） 　　　　月　　　　日（　　　） 　　　　月　　　　日（　　　） 　　　　月　　　　日（　　　） 　　　　月　　　　日（　　　） 　　　　月　　　　日（　　　） 　　　　月　　　　日（　　　）

1
男

女

2
男

女

3
男

女

4
男

女

5
男

女

6
男

女

7
男

女

8
男

女

9
男

女

10
男

女

番
号

避難所等相談対応票 避難所名：

対応・経過
健康状態

性
別

年
齢

氏名



様式　9
　

・面接 ・訪問 乳児　　幼児　

・電話 妊婦　　産婦　　高齢者 相談日

・その他 障害者 時間

その他（　　　　　　　　　　　　　） 場所

性別 年齢

男・女 歳

　なし

　あり

食事 保清 衣類の着脱 排泄 移動 意思疎通 判断力・記憶

自立

一部介助

全介助

解決

継続

被災前：

被災後：

内服薬

　在宅酸素　・　人工透析

　なし　・　あり（中断　・　継続）　　内服薬名（　　　　　　　　　　　　　　）

　その他(              　　　　　　　　       　)

医療機関名

血圧測定値

最高血圧：

最低血圧：

①頭痛・頭重　②不眠　③倦怠感　④吐き気
⑤めまい　⑥動悸・息切れ　⑦肩こり　⑧目の
症状　⑨咽頭の症状　⑩発熱　⑪便秘/下痢
⑫食欲　⑬体重減少　⑭精神運動減退/空虚
感/不満足/決断力低下/焦燥感/ゆううつ/精
神運動興奮/希望喪失/悲哀感　⑮その他

支援内容

今後の支援方針

内容　(　　　　　　　　　　　　　　)

水分　(　　　　　　　　　　　　　　)

その他

既往歴 現在治療中の病気

個
別
相
談
活
動

備考
必要器具など

身
体
的
・
精
神
的
な
状
況

日
常
生
活
の
状
況

現在の状態(自覚症状ごとに発症時期・持続・転帰を記載) 具体的自覚症状(参考)

高血圧、脳血管疾患、
高脂血症、糖尿病、
心疾患、肝疾患、
腎疾患、精神疾患、
結核、難病、
アレルギー、
その他
(　　　　　　　　　)

高血圧、 高脂血症、
糖尿病、 心疾患、
肝疾患、 腎疾患、
精神疾患、 結核、
難病、 アレルギー、
その他
(　　　　　　　　　)

食事制限

医療器材・器具

相談内容

（　　　　　　　　　　　　）

方法 担当者（自治体名）対象者

　　年　　月　　日

連絡先 避難場所

　　自宅

①現住所

②新住所

連絡先

連絡先

健康相談票(共通様式)

生年月日

　M・T・S・H　　　年　　月　　日

氏名（フリガナ）

基
本
的
な
状
況

　独居　・　高齢者独居　・　高齢者のみ世帯

家族状況

　　(避難所名：　　　　　　　　　　　　)

初回　・　（　　　）回

保管先

    自宅外：車・テント・避難所

被災前住所

家に帰れない理由

　家族問題あり（　　　　　　　　　　　）

・療育手帳（　　級）

・精神保健福祉手帳（　　級）

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

制度の利用状況

・介護保険（介護度　　　　　）

情報源、把握の契機／相談者がいる場合、本人との関係・連絡先

被災の状況

・身体障害者手帳（　　　級）

　　自宅倒壊　・　ライフライン不通　・　避難勧告　・　精神的要因（恐怖など）

（出典：大規模災害時における保健師の活動マニュアル）



様式9-2
　

月　日 相談方法 相談内容 指導内容(今後の計画を含む) 担当者

　     

　                   

健康相談票　経過用紙

避難場所名 氏名 №

（出典：大規模災害における保健師の活動マニュアル）



様式10 
健康福祉ニーズ調査リスト（令和　　年　　月　　日）　　　　　　　　　　地区NO　　　　　　　　　担当　　

病気 治療状況 自覚症状 日中 夜間

1

1　乳幼児・児童
2　妊産婦
3　成・老人
4　寝たきり
5　難病
6　その他（　　　　）

1身体・療育・精神手帳
 　 （　　　）級
2　介護認定
　　要支援　1 2
　　要介護  1 2 3 4 5
3　独居
4　高齢者世帯

1　あり
病名
（　　　　　　  ）

2　なし

1　治療中
　

2　中断

3　その他

1　あり
具体的に

2　なし

1　赤紙

2　黄紙

3　青紙

4　判定未

1　あり

2  なし

1　自宅
2　避難所
3　勤務先
4　その他
　（　　　　　）

1　自宅
2　避難所
3　車中
4　その他
（　　　　　）

1　問題なし

2　要支援

3　情報提供

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事
6　口腔ケア
7　その他
（　　　　　　　　　　　　　　）

＊水害の場合
【 床上 ・ 床下浸水○㎝ 】

2

1　乳幼児・児童
2　妊産婦
3　成・老人
4　寝たきり
5　難病
6　その他（　　　　）

1身体・療育・精神手帳
 　 （　　　）級
2　介護認定
　　要支援　1 2
　　要介護  1 2 3 4 5
3　独居
4　高齢者世帯

1　あり
病名
（　　　　　　  ）

2　なし

1　治療中
　

2　中断

3　その他

1　あり
具体的に

2　なし

1　赤紙

2　黄紙

3　青紙

4　判定未

1　あり

2  なし

1　自宅
2　避難所
3　勤務先
4　その他
　（　　　　　）

1　自宅
2　避難所
3　車中
4　その他
（　　　　　）

1　問題なし

2　要支援

3　情報提供

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事
6　口腔ケア
7　その他
（　　　　　　　　　　　　　　）

3

1　乳幼児・児童
2　妊産婦
3　成・老人
4　寝たきり
5　難病
6　その他（　　　　）

1身体・療育・精神手帳
 　 （　　　）級
2　介護認定
　　要支援　1 2
　　要介護  1 2 3 4 5
3　独居
4　高齢者世帯

1　あり
病名
（　　　　　　  ）

2　なし

1　治療中
　

2　中断

3　その他

1　あり
具体的に

2　なし

1　赤紙

2　黄紙

3　青紙

4　判定未

1　あり

2  なし

1　自宅
2　避難所
3　勤務先
4　その他
　（　　　　　）

1　自宅
2　避難所
3　車中
4　その他
（　　　　　）

1　問題なし

2　要支援

3　情報提供

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事
6　口腔ケア
7　その他
（　　　　　　　　　　　　　　）

4

1　乳幼児・児童
2　妊産婦
3　成・老人
4　寝たきり
5　難病
6　その他（　　　　）

1身体・療育・精神手帳
 　 （　　　）級
2　介護認定
　　要支援　1 2
　　要介護  1 2 3 4 5
3　独居
4　高齢者世帯

1　あり
病名
（　　　　　　  ）

2　なし

1　治療中
　

2　中断

3　その他

1　あり
具体的に

2　なし

1　赤紙

2　黄紙

3　青紙

4　判定未

1　あり

2  なし

1　自宅
2　避難所
3　勤務先
4　その他
　（　　　　　）

1　自宅
2　避難所
3　車中
4　その他
（　　　　　）

1　問題なし

2　要支援

3　情報提供

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事
6　口腔ケア
7　その他
（　　　　　　　　　　　　　　）

5

1　乳幼児・児童
2　妊産婦
3　成・老人
4　寝たきり
5　難病
6　その他（　　　　）

1身体・療育・精神手帳
 　 （　　　）級
2　介護認定
　　要支援　1 2
　　要介護  1 2 3 4 5
3　独居
4　高齢者世帯

1　あり
病名
（　　　　　　  ）

2　なし

1　治療中
　

2　中断

3　その他

1　あり
具体的に

2　なし

1　赤紙

2　黄紙

3　青紙

4　判定未

1　あり

2  なし

1　自宅
2　避難所
3　勤務先
4　その他
　（　　　　　）

1　自宅
2　避難所
3　車中
4　その他
（　　　　　）

1　問題なし

2　要支援

3　情報提供

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事
6　口腔ケア
7　その他
（　　　　　　　　　　　　　　）

6

1　乳幼児・児童
2　妊産婦
3　成・老人
4　寝たきり
5　難病
6　その他（　　　　）

1身体・療育・精神手帳
 　 （　　　）級
2　介護認定
　　要支援　1 2
　　要介護  1 2 3 4 5
3　独居
4　高齢者世帯

1　あり
病名
（　　　　　　  ）

2　なし

1　治療中
　

2　中断

3　その他

1　あり
具体的に

2　なし

1　赤紙

2　黄紙

3　青紙

4　判定未

1　あり

2  なし

1　自宅
2　避難所
3　勤務先
4　その他
　（　　　　　）

1　自宅
2　避難所
3　車中
4　その他
（　　　　　）

1　問題なし

2　要支援

3　情報提供

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事
6　口腔ケア
7　その他
（　　　　　　　　　　　　　　）

7

1　乳幼児・児童
2　妊産婦
3　成・老人
4　寝たきり
5　難病
6　その他（　　　　）

1身体・療育・精神手帳
 　 （　　　）級
2　介護認定
　　要支援　1 2
　　要介護  1 2 3 4 5
3　独居
4　高齢者世帯

1　あり
病名
（　　　　　　  ）

2　なし

1　治療中
　

2　中断

3　その他

1　あり
具体的に

2　なし

1　赤紙

2　黄紙

3　青紙

4　判定未

1　あり

2  なし

1　自宅
2　避難所
3　勤務先
4　その他
　（　　　　　）

1　自宅
2　避難所
3　車中
4　その他
（　　　　　）

1　問題なし

2　要支援

3　情報提供

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事
6　口腔ケア
7　その他
（　　　　　　　　　　　　　　）

8

1　乳幼児・児童
2　妊産婦
3　成・老人
4　寝たきり
5　難病
6　その他（　　　　）

1身体・療育・精神手帳
 　 （　　　）級
2　介護認定
　　要支援　1 2
　　要介護  1 2 3 4 5
3　独居
4　高齢者世帯

1　あり
病名
（　　　　　　  ）

2　なし

1　治療中
　

2　中断

3　その他

1　あり
具体的に

2　なし

1　赤紙

2　黄紙

3　青紙

4　判定未

1　あり

2  なし

1　自宅
2　避難所
3　勤務先
4　その他
　（　　　　　）

1　自宅
2　避難所
3　車中
4　その他
（　　　　　）

1　問題なし

2　要支援

3　情報提供

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事
6　口腔ケア
7　その他
（　　　　　　　　　　　　　　）

9

1　乳幼児・児童
2　妊産婦
3　成・老人
4　寝たきり
5　難病
6　その他（　　　　）

1身体・療育・精神手帳
 　 （　　　）級
2　介護認定
　　要支援　1 2
　　要介護  1 2 3 4 5
3　独居
4　高齢者世帯

1　あり
病名
（　　　　　　  ）

2　なし

1　治療中
　

2　中断

3　その他

1　あり
具体的に

2　なし

1　赤紙

2　黄紙

3　青紙

4　判定未

1　あり

2  なし

1　自宅
2　避難所
3　勤務先
4　その他
　（　　　　　）

1　自宅
2　避難所
3　車中
4　その他
（　　　　　）

1　問題なし

2　要支援

3　情報提供

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事
6　口腔ケア
7　その他
（　　　　　　　　　　　　　　）

0

1　乳幼児・児童
2　妊産婦
3　成・老人
4　寝たきり
5　難病
6　その他（　　　　）

1身体・療育・精神手帳
 　 （　　　）級
2　介護認定
　　要支援　1 2
　　要介護  1 2 3 4 5
3　独居
4　高齢者世帯

1　あり
病名
（　　　　　　  ）

2　なし

1　治療中
　

2　中断

3　その他

1　あり
具体的に

2　なし

1　赤紙

2　黄紙

3　青紙

4　判定未

1　あり

2  なし

1　自宅
2　避難所
3　勤務先
4　その他
　（　　　　　）

1　自宅
2　避難所
3　車中
4　その他
（　　　　　）

1　問題なし

2　要支援

3　情報提供

1　病気・療養　　2　介護
3　こころ　　　　　4　育児
5　食事
6　口腔ケア
7　その他
（　　　　　　　　　　　　　　）

車中泊
一泊以上

居場所
連番 住所 氏名

続柄
世帯主は
生年月日も記載

被災地区　⇒　情報集約先

支援の内容 備考対象者（再掲）回答者
　◎

対象者
健康相
談票作
成者

支援方針
健康状態等

住宅状況＊



           栄 養 相 談 記 録 表      様式１１(表) 
 
令和   年   月   日 （  ） 

避難場所  氏

名  性別 
年齢 

男・女 
 歳 

症  状 １腹痛 ２便秘 ３下痢 ４発熱 ５脱水 ６その他（      ） 

相談項目 

１ 母 子：離乳食 乳幼児食 母性（妊産婦） 
２ 生活習慣病：高血圧 糖尿病 その他（      ） 
３ その他の疾病：風邪 アレルギー 便秘 下痢 その他（      ） 
４ そ の 他：食欲不振 噛めない 飲み込めない むせる 経管栄養 

栄養摂取状況 

１三食摂取状況：□食べている □欠食（朝・昼・夕）（理由：） 
２間食摂取状況：□食べない □気をつけている（    ）□自由（    ） 
３水分摂取状況：（   ml×  回）□適量 □不足（理由：） 
４食欲の状況：□あり □なし（理由：    ） 
５咀嚼・嚥下状況：□問題なし □問題あり（理由：    ） 

身体状況 
１体 調：□良い □普通 □思わしくない（理由：      ） 
２体 重：□変わらない □増加（   kg） □減少（   klg） 
３トイレの回数：（   回）□不都合なし □不都合あり（理由：      ） 

相談内容 
（具体的に） 

 
 
 
 
 
 
 
 

対  応 
（具体的に） 

 
 
 
 
 
 
 
 

調理器具 

 数量  設置期間 
炊き出しの状況 
１ある  ２ない 
・頻度 毎日、週 回、不規則 
・調理場所 避難所で作る 
      配送される 
       施設 
       団体名 
・主なメニュー 

電気炊飯器  
カセットコンロ  
電気ポット  
トースター  
電子レンジ  
その他  
水  

ガ ス  

避難所の状況 
・問題点等の 
特記事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後希望する

もの 

 
 
 
 
 

 



 
様式１１（裏） 

 担当者（           ） 

経  過  用  紙 
場所 

避難所名（       ） 

応急仮設住宅名（      ） 

自宅 

氏 名 

 No. 

月 日 

相談方法 
相 談 内 容 指 導 内 容 担当者 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 



                                          様式１２ 
避難所感染症チェックリスト    年   月   日  避難所名              

分 類 チェック 項 目 結果〇 具体的に 

情報収集 

 

(サーベイランス) 

感染症を疑う症状の把握を誰かがしている  誰が（           ） 

有症状時または診断された時の報告先を避難者に伝えている  報告方法： 申告制 ／ 個別確認  

感染症サーベイランス情報の報告先・報告方法が分かっている 

 

 

 

 

 

報告先：感染症情報センター  

報告方法：FAX ／メール／電話  

その他（      ） 

環境 ライフラインの確保ができている  ガス ／ 電気 ／ 水道 ／ 電話 

床掃除ができている  回/日 チェック体制：有 ／ 無 

共有部分(特にトイレ洗面場所など水回り)の清掃ができてい

る 

 

 

回/日 チェック体制：有 ／ 無 

トイレの状況： 仮設 ／ 常設 

               水洗 ／ 汲み取り 

ハエや蚊の対策を十分にしている   

換気をしている  回/日 

温度・湿度に配慮している   

有症状者がいる場合、居室を分けるなど対応ができている   

ゴミの管理が適正にできている   

食べ物の管理が適正にできている  賞味期限の確認→期限切れ廃棄 

物品 

 

手洗い石鹸（液体が望ましい）   

ペーパータオル   

擦り込み式エタノール剤   

ウェットティッシュ   

マスク   

体温計   

次亜塩素酸ナトリウム   

吐物処理セット・処理手順説明 

 

 マスク・エプロン・手袋・ごみ袋・

次亜塩素酸ナトリウム・作業手順書 

啓発 

掲示 

手洗い、うがいを励行するよう呼びかけている  方法： 口頭 ／ 掲示 

有症状者へマスクの着用を呼びかけている  方法： 口頭 ／ 掲示 

早めの受診を勧めている  方法： 口頭 ／ 掲示 

土などで汚れた傷を放置せず、医療機関に紹介している  方法： 口頭 ／ 掲示 

環境整備・掃除について  方法： 口頭 ／ 掲示 

吐物処理について(嘔吐した際は申告し、職員が処理対応する)  方法： 口頭 ／ 掲示 

その他 下痢、嘔吐、発熱患者が同時期に複数の方に発生した場合には

市（     ）・保健所に連絡する 

 誰が（           ） 

職員待機室に連絡先の掲示：有／無 

引継 

事項 

（巡回者） 

不足物品（                                       ） 

要準備の掲示物・物品 

（                                           ）  



様式１３　

様式１３　

年齢・性別

電話番号

記入者所属 記入者氏名

非常に 多　少 な　し

①落ち着かない・じっとできない
「何か、行動をおこさなければ」と、焦りの気
持ちを持っていて、動作がせかせかしてい
る。

③ぼんやりしている・反応がない
話しかけられてもなかなか返事ができず、
上の空。甚だしい場合には、茫然自失。

　　〈参考〉 災害時こころのチェックリスト

明らかに

場所 面接日時
年　　　　　月　　　　　日　　　

：　　　　　　～　　　　　　：

　　　　歳　　（　男　・　女　）　　

（厚生科学特別研究事業災害時地域精神保健医療活動ガイドラインを改変）

対象者氏名

⑨災害発生以降、眠れていない
疲れてはいるけれども、緊張や警戒心で寝
付けない場合と、「眠らなくても平気」と感じ
ている場合がある。

④怖がっている・おびえている
小さな物音を余震と間違えるなど、普段な
ら平気な対象を強く恐れる。

⑤泣いている・悲しんでいる
一見落ち着いていても、ちょっとした声かけ
に、涙ぐむ場合もある。

⑥不安そうである・おびえている
具体的に何かを恐れているのではなく、漠
然と、現状や先行きを心配だと感じている
様子。

⑦動悸・息が苦しい・震えがある
他覚的に確認されるものでも、自覚的なも
のでも可。

⑧興奮している・声が大きい
威勢が良く、張り切っている。周囲の事によ
く気が付くが、イライラと怒りっぽくて、他者
を叱責したり、指図したりする。

②話がまとまらない・行動がちぐはぐ
話題があちこちに飛び、用事を合目的に実
行できない。

（出典：大規模災害における保健師の活動マニュアル）





 
 
 
 

別冊 
（パンフレット集） 
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